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１．概要 

  本資料は、加工施設の技術基準に関する規則「第 17 条 核燃料物質の貯

蔵施設」に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき

事項、補足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。 

  整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。 

 

２．本資料の構成 

  「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。 

  別紙 1：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。 

  別紙 2：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展

開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への展

開事項の分類、第 1 回申請の対象、第 2 回以降の申請書ごとの対象

設備を展開する。 

  別紙 3：基本設計方針の添付書類への展開 

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書類

単位で記載すべき事項を展開する。 

  別紙 4：添付書類の発電炉との比較 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉と

比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がないか

を確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差があること

が明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象外）。 

  別紙 5：補足説明すべき項目の抽出 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。 

  別紙 6：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。 
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との比較 

5



別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（1 / 25） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（核燃料物質の貯蔵施設） 第 2章 個別項目 

4.核燃料物質の貯蔵施設

核燃料物質の貯蔵施設の設計に係る共通

的な設計方針については，第 1章 共通

項目の「1.核燃料物質の臨界防止」，

「2.地盤」，「3.自然現象等」，「4.閉

じ込めの機能」，「5.火災等による損傷

の防止」，「6.加工施設内における溢水

による損傷の防止」，「7.遮蔽」及び

「8.設備に対する要求」に基づくものと

する。 

 

4.1 核燃料物質の貯蔵施設の設計 

貯蔵施設は，原料粉末を受け入れてか

ら成形，被覆，組立を経て燃料集合体と

するまでの各工程間の貯蔵及び燃料集合

体出荷までの貯蔵を行う設計とする。 

②-1

貯蔵施設は，燃料加工建屋に収納する

設計とする。②-2 

ロ．加工施設の一般構造

(ト) その他の主要な構造

(１) 安全機能を有する施設

⑧ 核燃料物質の貯蔵施設

ＭＯＸ燃料加工施設は，核燃料物質

を貯蔵するために必要な容量を有する

貯蔵容器一時保管設備，燃料集合体貯

蔵設備等の貯蔵施設を設ける。□1  

また，燃料集合体貯蔵設備等は，建

屋排気設備等で換気することにより適

切に冷却する。① 

ニ．核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設

備 

(イ) 施設の種類

貯蔵施設は，原料粉末を受け入れ

てから成形，被覆，組立を経て燃料

集合体とするまでの各工程間の貯蔵

及び燃料集合体出荷までの貯蔵を行

う施設であり，【②-1】燃料加工建

屋に収納する。②-2 

燃料加工建屋の主要構造は

「ハ.(ハ)成型施設(１) 施設の種

類」に示す。□2  

なお，ウラン燃料棒は外部より受

け入れ貯蔵する。⑥ 

イ．安全設計の方針

(ホ) ＭＯＸ燃料加工施設に関する「加

工施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則」への適合性

(１)安全機能を有する施設

⑮ 核燃料物質の貯蔵施設

（核燃料物質の貯蔵施設） 

第十六条 加工施設には、次に掲げ

るところにより、核燃料物質の貯

蔵施設を設けなければならない。 

一 核燃料物質を貯蔵するために

必要な容量を有するものとする

こと。 

二 冷却のための必要な措置が講

じられているものであること。 

2. 燃料貯蔵設備

燃料体等を貯蔵する設備として，新燃料

貯蔵庫，使用済燃料プール及び使用済燃

料乾式貯蔵設備を設ける設計とする。 

新燃料貯蔵庫は，通常時の燃料取替を考

慮し，適切な貯蔵能力を有し，全炉心燃

料の約 30 ％を収納できる設計とする。 

使用済燃料プールは，約 290 ％炉心分

の燃料の貯蔵が可能であり，さらに放射

化された機器等の貯蔵及び取扱いができ

るスペースを確保した設計とする。な

お，通常運転中，全炉心の燃料体等を貯

蔵できる容量を確保できる設計とする。 

使用済燃料乾式貯蔵設備は，使用済燃料

を全炉心燃料の約 190 ％相当分貯蔵で

きる容量を有する設計とする。 

（加工施設の技術基準規則第十七条では
取扱者以外の者がみだりに立ち入らない
ようにすることの要求はなく，加工施設
では 22 条遮蔽にて被ばく管理等を整理
することから省略） 

（加工施設の技術基準規則第十七条では
燃料体等が臨界に達するおそれがない構
造であることの要求がなく，加工施設で
は４条核燃料物質の臨界防止にて臨界管
理の要求を整理することから省略） 

（加工施設の技術基準規則第十七条では
使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯
蔵する水槽に関する要求がなく，加工施
設では使用済燃料を取り扱わないため省
略） 

使用済燃料乾式貯蔵設備は、自然冷却

によって使用済燃料からの崩壊熱を外部

に放出できる構造とし、適切に熱を除去

できる設計とする。 

（加工施設の技術基準規則第十七条では
使用済燃料を工場等内に貯蔵する乾式キ
ャスに関する要求がなく，加工施設では
使用済燃料を取り扱わないため省略） 

⑥（P12 へ）

下線：基本設計方針に記載する事項（丸数字で紐付け） 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：発電炉との差異理由 ：許可からの変更点等 

【凡例】

【①P3 へ】

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

主語の明確化。 

【⑪P2 へ】

【⑫P15 へ】

【⑬P15 へ】

6



別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（2 / 25） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

事業許可基準規則 

核燃料物質の貯蔵施設 

第十六条 加工施設には、次

に掲げるところにより、核燃

料物質の貯蔵施設を設けなけ

ればならない。 

一 核燃料物質を貯蔵するた

めに必要な容量を有するもの

とすること。③ 

貯蔵施設は，各工程における核燃料物

質の形態に応じて貯蔵するために，ウラ

ン貯蔵設備及び燃料集合体貯蔵設備は，

原料ウラン粉末及び燃料集合体それぞれ

の輸送を考慮して，MOX 燃料加工施設の

年間最大処理能力 130t･HM に対し必要な

容量を有する設計とする。また，各工程

間の一時保管設備及び貯蔵設備は，次工

程への払出までに必要な検査等を考慮

し，円滑な運転ができる容量を有する設

計とする。③-1，2

貯蔵施設は，各工程における核燃

料物質の形態に応じて貯蔵するため

に，必要な容量を有する設計とす

る。③-1 

また，貯蔵施設は，ＭＯＸの形態

に応じて，臨界防止，遮蔽及び閉じ

込め機能の安全機能を確保する設計

とする。□4 ,□5 ,□6  

再処理施設の混合酸化物貯蔵容器

及び粉末缶は，再処理施設と共用す

る。共用する混合酸化物貯蔵容器及

び粉末缶は，共用によってＭＯＸ燃

料加工施設の安全性を損なわない設

計とする。④-1 

適合のための設計方針 

第一号について 

ウラン貯蔵設備及び燃料集合体貯

蔵設備の貯蔵容量は，原料ウラン粉

末及び燃料集合体それぞれの輸送を

考慮し，ＭＯＸ燃料加工施設の年間

最大処理能力130ｔ・ＨＭに対し，

必要な容量を有する設計とする。ま

た，各工程間の一時保管設備及び貯

蔵設備は，次工程への払出しまでに

必要な検査等を考慮し，円滑な運転

ができる容量を有する設計とする。 

③-2

第二号について 

燃料集合体貯蔵設備等は，建屋排

気設備等で換気することにより適切

に冷却する設計とする。◇1  

（参考） 

（加工施設の技術基準規則第十七条では
燃料取扱設備に関する要求がなく，第
17 条搬送設備にて落下防止等の要求を
整理することから省略） 

新燃料貯蔵庫は，通常時の燃料取替を考

慮し，適切な貯蔵能力を有し，全炉心燃

料の約 30 ％を収納できる設計とする。 

使用済燃料プールは，約 290 ％炉心分

の燃料の貯蔵が可能であり，さらに放射

化された機器等の貯蔵及び取扱いができ

るスペースを確保した設計とする。な

お，通常運転中，全炉心の燃料体等を貯

蔵できる容量を確保できる設計とする。 

使用済燃料乾式貯蔵設備は，使用済燃料

を全炉心燃料の約 190 ％相当分貯蔵で

きる容量を有する設計とする。 

④-1（P5 へ）

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の貯蔵容量は炉内設計の情報を

基に設定されているが、MOX 燃料加工

施設は最大処理能力又は生産時に必要

な量を基に設定されているため。 

【⑪P1 から】

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の貯蔵容量

は炉内設計の情報

を基に設定されて

いるため。 

【「等」の解説】 

「検査等」の指す内容は前工程

との取り合い，後工程で実施す

る検査までの期間等であり，詳

細は添付書類に示すため当該箇

所では許可の記載を用いた。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（3 / 25） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

貯蔵施設は，貯蔵容器一時保管設

備，原料 MOX 粉末缶一時保管設備，ウ

ラン貯蔵設備，ウラン貯蔵エリア，粉

末一時保管設備，ペレット一時保管設

備，スクラップ貯蔵設備，製品ペレッ

ト貯蔵設備，燃料棒貯蔵設備，燃料集

合体貯蔵設備，ウラン輸送容器一時保

管エリア，燃料棒受入一時保管エリア

及び燃料集合体輸送容器一時保管エリ

アで構成する。⑤-1

ニ．核燃料物質の貯蔵施設

(イ) 概要

貯蔵施設は，原料粉末を受け入れ

てから成形，被覆，組立を経て燃料

集合体とするまでの各工程間の貯蔵

及び燃料集合体出荷までの貯蔵を行

う施設である。◇1  

なお，ウラン燃料棒は，外部より

受け入れ，貯蔵する。◇1  

貯蔵施設は，貯蔵容器一時保管設

備，原料ＭＯＸ粉末缶一時保管設

備，ウラン貯蔵設備，ウラン貯蔵エ

リア，粉末一時保管設備，ペレット

一時保管設備，スクラップ貯蔵設

備，製品ペレット貯蔵設備，燃料棒

貯蔵設備，燃料集合体貯蔵設備，ウ

ラン輸送容器一時保管エリア，燃料

棒受入一時保管エリア及び燃料集合

体輸送容器一時保管エリアで構成す

る。⑤-1 

また，グローブボックス負圧・温

度監視設備を設ける。◇8  

なお，再処理施設の粉末缶及び混

合酸化物貯蔵容器は，再処理施設と

共用する。◇1  

(ロ) 設計方針

(１) 臨界安全

貯蔵施設の臨界安全管理を要する

機器は，技術的にみて想定されるい

かなる場合でも，単一ユニットとし

て臨界を防止できる設計とする。 

◇4  

また，各単一ユニットは，適切に

配置することにより，複数ユニット

として臨界を防止できる設計とす

る。◇4  

(２) 落下防止等

貯蔵施設の搬送機器は，逸走防止

又は落下防止のための機構を設ける

設計とする。◇7  

(３) 閉じ込め

貯蔵容器一時保管設備は，ＭＯＸ

粉末充てん済みの粉末缶を混合酸化

物貯蔵容器に封入することにより，

閉じ込め機能を確保できる設計とす

る。◇5  

また，非密封のＭＯＸを取り扱う

貯蔵施設は，作業環境中にＭＯＸが

飛散又は漏えいすることのないよう

に，給排気口を除き密閉できるグロ

燃料体等を貯蔵する設備として、新燃料

貯蔵庫、使用済燃料プール及び使用済燃

料乾式貯蔵設備を設ける設計とする。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設と、

貯蔵する設備が異な

るため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と、貯蔵する

設備が異なるため。 
【①P1 から】
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別紙１① 
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ーブボックスに収納する設計とす

る。◇5  

(４) 火災及び爆発の防止 

貯蔵施設の設備は，可能な限り不

燃性材料又は難燃性材料を使用する

設計とする。◇6  

(５) 崩壊熱除去 

貯蔵施設は，建屋排気設備等で換

気することにより適切に冷却する。 

◇1  

(６) 貯蔵容量 

貯蔵施設は，必要な容量を有する

設計とする。◇1  

(７) 共用 

再処理施設の粉末缶及び混合酸化

物貯蔵容器は，共用によってＭＯＸ

燃料加工施設の安全性を損なわない

設計とする。◇1  

 

(ハ) 主要設備の仕様 

核燃料物質の貯蔵施設の主要設備

の仕様を(ヘ)に示す。◇2  

 

(ニ) 系統構成及び主要設備 

貯蔵容器一時保管設備の最大貯蔵

能力は 1.2t･ＨＭ，原料ＭＯＸ粉末

缶一時保管設備の最大貯蔵能力は

0.3t･ＨＭ，ウラン貯蔵設備の最大

貯蔵能力は 60t･ＨＭ，ウラン貯蔵

エリアの最大貯蔵能力は 20t･Ｈ

Ｍ，粉末一時保管設備の最大貯蔵能

力は 6.1t･ＨＭ，ペレット一時保管

設備の最大貯蔵能力は 1.7t･ＨＭ，

スクラップ貯蔵設備の最大貯蔵能力

は 10t･ＨＭ，製品ペレット貯蔵設

備の最大貯蔵能力は 6.3t･ＨＭ，燃

料棒貯蔵設備の最大貯蔵能力は

60t･ＨＭ，燃料集合体貯蔵設備の最

大貯蔵能力は 170t･ＨＭ，ウラン輸

送容器一時保管エリアの最大貯蔵能

力は 80t･ＨＭ，燃料棒受入一時保

管エリアの最大貯蔵能力は 15t･Ｈ

Ｍ及び燃料集合体輸送容器一時保管

エリアの最大貯蔵能力は 65t･ＨＭ

である。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（5 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)貯蔵容器一時保管設備 

貯蔵容器一時保管設備は，再処理施

設から受け入れた混合酸化物貯蔵容器

及び再処理施設へ返却する混合酸化物

貯蔵容器(再処理施設と共用(以下同

じ。))並びに混合酸化物貯蔵容器に収

納された容器（粉末缶）(再処理施設

と共用(以下同じ。))を保管する設計

とする。 

貯蔵容器一時保管設備は，一時保管

ピットで構成する。また，一時保管ピ

ットは，混合酸化物貯蔵容器及び容器

(粉末缶)を保管するために必要な数の

ピットを設ける設計とする。⑤-2 

混合酸化物貯蔵容器及び容器（粉末

缶）は，再処理施設と共用する。共用

する混合酸化物貯蔵容器及び容器（粉

末缶）は，共用によって仕様（種類，

容量及び主要材料），遮蔽設計，閉じ

込め機能及び臨界安全の方法に変更は

ないため，共用によって MOX 燃料加工

施設の安全性を損なわない設計とす

る。④-1,2 

 

 

 

 

(２)原料 MOX 粉末缶一時保管設備 

原料 MOX 粉末缶一時保管設備は，原

料 MOX 粉末を収納した容器（粉末缶）

を次工程へ払い出すまで保管する設計

とする。 

原料 MOX 粉末缶一時保管設備は，原

料 MOX 粉末缶一時保管装置グローブボ

ックス，ピットを有した原料 MOX 粉末

缶一時保管装置及び原料 MOX 粉末缶一

時保管搬送装置で構成する。また，原

料 MOX 粉末缶一時保管装置は，容器

（粉末缶）を保管するために，必要な

数のピットを設ける設計とする。⑤-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 貯蔵容器一時保管設備 ⑤-2 

ａ．一時保管ピット ⑤-2 

(ａ) 設置場所 

貯蔵容器一時保管室□3  

(ｂ) 個数 

１台□3  

(ｃ) 貯蔵容量 

32 ピット (注１)□3  

(注１) １ピット当たり混合酸

化物貯蔵容器１体 

ｂ．混合酸化物貯蔵容器（再処理施設

と共用） ⑤-2 

(ａ) 個数 

１式□3  

(ｂ) 主要な構成材 

ステンレス鋼□3  

(ｃ) 容量 

粉末缶３缶／貯蔵容器□3  

ｃ．容器（粉末缶）（再処理施設と共

用） ⑤-2 

(ａ) 個数 

１式□3  

 

 

 

② 原料ＭＯＸ粉末缶一時保管設備 

  ⑤-3 

ａ．原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置グ

ローブボックス ⑤-3 

(ａ) 設置場所 

粉末調整第１室□3  

(ｂ) 個数 

１基□3  

(ｃ) 主要な構成材□3  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気□3  

ｂ．原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置 

⑤-3 

(ａ) 設置場所 

粉末調整第１室□3  

(ｂ) 個数 

１台□3  

(ｃ) 貯蔵容量 

24 ピット□3  

(１) 貯蔵容器一時保管設備 

貯蔵容器一時保管設備は，再処理

施設から受け入れた混合酸化物貯蔵

容器及び再処理施設へ返却する混合

酸化物貯蔵容器を保管する。⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 原料ＭＯＸ粉末缶一時保管設備 

原料ＭＯＸ粉末缶一時保管設備

は，原料ＭＯＸ粉末（プルトニウム

富化度：60％以下）【◇4 】を収納し

た粉末缶を次工程へ払い出すまで保

管する。⑤-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-1（P2 から） 

④-2（P15 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では、各貯蔵施設の

構成機器を記載していない

が、MOX 燃料加工施設で

は、許可整合性の観点から

記載する。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
【③P16，17 から】 

【②P16 から】 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

核燃料物質を保管する

ための具体な設計につ

いて明記した。 

【許可からの変更点】 

核燃料物質を保管するための具体な

設計について明記した。 

【許可からの変更点】 

貯蔵施設で保管する容器を

許可から展開し，明確化し

た。 
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(３)ウラン貯蔵設備 

ウラン貯蔵設備は，原料ウラン粉末

又は粉末混合のための未使用のウラン

合金ボールを収納した容器（ウラン粉

末缶）を次工程へ払い出すまで貯蔵す

る設計とする。また，試験に用いたウ

ランを収納した容器（ウラン粉末缶）

を貯蔵する設計とする。なお，容器

（ウラン粉末缶）は収納パレットに積

載し，収納パレットは 676 基設ける設

計とする。 

ウラン貯蔵設備は，ウラン貯蔵棚，

ウラン粉末缶貯蔵容器及びウラン粉末

缶入出庫装置で構成する。また，ウラ

ン貯蔵棚は，容器（ウラン粉末缶）及

び収納パレットを貯蔵するために，必

要な数の棚を設ける設計とする。 

ウラン貯蔵設備のうち，ウラン粉末

缶入出庫装置は 2台設置する設計とす

る。なお，ウラン粉末缶貯蔵容器は容

器（ウラン粉末缶）を収納しウラン貯

蔵エリアで取り扱う設計とする。ま

た，ウラン粉末缶貯蔵容器の基数は最

大 128 基設ける設計とし，これを超え

ないことを保安規定に定めて，管理す

る。⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ) 主要な構成材 

ステンレス鋼□3  

ｃ．原料ＭＯＸ粉末缶一時保管搬送装

置 ⑤-3 

(ａ) 設置場所 

粉末調整第１室□3  

(ｂ) 個数 

１台□3  

 

 

 

 

 

③ ウラン貯蔵設備 ⑤-4 

ａ．ウラン貯蔵棚 ⑤-4 

(ａ) 設置場所 

ウラン貯蔵室□3  

(ｂ) 個数 

２台□3  

(ｃ) 貯蔵容量 

676 棚（2704 缶）□3  

ｂ．ウラン粉末缶貯蔵容器 ⑤-4 

(ａ) 設置場所 

燃料集合体組立クレーン室□10 

(ｂ) 個数 

最大 128 基⑤-4 

ｃ．ウラン粉末缶入出庫装置 ⑤-4 

(ａ) 設置場所 

ウラン貯蔵室□10 

(ｂ) 個数 

２台⑤-4 

ｄ．収納パレット ⑤-4 

(ａ) 設置場所 

ウラン貯蔵室□10 

(ｂ) 個数 

676 基 ⑤-4 

ｅ．容器（ウラン粉末缶）⑤-4 

(ａ) 個数 

１式⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) ウラン貯蔵設備 

ウラン貯蔵設備は，原料ウラン粉

末又は粉末混合のための未使用のウ

ラン合金ボールを次工程へ払い出す

まで保管する。また，試験に用いた

ウランを貯蔵する。⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-4（P25 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

基本設計方針対象設備

の個数については、許

可本文の記載を踏まえ

基本設計方針にて記載

する。 

【③P16，17 から】 

【④P17 から】 

【許可からの変更点】 

ウラン粉末缶貯蔵容器

の個数について、「最

大 128 基」を超えない

ことを運用として明確

化した。 

【許可からの変更点】 

核燃料物質を貯蔵するた

めの具体な設計について

明記した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

貯蔵施設で貯蔵する容

器を許可から展開し，

明確化した。 

11



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（7 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)粉末一時保管設備 

粉末一時保管設備は，原料ウラン粉

末，予備混合した粉末，一次混合した

粉末，二次混合した粉末，均一化混合

した粉末，造粒した粉末，添加剤混合

した粉末又は回収粉末を次工程へ払い

出すまで容器（Ｊ60，Ｊ85 又はＵ

85）に収納し保管する設計とする。ま

た，スクラップを収納したＣＳ・ＲＳ

保管ポット，ＣＳ・ＲＳ回収ポット又

は先行試験ポットを５缶バスケット又

は１缶バスケットに積載し保管する設

計とする。 

粉末一時保管設備は，粉末一時保管

装置グローブボックス，ピットを有し

た粉末一時保管装置及び粉末一時保管

搬送装置で構成する。また，粉末一時

保管装置は，容器（Ｊ60，Ｊ85，Ｕ

85，５缶バスケット，１缶バスケッ

ト，ＣＳ・ＲＳ保管ポット，ＣＳ・Ｒ

Ｓ回収ポット及び先行試験ポット）を

保管するために，必要な数のピットを

設ける設計とする。⑤-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 粉末一時保管設備 ⑤-5 

ａ．粉末一時保管装置グローブボック

ス ⑤-5 

(ａ) 設置場所 

粉末一時保管室，点検第１室及

び点検第２室□3  

(ｂ) 個数 

６基□3  

(ｃ) 主要な構成材□3  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気□3  

ｂ．粉末一時保管装置 ⑤-5 

(ａ) 設置場所 

粉末一時保管室，点検第１室及

び点検第２室□3  

(ｂ) 個数 

12 台□3  

(ｃ) 貯蔵容量 

94 ピット□3  

(ｄ) 主要な構成材 

ステンレス鋼及び鋼材□3  

ｃ．粉末一時保管搬送装置 ⑤-5 

(ａ) 設置場所 

粉末一時保管室，点検第１室及

び点検第２室□3  

(ｂ) 個数 

４台□3  

ｄ．容器（Ｊ60，Ｊ85，Ｕ85，５缶バ

スケット，１缶バスケット，ＣＳ・

ＲＳ保管ポット，ＣＳ・ＲＳ回収ポ

ット及び先行試験ポット） ⑤-5 

(ａ) 個数 

１式 ⑤-5 

 

 

 

 

(４) 粉末一時保管設備 

粉末一時保管設備は，原料ウラン

粉末，予備混合した粉末，一次混合

した粉末，二次混合した粉末，均一

化混合した粉末，造粒した粉末，添

加剤混合した粉末又は回収粉末を次

工程へ払い出すまで容器（Ｊ60，Ｊ

85 又はＵ85）に収納し保管する。

また，スクラップを収納したＣＳ・

ＲＳ保管ポットを５缶バスケット又

は１缶バスケットに積載し保管す

る。⑤-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑤P17，18 から】 

【許可からの変更点】 

核燃料物質を保管するため

の具体な設計について明記

した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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(５)ペレット一時保管設備 

ペレット一時保管設備は，グリーン

ペレット，焼結したペレット，ＣＳペ

レット又は規格外ペレットを収納した

容器（焼結ボート，先行試験焼結ボー

ト，スクラップ焼結ボート又は規格外

ペレット保管容器）を次工程へ払い出

すまで保管する設計とする。また，容

器（焼結ボート，先行試験焼結ボー

ト，スクラップ焼結ボート又は規格外

ペレット保管容器）は収納パレットに

積載し貯蔵する設計とする。 

ペレット一時保管設備は，ペレット

一時保管棚グローブボックス，ペレッ

ト一時保管棚，焼結ボート入出庫装

置，焼結ボート受渡装置グローブボッ

クス及び焼結ボート受渡装置で構成す

る。また，ペレット一時保管棚は，容

器（焼結ボート，先行試験焼結ボー

ト，スクラップ焼結ボート及び規格外

ペレット保管容器）及び収納パレット

を保管するために，必要な数の棚を設

ける設計とする。⑤-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ペレット一時保管設備 ⑤-6 

ａ．ペレット一時保管棚グローブボッ

クス ⑤-6 

(ａ) 設置場所 

ペレット一時保管室□3  

(ｂ) 個数 

３基□3  

(ｃ) 主要な構成材□3  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気□3  

ｂ．ペレット一時保管棚 ⑤-6 

(ａ) 設置場所 

ペレット一時保管室□3  

(ｂ) 個数 

３台□3  

(ｃ) 貯蔵容量 

192 棚□3  

(ｄ) 主要な構成材 

ステンレス鋼□3  

ｃ．焼結ボート入出庫装置 ⑤-6 

(ａ) 設置場所 

ペレット一時保管室，ペレット

加工第１室及びペレット加工第４

室□3  

(ｂ) 個数 

２台□3  

ｄ．焼結ボート受渡装置グローブボッ

クス ⑤-6 

(ａ) 設置場所 

ペレット一時保管室，ペレット

加工第１室及びペレット加工第４

室□3  

(ｂ) 個数 

４基□3  

(ｃ) 主要な構成材□3  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気□3  

ｅ．焼結ボート受渡装置 ⑤-6 

(ａ) 設置場所 

ペレット一時保管室，ペレット

加工第１室及びペレット加工第４

室□3  

(５) ペレット一時保管設備 

ペレット一時保管設備は，グリー

ンペレット，焼結したペレット，Ｃ

Ｓペレット又は規格外ペレットを次

工程へ払い出すまで保管する。 

⑤-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑥P18，19 から】 

【許可からの変更点】 

核燃料物質を保管するた

めの具体な設計について

明記した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

貯蔵施設で保管する容器

を許可から展開し，明確

化した。 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（9 / 25） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

(６)スクラップ貯蔵設備

スクラップ貯蔵設備は，ＣＳ粉末若

しくはＣＳペレット又はＲＳ粉末若し

くはＲＳペレットを収納した容器（Ｃ

Ｓ・ＲＳ保管ポット）を９缶バスケッ

トに積載し貯蔵する設計とする。ま

た，規格外ペレットを収納した規格外

ペレット保管容器を貯蔵する設計とす

る。さらに，試験に用いたウランを収

納した容器（ＣＳ・ＲＳ保管ポット）

を９缶バスケットに積載し貯蔵する設

計とする。 

容器（ペレット保管容器，９缶バス

ケット，規格外ペレット保管容器）

は，収納パレットに積載し貯蔵する設

計とする。 

スクラップ貯蔵設備は，スクラップ

貯蔵棚グローブボックス，スクラップ

貯蔵棚，スクラップ保管容器入出庫装

置，スクラップ保管容器受渡装置グロ

ーブボックス及びスクラップ保管容器

受渡装置で構成する。また，スクラッ

プ貯蔵棚は，容器（ペレット保管容

器，９缶バスケット，規格外ペレット

保管容器及びＣＳ・ＲＳ保管ポット）

及び収納パレットを貯蔵するために，

必要な数の棚を設ける設計とする。⑤

-7 

(ｂ) 個数 

８台□3  

(ｃ) 主要な構成材 

鋼材□3  

ｆ．収納パレット ⑤-6 

(ａ) 設置場所 

ペレット一時保管室□10 

(ｂ) 個数 

収納パレット－１ 188 基□3  

収納パレット－２ ４基□3  

ｇ．容器（焼結ボート，先行試験焼結

ボート，スクラップ焼結ボート及び

規格外ペレット保管容器） ⑤-6 

(ａ) 個数 

１式□3  

 

 

 

 

⑥ スクラップ貯蔵設備 ⑤-7

ａ．スクラップ貯蔵棚グローブボック

ス ⑤-7

(ａ) 設置場所 

ペレット・スクラップ貯蔵室□3  

(ｂ) 個数 

５基□3  

(ｃ) 主要な構成材□3  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気□3  

ｂ．スクラップ貯蔵棚 ⑤-7 

(ａ) 設置場所 

ペレット・スクラップ貯蔵室□3  

(ｂ) 個数 

５台□3  

(ｃ) 貯蔵容量 

210 棚□3  

(ｄ) 主要な構成材 

ステンレス鋼□3

ｃ．スクラップ保管容器入出庫装置 

⑤-7

(ａ) 設置場所 

ペレット・スクラップ貯蔵室，

点検第３室及び点検第４室□3  

(ｂ) 個数 

１台□3  

(６) スクラップ貯蔵設備

スクラップ貯蔵設備は，９缶バス

ケットに収納されたＣＳ粉末若しく

はＣＳペレット又はＲＳ粉末若しく

はＲＳペレットを貯蔵する。また，

規格外ペレットを規格外ペレット保

管容器に収納し貯蔵する。さらに，

試験に用いたウランを貯蔵する。 

⑤-7
【⑦P19，20 から】 

【⑥P18，19 から】 

【許可からの変更点】 

核燃料物質を貯蔵するた

めの具体な設計について

明記した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

貯蔵設備で保管する容器

を許可から展開し，明確

化した。 
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(７)製品ペレット貯蔵設備 

製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレ

ット，規格外ペレット又はペレット保

存試料を貯蔵する設計とする。それぞ

れのペレットは，ペレット保管容器又

はペレット保存試料保管容器に収納し

貯蔵する。また，容器（ペレット保管

容器及びペレット保存試料保管容器）

は，収納パレットに収納し貯蔵する設

計とする。 

製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレ

ット貯蔵棚グローブボックス，製品ペ

レット貯蔵棚，ペレット保管容器入出

庫装置，ペレット保管容器受渡装置グ

ローブボックス，ペレット保管容器受

渡装置で構成する。また，製品ペレッ

ト貯蔵棚は，容器（ペレット保管容器

及びペレット保存試料保管容器）及び

収納パレットを貯蔵するために，必要

な数の棚を設ける設計とする。⑤-8 

 

ｄ．スクラップ保管容器受渡装置グロ

ーブボックス ⑤-7 

(ａ) 設置場所 

点検第３室及び点検第４室□3  

(ｂ) 個数 

２基□3  

(ｃ) 主要な構成材□3  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気□3  

ｅ．スクラップ保管容器受渡装置 

⑤-7 

(ａ) 設置場所 

点検第３室及び点検第４室□3  

(ｂ) 個数 

２台□3  

(ｃ) 主要な構成材 

鋼材及びステンレス鋼□3  

ｆ．収納パレット ⑤-7 

(ａ) 設置場所□10 

ペレット・スクラップ貯蔵室 

(ｂ) 個数 

210 基□3  

ｇ．容器（ペレット保管容器，９缶バ

スケット，規格外ペレット保管容器

及びＣＳ・ＲＳ保管ポット） 

⑤-7 

(ａ) 個数 

１式□3  

 

 

 

 

 

 

⑦ 製品ペレット貯蔵設備 ⑤-8 

ａ．製品ペレット貯蔵棚グローブボッ

クス ⑤-8 

(ａ) 設置場所□3  

ペレット・スクラップ貯蔵室 

(ｂ) 個数 

５基□3  

(ｃ) 主要な構成材□3  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気□3  

ｂ．製品ペレット貯蔵棚 ⑤-8 

(ａ) 設置場所□3  

ペレット・スクラップ貯蔵室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 製品ペレット貯蔵設備 

製品ペレット貯蔵設備は，製品ペ

レット，規格外ペレット又はペレッ

ト保存試料を貯蔵する。それぞれの

ペレットは，ペレット保管容器又は

ペレット保存試料保管容器に収納し

貯蔵する。⑤-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑧P20，21 から】 

【⑦P19，20 から】 

【許可からの変更点】 

核燃料物質を貯蔵するため

の具体な設計について明記

した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

貯蔵施設で保管する容器を

許可から展開し，明確化し

た。 
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(ｂ) 個数 

５台□3  

(ｃ) 貯蔵容量 

350 棚□3  

(ｄ) 主要な構成材 

ステンレス鋼□3

ｃ．ペレット保管容器入出庫装置 

⑤-8

(ａ) 設置場所□3  

ペレット・スクラップ貯蔵室，

点検第３室及び点検第４室 

(ｂ) 個数 

１台□3  

ｄ．ペレット保管容器受渡装置グロー

ブボックス ⑤-8 

(ａ) 設置場所 

点検第３室及び点検第４室□3  

(ｂ) 個数 

２基□3  

(ｃ) 主要な構成材□3  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気□3  

ｅ．ペレット保管容器受渡装置 

⑤-8

(ａ) 設置場所 

点検第３室及び点検第４室□3  

(ｂ) 個数 

２台□3  

(ｃ) 主要な構成材 

鋼材及びステンレス鋼□3  

ｆ．収納パレット ⑤-8 

(ａ) 設置場所□10 

ペレット・スクラップ貯蔵室 

(ｂ) 個数 

350 基□3  

ｇ．容器（ペレット保管容器及びペレ

ット保存試料保管容器） ⑤-8 

(ａ) 個数 

１式□3  

【⑧P20，21 から】 
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(８)燃料棒貯蔵設備 

燃料棒貯蔵設備は，MOX 燃料棒，ウ

ラン燃料棒又は被覆管を貯蔵する設計

とする。また，MOX 燃料棒，ウラン燃

料棒及び被覆管は，貯蔵マガジンに収

納し貯蔵する。 

燃料棒貯蔵設備は，燃料棒貯蔵棚，

貯蔵マガジン入出庫装置及びウラン燃

料棒収容装置で構成する。また，燃料

棒貯蔵棚は，貯蔵マガジンを貯蔵する

ために，必要な数の棚を設ける設計と

する。⑤-9 

なお，ウラン燃料棒は外部より受け

入れ貯蔵する。⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(９)燃料集合体貯蔵設備 

燃料集合体貯蔵設備は，組立施設で

組み立て，検査後の燃料集合体を組立

施設の梱包出荷工程の梱包・出荷設備

に供給するまで貯蔵する設計とする。

燃料集合体は，燃料集合体貯蔵チャン

ネルに収納し貯蔵する。 

燃料集合体貯蔵設備は，燃料集合体

貯蔵チャンネルで構成する。また，燃

料集合体貯蔵チャンネルは，燃料集合

体を貯蔵するために，必要な数のチャ

ンネルを設ける設計とする。⑤-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 燃料棒貯蔵設備 ⑤-9 

ａ．燃料棒貯蔵棚 ⑤-9 

(ａ) 設置場所 

燃料棒貯蔵室□3  

(ｂ) 個数 

２台□3  

(ｃ) 貯蔵容量 

72 棚□3  

ｂ．貯蔵マガジン入出庫装置 

⑤-9 

(ａ) 設置場所 

燃料棒貯蔵室□3  

(ｂ) 個数 

１台□3  

ｃ．ウラン燃料棒収容装置 ⑤-9 

(ａ) 設置場所 

燃料棒受入室□3  

(ｂ) 個数 

１台□3  

 

 

 

 

 

 

⑨ 燃料集合体貯蔵設備 ⑤-10 

ａ．燃料集合体貯蔵チャンネル 

⑤-10 

(ａ) 設置場所 

燃料集合体貯蔵室□3  

(ｂ) 個数 

220 チャンネル(注１)□3  

(注１) １チャンネル当たりＢ

ＷＲ燃料集合体４体，

ＰＷＲ燃料集合体１体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(８) 燃料棒貯蔵設備 

燃料棒貯蔵設備は，ＭＯＸ燃料

棒，ウラン燃料棒又は被覆管を貯蔵

する。ＭＯＸ燃料棒，ウラン燃料棒

及び被覆管は，貯蔵マガジンに収納

し，保管する。⑤-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(９) 燃料集合体貯蔵設備 

燃料集合体貯蔵設備は，組立施設

で組み立て，検査後の燃料集合体を

組立施設の梱包出荷工程の梱包・出

荷設備に供給するまで貯蔵する。燃

料集合体は，燃料集合体貯蔵チャン

ネルに収納して貯蔵する。⑤-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-9（P25 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥（P1 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-10（P25 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑨P21，22 から】 

【⑩P22 から】 

【許可からの変更点】 

核燃料物質を貯蔵するため

の具体な設計について明記

した。 

【許可からの変更点】 

核燃料物質を貯蔵するため

の具体な設計について明記

した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（13 / 25） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

(10)ウラン貯蔵エリア

ウラン貯蔵エリアは，原料ウラン粉

末，ウラン合金ボール又は試験に用い

たウランをウラン粉末缶に収納し，そ

のウラン粉末缶をウラン粉末缶貯蔵容

器に収納した状態で貯蔵するために，

必要な空間を有する設計とする。 

⑤-11

(11)ウラン輸送容器一時保管エリア

ウラン輸送容器一時保管エリアは，

原料ウラン粉末又はウラン合金ボール

をウラン粉末缶に収納し，そのウラン

粉末缶をウラン粉末缶輸送容器に収納

した状態で保管するために，必要な空

間を有する設計とする。 

⑤-12

(12)燃料棒受入一時保管エリア

燃料棒受入一時保管エリアは，ウラ

ン燃料棒をウラン燃料棒用輸送容器の

内容器に収納し，その内容器をウラン

燃料棒用輸送容器に収納した状態で保

管するために，必要な空間を有する設

計とする。⑤-13

(13)燃料集合体輸送容器一時保管エリア

燃料集合体輸送容器一時保管エリア

は，燃料集合体を燃料集合体用輸送容

器に収納した状態で保管するために，

必要な空間を有する設計とする。 

⑤-14

(10) グローブボックス負圧・温度監視

設備

グローブボックス負圧・温度監視

設備は，安全上重要な施設以外のグ

ローブボックス内及びオープンポー

トボックス内の火災を感知し警報を

発する設計とする。また，安全上重

要な施設以外のグローブボックス内

の消火のため，消火設備のグローブ

ボックス消火装置に信号を発する設

計とする。◇8

また，グローブボックスの負圧を

検知し，グローブボックスの負圧に

異常がある場合に警報を発する設計

とする。◇8  

(11) ウラン貯蔵エリア

ウラン貯蔵エリアでは，原料ウラ

ン粉末，ウラン合金ボール又は試験

に用いたウランをウラン粉末缶に収

納し，そのウラン粉末缶をウラン粉

末缶貯蔵容器に収納した状態で貯蔵

する。⑤-11 

(12) ウラン輸送容器一時保管エリア

ウラン輸送容器一時保管エリアで

は，原料ウラン粉末又はウラン合金

ボールをウラン粉末缶に収納し，そ

のウラン粉末缶をウラン粉末缶輸送

容器に収納した状態で保管する。 

⑤-12

(13) 燃料棒受入一時保管エリア

燃料棒受入一時保管エリアでは，

ウラン燃料棒をウラン燃料棒用輸送

容器の内容器に収納し，その内容器

をウラン燃料棒用輸送容器に収納し

た状態で保管する。⑤-13 

(14) 燃料集合体輸送容器一時保管エリ

ア 

燃料集合体輸送容器一時保管エリ

アでは，燃料集合体を燃料集合体用

輸送容器に収納した状態で保管す

る。⑤-14

⑤-11（P25 から）

⑤-12（P25 から）

⑤-13（P25 から）

⑤-14（P25 から）

【許可からの変更点】 

核燃料物質を一時保管する

ための具体な設計について

明記した。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（14 / 25） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
(ホ) 評価

(１) 臨界安全

貯蔵施設の臨界安全管理を要する

機器は，技術的にみて想定されるい

かなる場合でも，添５第５表に示す

取扱単位又は形態，管理方法及び核

的制限値により，単一ユニットとし

て臨界を防止できる。◇4  

また，各単一ユニットは，適切に

配置する設計とするので，複数ユニ

ットとして臨界を防止できる。◇4  

(２) 落下防止等

貯蔵施設の搬送機器は，逸走を防

止する機構を設けることなどにより

逸走防止又は落下防止ができる。 

◇7  

(３) 閉じ込め

貯蔵容器一時保管設備は，ＭＯＸ

粉末を混合酸化物貯蔵容器に封入す

る設計とするので，閉じ込め機能を

確保できる。◇5  

また，非密封のＭＯＸを取り扱う

貯蔵施設は，給排気口を除き密閉で

きるグローブボックスに収納する設

計とするので，閉じ込め機能を確保

できる。◇5  

(４) 火災及び爆発の防止

貯蔵施設の設備は，可能な限り不

燃性材料又は難燃性材料を使用する

設計とすることで，火災を防止でき

る。◇6  

(５) 崩壊熱除去

貯蔵施設は，建屋排気設備等で換

気することにより適切に冷却する設

計とするため，崩壊熱を除去でき

る。◇3  

(６) 貯蔵容量

貯蔵容器一時保管設備は 1.2t･Ｈ

Ｍ，原料ＭＯＸ粉末缶一時保管設備

は 0.3t･ＨＭ，ウラン貯蔵設備は

60t･ＨＭ，ウラン貯蔵エリアは

20t･ＨＭ，粉末一時保管設備は

6.1t･ＨＭ，ペレット一時保管設備

は 1.7t･ＨＭ，スクラップ貯蔵設備

は 10t･ＨＭ，製品ペレット貯蔵設

備は 6.3t･ＨＭ，燃料棒貯蔵設備は

60t･ＨＭ，燃料集合体貯蔵設備は

170t･ＨＭ，ウラン輸送容器一時保

管エリアは 80t･ＨＭ，燃料棒受入

一時保管エリアは 15t･ＨＭ及び燃

料集合体輸送容器一時保管エリアは

19



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（15 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十七条 核燃料物質を貯蔵

する設備には、必要に応じて

核燃料物質の崩壊熱を安全に

除去できる設備が設けられて

いなければならない。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 貯蔵施設における崩壊熱除去の設計 

燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設は，

建屋排気設備又はグローブボックス排気

設備で換気することにより崩壊熱を適切

に除去する設計とする。 

また，建屋排気設備及びグローブボッ

クス排気設備は，燃料集合体貯蔵設備等

の貯蔵施設の崩壊熱除去に必要な換気風

量を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，燃料集合体貯蔵設備等は，建

屋排気設備等で換気することにより適

切に冷却する。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65t･ＨＭ貯蔵できる。◇2  

(７) 共用 

再処理施設の粉末缶及び混合酸化

物貯蔵容器は，共用によって仕様

（種類，容量及び主要材料），遮蔽

設計、閉じ込め機能及び臨界安全の

方法に変更はないため，共用によっ

てＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損

なわない。④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料乾式貯蔵設備は、自然冷却に

よって使用済燃料からの崩壊熱を外部に

放出できる構造とし、適切に熱を除去で

きる設計とする。 

 

 

④-2（P5 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設の貯蔵施設の設備

及び冷却方法と発電炉の貯蔵施設の

設備及び冷却方法が異なるため。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の記載に合わ

せ記載を適正化。 

【許可からの変更点】 

「建屋排気設備等」について対象

を明確にした。 

【「等」の解説】 

「燃料集合体貯蔵設備等」の指

す内容は貯蔵施設の一例を示し

たものであり、詳細は貯蔵設備

の添付書類で説明するため当該

箇所では許可の記載を用いた。

（以下，同様） 

【許可からの変更点】 

貯蔵施設に設置する排気設

備が崩壊熱除去に必要な風

量を有する設計であること

を明確にした。 

【⑬P1 から】 
【⑫P1 から】 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の貯蔵施設の

設備及び冷却方法が

MOX 燃料加工施設の

設備および冷却方法

と異なるため。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（16 / 25） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
(ロ) 主要な設備及び機器の種類及び個

数

(１) 貯蔵施設

① 貯蔵容器一時保管設備 ⑤-2

ａ．一時保管ピット ⑤-2

(ａ) 設置場所 

貯蔵容器一時保管室□3  

(ｂ) 個数 

１台□3  

(ｃ) 貯蔵容量 

32 ピット(注１) □3  

(注１) １ピット当たり混合酸

化物貯蔵容器１体 

ｂ．混合酸化物貯蔵容器（再処理施設

と共用） ⑤-2 

(ａ) 個数 

１式□3  

(ｂ) 主要な構成材 

ステンレス鋼□3

(ｃ) 容量 

粉末缶３缶／貯蔵容器□3  

ｃ．容器（粉末缶）（再処理施設と共

用） ⑤-2 

(ａ) 個数 

１式□3  

② 原料ＭＯＸ粉末缶一時保管設備

  ⑤-3 

ａ．原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置グ

ローブボックス ⑤-3

(ａ) 設置場所 

粉末調整第１室□3  

(ｂ) 個数 

１基□3  

(ｃ) 主要な構成材□3  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気□3  

ｂ．原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置 

⑤-3

(ａ) 設置場所 

粉末調整第１室□3  

(ｂ) 個数 

１台□3  

(ｃ) 貯蔵容量 

24 ピット□3  

(ｄ) 主要な構成材 

ステンレス鋼□3

ｃ．原料ＭＯＸ粉末缶一時保管搬送装

置 ⑤-3

(ヘ) 核燃料物質の貯蔵施設の主要設備

の仕様

(１) 貯蔵容器一時保管設備◇1

① 一時保管ピット◇1

ａ．設置場所

貯蔵容器一時保管室◇2  

ｂ．個数 

１台◇2  

ｃ．貯蔵容量 

32 ピット(注１)◇2  

(注１) １ピット当たり混合酸

化物貯蔵容器１体 

② 混合酸化物貯蔵容器（再処理施設と

共用）◇1

ａ．個数

１式◇2  

ｂ．主要な構成材 

ステンレス鋼◇2

ｃ．容量 

粉末缶３缶／貯蔵容器◇2  

③ 容器（粉末缶）（再処理施設と共

用）◇1

ａ．個数

１式◇2  

(２) 原料ＭＯＸ粉末缶一時保管設備

◇1

① 原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置グロ

ーブボックス◇1

ａ．設置場所

粉末調整第１室◇2  

ｂ．個数 

１基◇2  

ｃ．主要な構成材◇2  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ｄ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気◇2  

② 原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置

◇1

ａ．設置場所 

粉末調整第１室◇2  

ｂ．個数 

１台◇2  

ｃ．貯蔵容量 

24 ピット◇2  

ｄ．主要な構成材 

ステンレス鋼◇2

③ 原料ＭＯＸ粉末缶一時保管搬送装置

◇1

【②P5 へ】 

【③P5，6 へ】 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（17 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
(ａ) 設置場所 

粉末調整第１室□3  

(ｂ) 個数 

１台□3  

③ ウラン貯蔵設備 ⑤-4 

ａ．ウラン貯蔵棚 ⑤-4 

(ａ) 設置場所 

ウラン貯蔵室□3  

(ｂ) 個数 

２台□3  

(ｃ) 貯蔵容量 

676 棚（2704 缶）□3  

ｂ．ウラン粉末缶貯蔵容器 ⑤-4 

(ａ) 設置場所 

燃料集合体組立クレーン室□10 

(ｂ) 個数 

最大 128 基 ⑤-4 

ｃ．ウラン粉末缶入出庫装置 ⑤-4 

(ａ) 設置場所 

ウラン貯蔵室□10 

(ｂ) 個数 

２台 ⑤-4 

ｄ．収納パレット ⑤-4 

(ａ) 設置場所 

ウラン貯蔵室□10 

(ｂ) 個数 

676 基 ⑤-4 

ｅ．容器（ウラン粉末缶） ⑤-4 

(ａ) 個数 

１式 ⑤-4 

④ 粉末一時保管設備 ⑤-5 

ａ．粉末一時保管装置グローブボック

ス ⑤-5 

(ａ) 設置場所 

粉末一時保管室，点検第１室及

び点検第２室□3  

(ｂ) 個数 

６基□3  

(ｃ) 主要な構成材□3  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気□3  

ｂ．粉末一時保管装置 ⑤-5 

(ａ) 設置場所 

粉末一時保管室，点検第１室及

び点検第２室□3  

(ｂ) 個数 

12 台□3  

(ｃ) 貯蔵容量 

94 ピット□3  

ａ．設置場所 

粉末調整第１室◇2  

ｂ．個数 

１台◇2  

(３) ウラン貯蔵設備◇1  

① ウラン貯蔵棚◇1  

ａ．設置場所 

ウラン貯蔵室◇2  

ｂ．個数 

２台◇2  

ｃ．貯蔵容量 

676 棚（2704 缶）◇2  

② ウラン粉末缶貯蔵容器◇1  

ａ．設置場所 

燃料集合体組立クレーン室◇9  

ｂ．個数 

最大 128 基◇1  

③ ウラン粉末缶入出庫装置◇1  

ａ．設置場所 

ウラン貯蔵室◇9  

ｂ．個数 

２台◇2  

④ 収納パレット◇1  

ａ．設置場所 

ウラン貯蔵室◇9  

ｂ．個数 

676 基◇1  

⑤ 容器（ウラン粉末缶）◇1  

ａ．個数 

１式◇1  

(４) 粉末一時保管設備◇1  

① 粉末一時保管装置グローブボックス 

  ◇1  

ａ．設置場所 

粉末一時保管室，点検第１室及び

点検第２室◇2  

ｂ．個数 

６基◇2  

ｃ．主要な構成材◇2  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ｄ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気◇2  

② 粉末一時保管装置◇1  

ａ．設置場所 

粉末一時保管室，点検第１室及び

点検第２室◇2  

ｂ．個数 

12 台◇2  

ｃ．貯蔵容量 

94 ピット◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【③P5，6 へ】 

【④P6 へ】 

【⑤P7 へ】 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（18 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
(ｄ) 主要な構成材 

ステンレス鋼及び鋼材□3  

ｃ．粉末一時保管搬送装置 ⑤-5 

(ａ) 設置場所 

粉末一時保管室，点検第１室及

び点検第２室□3  

(ｂ) 個数 

４台□3  

ｄ．容器（Ｊ60，Ｊ85，Ｕ85，５缶バ

スケット，１缶バスケット，ＣＳ・

ＲＳ保管ポット，ＣＳ・ＲＳ回収ポ

ット及び先行試験ポット） ⑤-5 

(ａ) 個数 

１式 ⑤-5 

⑤ ペレット一時保管設備 ⑤-6 

ａ．ペレット一時保管棚グローブボッ

クス ⑤-6 

(ａ) 設置場所 

ペレット一時保管室□3  

(ｂ) 個数 

３基□3  

(ｃ) 主要な構成材□3  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気□3  

ｂ．ペレット一時保管棚 ⑤-6 

(ａ) 設置場所 

ペレット一時保管室□3  

(ｂ) 個数 

３台□3  

(ｃ) 貯蔵容量 

192 棚□3  

(ｄ) 主要な構成材 

ステンレス鋼□3  

ｃ．焼結ボート入出庫装置 ⑤-6 

(ａ) 設置場所 

ペレット一時保管室，ペレット

加工第１室及びペレット加工第４

室□3  

(ｂ) 個数 

２台□3  

ｄ．焼結ボート受渡装置グローブボッ

クス ⑤-6 

(ａ) 設置場所 

ペレット一時保管室，ペレット

加工第１室及びペレット加工第４

室□3  

(ｂ) 個数 

４基□3  

(ｃ) 主要な構成材□3  

ｄ．主要な構成材 

ステンレス鋼及び鋼材◇2  

③ 粉末一時保管搬送装置◇1  

ａ．設置場所 

粉末一時保管室，点検第１室及び

点検第２室◇2  

ｂ．個数 

４台◇2  

④ 容器（Ｊ60，Ｊ85，Ｕ85，５缶バス

ケット，１缶バスケット，ＣＳ・ＲＳ

保管ポット，ＣＳ・ＲＳ回収ポット及

び先行試験ポット）◇1  

ａ．個数 

１式◇1  

(５) ペレット一時保管設備◇1  

① ペレット一時保管棚グローブボック

ス◇1  

ａ．設置場所 

ペレット一時保管室◇2  

ｂ．個数 

３基◇2  

ｃ．主要な構成材◇2  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ｄ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気◇2  

② ペレット一時保管棚◇1  

ａ．設置場所 

ペレット一時保管室◇2  

ｂ．個数 

３台◇2  

ｃ．貯蔵容量 

192 棚◇2  

ｄ．主要な構成材 

ステンレス鋼◇2  

③ 焼結ボート入出庫装置◇1  

ａ．設置場所 

ペレット一時保管室，ペレット加

工第１室及びペレット加工第４室 

◇2  

ｂ．個数 

２台◇2  

④ 焼結ボート受渡装置グローブボック

ス◇1  

ａ．設置場所 

ペレット一時保管室，ペレット加

工第１室及びペレット加工第４室 

◇2  

ｂ．個数 

４基◇2  

ｃ．主要な構成材◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑤P7 へ】 

【⑥P8，9 へ】 

23



別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（19 / 25） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気□3  

ｅ．焼結ボート受渡装置 ⑤-6 

(ａ) 設置場所 

ペレット一時保管室，ペレット

加工第１室及びペレット加工第４

室□3  

(ｂ) 個数 

８台□3  

(ｃ) 主要な構成材 

鋼材□3  

ｆ．収納パレット ⑤-6 

(ａ) 設置場所□10 

ペレット一時保管室 

(ｂ) 個数 

収納パレット－１ 188 基□3  

収納パレット－２ ４基□3  

ｇ．容器（焼結ボート，先行試験焼結

ボート，スクラップ焼結ボート及び

規格外ペレット保管容器） ⑤-6 

(ａ) 個数 

１式□3  

⑥ スクラップ貯蔵設備 ⑤-7

ａ．スクラップ貯蔵棚グローブボック

ス ⑤-7

(ａ) 設置場所 

ペレット・スクラップ貯蔵室□3  

(ｂ) 個数 

５基□3  

(ｃ) 主要な構成材□3  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気□3  

ｂ．スクラップ貯蔵棚 ⑤-7 

(ａ) 設置場所 

ペレット・スクラップ貯蔵室□3  

(ｂ) 個数 

５台□3  

(ｃ) 貯蔵容量 

210 棚□3  

(ｄ) 主要な構成材 

ステンレス鋼□3

ｃ．スクラップ保管容器入出庫装置 

⑤-7

(ａ) 設置場所 

ペレット・スクラップ貯蔵室，

点検第３室及び点検第４室□3  

(ｂ) 個数 

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ｄ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気◇2  

⑤ 焼結ボート受渡装置◇1

ａ．設置場所

ペレット一時保管室，ペレット加

工第１室及びペレット加工第４室 

◇2  

ｂ．個数 

８台◇2  

ｃ．主要な構成材 

鋼材◇2  

⑥ 収納パレット◇1

ａ．設置場所

ペレット一時保管室◇9  

ｂ．個数 

収納パレット－１ 188 基◇2  

収納パレット－２ ４基◇2  

⑦ 容器（焼結ボート，先行試験焼結ボ

ート，スクラップ焼結ボート及び規格

外ペレット保管容器）◇1

ａ．個数

１式◇2  

(６) スクラップ貯蔵設備◇1

① スクラップ貯蔵棚グローブボックス

◇1

ａ．設置場所 

ペレット・スクラップ貯蔵室◇2  

ｂ．個数 

５基◇2  

ｃ．主要な構成材◇2  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ｄ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気◇2  

② スクラップ貯蔵棚◇1

ａ．設置場所

ペレット・スクラップ貯蔵室◇2  

ｂ．個数 

５台◇2  

ｃ．貯蔵容量 

210 棚◇2  

ｄ．主要な構成材 

ステンレス鋼◇2

③ スクラップ保管容器入出庫装置

◇1

ａ．設置場所 

ペレット・スクラップ貯蔵室，点

検第３室及び点検第４室◇2  

ｂ．個数 

【⑥P8，9 へ】 

【⑦P9，10 へ】 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（20 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
１台□3  

ｄ．スクラップ保管容器受渡装置グロ

ーブボックス ⑤-7 

(ａ) 設置場所 

点検第３室及び点検第４室□3  

(ｂ) 個数 

２基□3  

(ｃ) 主要な構成材□3  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気□3  

ｅ．スクラップ保管容器受渡装置 

⑤-7 

(ａ) 設置場所 

点検第３室及び点検第４室□3  

(ｂ) 個数 

２台□3  

(ｃ) 主要な構成材 

鋼材及びステンレス鋼□3  

ｆ．収納パレット ⑤-7 

(ａ) 設置場所□10 

ペレット・スクラップ貯蔵室 

(ｂ) 個数 

210 基□3  

ｇ．容器（ペレット保管容器，９缶バ

スケット，規格外ペレット保管容器

及びＣＳ・ＲＳ保管ポット） 

⑤-7 

(ａ) 個数 

１式□3  

⑦ 製品ペレット貯蔵設備 ⑤-8 

ａ．製品ペレット貯蔵棚グローブボッ

クス ⑤-8 

(ａ) 設置場所□3  

ペレット・スクラップ貯蔵室 

(ｂ) 個数 

５基□3  

(ｃ) 主要な構成材□3  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気□3  

ｂ．製品ペレット貯蔵棚 ⑤-8 

(ａ) 設置場所□3  

ペレット・スクラップ貯蔵室 

(ｂ) 個数 

５台□3  

(ｃ) 貯蔵容量 

350 棚□3  

(ｄ) 主要な構成材 

１台◇2  

④ スクラップ保管容器受渡装置グロー

ブボックス◇1  

ａ．設置場所 

点検第３室及び点検第４室◇2  

ｂ．個数 

２基◇2  

ｃ．主要な構成材◇2  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ｄ．グローブボックス内雰囲気 

窒素雰囲気◇2  

⑤ スクラップ保管容器受渡装置◇1  

 

ａ．設置場所 

点検第３室及び点検第４室◇2  

ｂ．個数 

２台◇2  

ｃ．主要な構成材 

鋼材及びステンレス鋼◇2  

⑥ 収納パレット◇1  

ａ．設置場所 

ペレット・スクラップ貯蔵室◇9  

ｂ．個数 

210 基◇2  

⑦ 容器（ペレット保管容器，９缶バス

ケット，規格外ペレット保管容器及び

ＣＳ・ＲＳ保管ポット）◇1  

 

ａ．個数 

１式◇2  

(７) 製品ペレット貯蔵設備◇1  

① 製品ペレット貯蔵棚グローブボック

ス◇1  

ａ．設置場所 

ペレット・スクラップ貯蔵室◇2  

ｂ．個数 

５基◇2  

ｃ．主要な構成材◇2  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ｄ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気◇2  

② 製品ペレット貯蔵棚◇1  

ａ．設置場所 

ペレット・スクラップ貯蔵室◇2  

ｂ．個数 

５台◇2  

ｃ．貯蔵容量 

350 棚◇2  

ｄ．主要な構成材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑦P9，10 へ】 

【⑧P10，11 へ】 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（21 / 25） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ステンレス鋼□3

ｃ．ペレット保管容器入出庫装置 

⑤-8 

(ａ) 設置場所□3  

ペレット・スクラップ貯蔵室，

点検第３室及び点検第４室 

(ｂ) 個数 

１台□3  

ｄ．ペレット保管容器受渡装置グロー

ブボックス ⑤-8 

(ａ) 設置場所 

点検第３室及び点検第４室□3  

(ｂ) 個数 

２基□3  

(ｃ) 主要な構成材□3  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

(ｄ) グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気□3  

ｅ．ペレット保管容器受渡装置 

⑤-8

(ａ) 設置場所 

点検第３室及び点検第４室□3  

(ｂ) 個数 

２台□3  

(ｃ) 主要な構成材 

鋼材及びステンレス鋼□3  

ｆ．収納パレット ⑤-8 

(ａ) 設置場所□10 

ペレット・スクラップ貯蔵室 

(ｂ) 個数 

350 基□3  

ｇ．容器（ペレット保管容器及びペレ

ット保存試料保管容器） ⑤-8 

(ａ) 個数 

１式□3  

⑧ 燃料棒貯蔵設備 ⑤-9

ａ．燃料棒貯蔵棚 ⑤-9

(ａ) 設置場所 

燃料棒貯蔵室□3  

(ｂ) 個数 

２台□3  

(ｃ) 貯蔵容量 

72 棚□3  

ｂ．貯蔵マガジン入出庫装置 ⑤-9 

(ａ) 設置場所 

燃料棒貯蔵室□3  

(ｂ) 個数 

１台□3  

ｃ．ウラン燃料棒収容装置 ⑤-9 

(ａ) 設置場所 

ステンレス鋼◇2

③ ペレット保管容器入出庫装置◇1

ａ．設置場所◇2  

ペレット・スクラップ貯蔵室，点

検第３室及び点検第４室◇2  

ｂ．個数 

１台◇2  

④ ペレット保管容器受渡装置グローブ

ボックス◇1

ａ．設置場所

点検第３室及び点検第４室◇2  

ｂ．個数 

２基◇2  

ｃ．主要な構成材◇2  

缶体：ステンレス鋼 

パネル：ポリカーボネート樹脂 

ｄ．グローブボックス内雰囲気 

空気雰囲気◇2  

⑤ ペレット保管容器受渡装置◇1

ａ．設置場所 

点検第３室及び点検第４室◇2  

ｂ．個数 

２台◇2  

ｃ．主要な構成材 

鋼材及びステンレス鋼◇2  

⑥ 収納パレット◇1

ａ．設置場所

ペレット・スクラップ貯蔵室◇9  

ｂ．個数 

350 基◇2  

⑦ 容器（ペレット保管容器及びペレッ

ト保存試料保管容器）◇1

ａ．個数

１式◇2  

(８) 燃料棒貯蔵設備◇1

① 燃料棒貯蔵棚◇1

ａ．設置場所

燃料棒貯蔵室◇2  

ｂ．個数 

２台◇2  

ｃ．貯蔵容量 

72 棚◇2  

② 貯蔵マガジン入出庫装置◇1

ａ．設置場所

燃料棒貯蔵室◇2  

ｂ．個数 

１台◇2  

③ ウラン燃料棒収容装置◇1

ａ．設置場所

【⑧P10，11 へ】 

【⑨P12 へ】 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（22 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
燃料棒受入室□3  

(ｂ) 個数 

１台□3  

⑨ 燃料集合体貯蔵設備 ⑤-10 

ａ．燃料集合体貯蔵チャンネル 

⑤-10 

(ａ) 設置場所 

燃料集合体貯蔵室□3  

(ｂ) 個数 

220 チャンネル(注１)□3  

(注１) １チャンネル当たりＢ

ＷＲ燃料集合体４体，

ＰＷＲ燃料集合体１体 

⑩ グローブボックス負圧・温度監視設

備□9  

ａ．個数 

１式□9  

⑪ ウラン貯蔵エリア 

ａ．設置場所 

燃料集合体組立クレーン室□3  

⑫ 燃料棒受入一時保管エリア 

ａ．設置場所 

荷卸室□3  

⑬ 燃料集合体輸送容器一時保管エリア 

 

ａ．設置場所 

輸送容器保管室□3  

⑭ ウラン輸送容器一時保管エリア 

ａ．設置場所 

ウラン貯蔵室，燃料集合体組立ク

レーン室，入出庫室，輸送容器保管

室及び固体廃棄物払出準備室□3  

核燃料物質の貯蔵施設の配置図を第５

図に示す。□8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料棒受入室◇2  

ｂ．個数 

１台◇2  

(９) 燃料集合体貯蔵設備◇1  

① 燃料集合体貯蔵チャンネル◇1  

 

ａ．設置場所 

燃料集合体貯蔵室◇2  

ｂ．個数 

220 チャンネル(注１)◇2  

(注１) １チャンネル当たりＢＷ

Ｒ燃料集合体４体，ＰＷ

Ｒ燃料集合体１体 

(10) グローブボックス負圧・温度監視

設備◇8  

① 個数 

１式◇8  

(11) ウラン貯蔵エリア 

① 設置場所 

燃料集合体組立クレーン室◇2  

(12) 燃料棒受入一時保管エリア 

① 設置場所 

荷卸室◇2  

(13) 燃料集合体輸送容器一時保管エリ

ア 

① 設置場所 

輸送容器保管室◇2  

(14) ウラン輸送容器一時保管エリア 

① 設置場所 

ウラン貯蔵室，燃料集合体組立ク

レーン室，入出庫室，輸送容器保管

室及び固体廃棄物払出準備室◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑨P12 へ】 

【⑩P12 へ】 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（23 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
(ハ) 貯蔵する核燃料物質の種類及び最

大貯蔵能力 

(１) 核燃料物質の種類 

① ＭＯＸ 

プルトニウム富化度 18％以下（貯

蔵容器一時保管設備，原料Ｍ

ＯＸ粉末缶一時保管設備及び

粉末一時保管設備について

は，60％以下とする。） 

プルトニウム中のプルトニウム－

240 含有率  17％以上 

ウラン中のウラン－235 含有率

1.6％以下□7  

② ウラン酸化物 

ウラン中のウラン－235 含有率   

天然ウラン中の含有率以下  

ウラン燃料棒として５％以下 

□7  

(２) 最大貯蔵能力□3  

設置場

所 
貯蔵設備 

貯蔵形

態 

最大

貯蔵

能力 

貯蔵容

器一時

保管室 

貯蔵容器一

時保管設備 

ＭＯＸ粉

末 

1.2t･

ＨＭ 

粉末調

整第１

室 

原料ＭＯＸ粉

末缶一時保

管設備 

ＭＯＸ粉

末 

0.3t･

ＨＭ 

ウラン

貯蔵室 

ウラン貯蔵

設備 

ウラン

粉末(注

１)(注２) 

60t･

ＨＭ 

燃料集

合体組

立クレ

ーン室 

－ 

（ウラン貯蔵

エリア） 

ウラン

粉末(注

１)(注２) 

20t･

ＨＭ 

粉末一

時保管

室 

粉末一時保

管設備 

ＭＯＸ粉

末，ウラ

ン粉

末，ペ

レット 

6.1t･

ＨＭ 

ペレット

一時保

管室 

ペレット一時

保管設備 

ペレット 1.7t･

ＨＭ 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（24 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

ペレッ

ト・スク

ラップ貯

蔵室 

スクラップ貯

蔵設備 

ＭＯＸ粉

末，ペ

レット 

10t･

ＨＭ 

ペレッ

ト・スク

ラップ貯

蔵室 

製品ペレット

貯蔵設備 

ペレット 6.3t･

ＨＭ 

燃料棒

貯蔵室 

燃料棒貯蔵

設備 

ＭＯＸ燃

料棒，

ウラン

燃料棒

(注１) 

60t･

ＨＭ 

燃料集

合体貯

蔵室 

燃料集合体

貯蔵設備 

ＢＷＲ

燃料集

合体(注

１)，ＰＷ

Ｒ燃料

集合体

(注１) 

170t･

ＨＭ 

ウラン

貯蔵

室，固

体廃棄

物払出

準備

室，入

出庫

室，輸

送容器

保管

室，燃

料集合

体組立

クレー

ン室 

－ 

（ウラン輸送

容器一時保

管エリア） 

原料ウ

ラン粉

末缶輸

送容器

(注３) 

80t･

ＨＭ 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条 （核燃料物質の貯蔵施設）（25 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

荷卸室 － 

（燃料棒受

入一時保管

エリア） 

ウラン

燃料棒

用輸送

容器(注

３) ，ウ

ラン燃

料棒用

輸送容

器の内

容器 

15t･

ＨＭ 

輸送容

器保管

室 

－ 

（燃料集合

体輸送容器

一時保管エ

リア） 

燃料集

合体用

輸送容

器(注３) 

 

65t･

ＨＭ 

 

(注１) 試験に用いたウランを必要に

応じ貯蔵する。⑤-4,9,10,11 

 

(注２) 粉末混合のための未使用のウ

ラン合金ボール（ウラン中のウ

ラン－235 含有率：天然ウラン

中の含有率以下）。⑤-4,11 

 

(注３) 核燃料物質を，「核燃料物質

等の工場又は事業所の外におけ

る運搬に関する規則」に定める

技術基準に適合する核燃料輸送

物として保管する。 

⑤-12,13,14 

 

(ニ) 主要な核的制限値 

貯蔵施設の臨界管理のために，単

一ユニットである貯蔵単位の集合を

複数ユニットとし，取り扱う核燃料

物質の形態に応じ，裕度ある条件を

設定し，十分信頼性のある計算コー

ドを使用して，中性子実効増倍率が

0.95 以下となるように配置等を設

定する。□7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-4（P6 へ） 

⑤-9,10（P12 へ） 

⑤-11（P13 へ） 

⑤-4（P6 へ） 

⑤-11（P13 へ） 

 

 

 

⑤-12（P13 へ） 

⑤-13（P13 へ） 

⑤-14（P13 へ） 

 

 

 

 

 

 

30



別紙 1② 

設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 
 

第十七条（核燃料物質の貯蔵施設） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 
崩壊熱を除去する設備を設け

ること 
技術基準の要求を受けている内容 

１項 

（23 条 1 項 1 号） 
－ ｃ,ｄ,ｅ 

② 貯蔵施設の概要 許可事項の展開 － － ｃ 

③ 容量を有すること 許可事項の展開 － － ａ,ｃ 

④ 
他条文からの要求による記載 

（安全機能を有する施設） 

第 14条「安全機能を有する施設」

の共用に係る要求を受けている内

容 

（14条４項） － ｂ 

⑤ 貯蔵施設の構成 許可事項の展開 － － ｃ 

⑥ 
外部からの核燃料物質の受け

入れ 
許可事項の展開 － － ｃ 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  冒頭宣言 各説明における冒頭宣言であることから記載しない。 － 

□2  
他条文にて示す事項 

（燃料加工建屋の主要構造） 

第 14条「安全機能を有する施設」で記載する基本設計

方針である。 
－ 

□3  設備仕様 仕様表にて記載する。 ａ 

□4  臨界防止に関する事項 
臨界防止に関する事項については，第４条「核燃料物質

の臨界防止」の基本設計方針に記載する。 
－ 

□5  閉じ込め機能に関する事項 
閉じ込め機能に関する事項については，第 10 条「閉じ込

めの機能」にて説明する内容のため記載しない。 
－ 

□6  遮蔽に関する事項 
遮蔽に関する事項については，第 22 条「遮蔽」にて説明

する内容のため記載しない。 
－ 

□7  核燃料物質の形態 
核燃料物質の形態については，第４条「核燃料物質の臨

界防止」の基本設計方針で記載する。 
－ 

□8  貯蔵施設の配置 
貯蔵施設の配置については，添付書類で示すため，基本

設計方針には記載しない。 
ｆ 

□9  
グローブボックス負圧・温度監

視設備の設計 

グローブボックス負圧・温度監視設備の設計については，

第 18条「警報設備等」の基本設計方針で記載する。 
－ 

□10 容器等の設置場所 
容器等の設置場所については，添付書類で示すため，基

本設計方針には記載しない。 
ｃ 
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別紙 1② 

設工認申請書 各条文の設計の考え方

2 

３．事業変更許可申請書の添五のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）記載と重複する内

容であるため，記載しない。 
－ 

◇2  設備仕様 仕様表にて記載する。 ａ 

◇3  崩壊熱除去 
貯蔵施設の崩壊熱除去については，添付書類にて記載す

る。 
ｃ,ｂ,ｅ 

◇4  

核的制限値及び単一ユニット

又は複数ユニットとしての臨

界防止の設計 

核的制限値及び単一ユニット又は複数ユニットとしての

臨界防止の説明については，臨界防止に関する事項であ

るため，第４条「核燃料物質の臨界防止」の基本設計方針

に記載する。 

－ 

◇5  
容器又はグローブボックスに

よる閉じ込め機能の確保 

容器又はグローブボックスによる閉じ込め機能の確保に

ついては，閉じ込め機能に関する事項であるため，第 10

条「閉じ込めの機能」の基本設計方針に記載する。 

－ 

◇6  不燃又は難燃性材料の使用 

不燃又は難燃性材料の使用については，火災防護に関す

る事項であるため，第 11条「火災等による損傷の防止」

の基本設計方針に記載する。 

－ 

◇7  
搬送設備の逸走又は落下防止

の設計 

搬送設備の逸走又は落下防止の設計については，搬送設

備の安全対策に関する事項であるため，第 16 条「搬送設

備」の基本設計方針に記載する。 

－ 

◇8  
グローブボックス負圧・温度監

視設備の設計 

グローブボックス負圧・温度監視設備の設計については，

第 18条「警報設備等」の基本設計方針に記載する。 
－ 

◇9  容器等の設置場所 
容器等の設置場所については，添付書類で示すため，基

本設計方針には記載しない。 
ｃ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

ａ 仕様表（設計条件及び仕様） 

ｂ 
Ⅴ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書 

ｃ Ⅴ-1-3 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書 

ｄ Ⅴ-1-4 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 

ｅ Ⅴ-2-3 系統図 

ｆ Ⅴ-2-4 配置図 
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令和５年４月 28 日 Ｒ４ 

別紙２ 

基本設計方針を踏まえた添付書類の

記載及び申請回次の展開
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条 核燃料物質の貯蔵施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

4.核燃料物質の貯蔵施設
核燃料物質の貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1
章　共通項目の「1.核燃料物質の臨界防止」，「2.地盤」，「3.自然
現象等」，「4.閉じ込めの機能」，「5.火災等による損傷の防止」，
「6.加工施設内における溢水による損傷の防止」，「7.遮蔽」及び
「8.設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言【4
条～8条，10
条～12条，14
条，16条，18
条，22条】

－ － － － 〇 － － － －

2

4.1核燃料物質の貯蔵施設の設計
貯蔵施設は，原料粉末を受け入れてから成形，被覆，組立を経て燃料
集合体とするまでの各工程間の貯蔵及び燃料集合体出荷までの貯蔵を
行う設計とする。

冒頭宣言【17
条-6，8～
19】

基本方針 基本方針
Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
2.基本方針

【2.基本方針】
・貯蔵施設は，燃料集合体出荷までの各工程に
おいて，核燃料物質を貯蔵する設計とすること
について説明する。

〇
基本方針
（燃料加工建屋に係る基本方針）

－ － － ○ 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
2.基本方針

【2.基本方針】
・貯蔵施設は，燃料集合体出荷ま
での各工程において，核燃料物質
を貯蔵する設計とすることについ
て説明する。

3 貯蔵施設は，燃料加工建屋に収納する設計とする。 設置要求

貯蔵容器一時保管設備，ウラン貯蔵
設備，原料MOX粉末缶一時保管設備，
粉末一時保管設備，ペレット一時保
管設備，スクラップ貯蔵設備，製品
ペレット貯蔵設備，燃料棒貯蔵設
備，燃料集合体貯蔵設備，ウラン貯
蔵エリア，ウラン輸送容器一時保管
エリア，燃料棒受入一時保管エリ
ア，燃料集合体輸送容器一時保管エ
リア

基本方針
Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
2.基本方針

【2.基本方針】
・貯蔵施設をMOX燃料加工建屋の内部に設置す
ることについて説明する。

〇
基本方針
（燃料加工建屋に係る基本方針）

－ － － ○

貯蔵容器一時保管設備，粉末一時保
管設備，ペレット一時保管設備，ス
クラップ貯蔵設備，製品ペレット貯
蔵設備，燃料棒貯蔵設備

ウラン貯蔵設備，原料MOX粉末缶一時
保管設備，燃料集合体貯蔵設備，燃
料棒貯蔵設備

－

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
2.基本方針

【2.基本方針】
・貯蔵施設をMOX燃料加工建屋の
内部に設置することについて説明
する。

4

貯蔵施設は，各工程における核燃料物質の形態に応じて貯蔵するため
に，ウラン貯蔵設備及び燃料集合体貯蔵設備は，原料ウラン粉末及び
燃料集合体それぞれの輸送を考慮して，MOX燃料加工施設の年間最大処
理能力130t･HMに対し必要な容量を有する設計とする。また，各工程間
の一時保管設備及び貯蔵設備は，次工程への払出までに必要な検査等
を考慮し，円滑な運転ができる容量を有する設計とする。

冒頭宣言【17
条-6，8～
19】

基本方針 基本方針

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
2.基本方針
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計

【2.基本方針】
・各工程において核燃料物質の形態に合わせて
貯蔵するために，必要な貯蔵容量を有する設計
とすることについて説明する。
【3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計】
・貯蔵施設は，各工程において貯蔵するために
運転又は最大処理能力を考慮して必要な容量を
設定することについて説明する。

〇
基本方針
（燃料加工建屋に係る基本方針）

－ － － ○ 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
2.基本方針
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設
計

【2.基本方針】
・各工程において核燃料物質の形
態に合わせて貯蔵するために，必
要な貯蔵容量を有する設計とする
ことについて説明する。
【3.1　核燃料物質の貯蔵施設の
設計】
・貯蔵施設は，各工程において貯
蔵するために運転又は最大処理能
力を考慮して必要な容量を設定す
ることについて説明する。

5

貯蔵施設は，貯蔵容器一時保管設備，原料MOX粉末缶一時保管設備，ウ
ラン貯蔵設備，ウラン貯蔵エリア，粉末一時保管設備，ペレット一時
保管設備，スクラップ貯蔵設備，製品ペレット貯蔵設備，燃料棒貯蔵
設備，燃料集合体貯蔵設備，ウラン輸送容器一時保管エリア，燃料棒
受入一時保管エリア及び燃料集合体輸送容器一時保管エリアで構成す
る。

冒頭宣言【17
条-6，8～
19】】

基本方針 基本方針
Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針

【3.施設の詳細設計方針】
・貯蔵施設は，各工程間に設置された，貯蔵設
備によって構成することについて説明する。

－ － － － － ○ 基本方針 基本方針 －

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針

【3.施設の詳細設計方針】
・貯蔵施設は，各工程間に設置さ
れた，貯蔵設備によって構成する
ことについて説明する。

6

(１)貯蔵容器一時保管設備
貯蔵容器一時保管設備は，再処理施設から受け入れた混合酸化物貯蔵
容器及び再処理施設へ返却する混合酸化物貯蔵容器(再処理施設と共用
(以下同じ。))並びに混合酸化物貯蔵容器に収納された容器（粉末缶）
(再処理施設と共用(以下同じ。))を保管する設計とする。
貯蔵容器一時保管設備は，一時保管ピットで構成する。また，一時保
管ピットは，混合酸化物貯蔵容器及び容器(粉末缶)を貯蔵するために
必要な数のピットを設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

貯蔵容器一時保管設備
基本方針
設計方針（容量）

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.1　貯蔵容器一時保管設備
　(1)　貯蔵容器一時保管設備の設計
　(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(1)　貯蔵容器一時保管設備の設計】
・貯蔵容器一時保管設備の用途，保管物及び設
備の構造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方につ
いて説明する。

－ － － － － ○ 貯蔵容器一時保管設備 －
＜ラック/ピット
/棚＞
・容量

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設
計
3.1.1　貯蔵容器一時保管設備
　(1)　貯蔵容器一時保管設備の
設計
　(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力

【(1)　貯蔵容器一時保管設備の
設計】
・貯蔵容器一時保管設備の用途，
保管物及び設備の構造について説
明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力
の考え方について説明する。

7

混合酸化物貯蔵容器及び容器（粉末缶）は，再処理施設と共用する。
共用する混合酸化物貯蔵容器及び容器（粉末缶）は，共用によって仕
様（種類，容量及び主要材料），遮蔽設計，閉じ込め機能及び臨界安
全の方法に変更はないため，共用によってMOX燃料加工施設の安全性を
損なわない設計とする。

機能要求①
粉末缶
混合酸化物貯蔵容器

設計方針（共用）

Ⅴ－１－１－４－１
安全機能を有する施設が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
7.系統施設毎の設計上の考慮
7.4　核燃料物質の貯蔵施設
(3)共用

【(3)共用】
・混合酸化物貯蔵容器及び粉末缶について再処
理施設と共用することによって安全性を損なわ
ないことについて説明する。

－ － － － － 〇 基本方針 － － － －

8

(２)原料MOX粉末缶一時保管設備
原料MOX粉末缶一時保管設備は，原料MOX粉末を収納した容器（粉末
缶）を次工程へ払い出すまで保管する設計とする。
原料MOX粉末缶一時保管設備は，原料MOX粉末缶一時保管装置グローブ
ボックス，ピットを有した原料MOX粉末缶一時保管装置及び原料MOX粉
末缶一時保管搬送装置で構成する。また，原料MOX粉末缶一時保管装置
は，容器（粉末缶）を保管するために，必要な数のピットを設ける設
計とする。

設置要求
機能要求②

原料MOX粉末缶一時保管設備
基本方針
設計方針（容量）

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.2　原料MOX粉末缶一時保管設備
　(1)　貯蔵容器一時保管設備の設計
　(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(1)　原料MOX粉末缶一時保管設備の設計】
・原料MOX粉末缶一時保管設備の用途，保管物
及び設備の構造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方につ
いて説明する。

－ － － － － ○ － 原料MOX粉末缶一時保管設備
＜ラック/ピット
/棚＞
・容量

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設
計
3.1.2　原料MOX粉末缶一時保管設
備
　(1)　貯蔵容器一時保管設備の
設計
　(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力

【(1)　原料MOX粉末缶一時保管設
備の設計】
・原料MOX粉末缶一時保管設備の
用途，保管物及び設備の構造につ
いて説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力
の考え方について説明する。

9

(３)ウラン貯蔵設備
ウラン貯蔵設備は，原料ウラン粉末又は粉末混合のための未使用のウ
ラン合金ボールを収納した容器（ウラン粉末缶）を次工程へ払い出す
まで貯蔵する設計とする。また，試験に用いたウランを収納した容器
（ウラン粉末缶）を貯蔵する設計とする。なお，容器（ウラン粉末
缶）は収納パレットに積載し，収納パレットは676基設ける設計とす
る。
ウラン貯蔵設備は，ウラン貯蔵棚，ウラン粉末缶貯蔵容器及びウラン
粉末缶入出庫装置で構成する。また，ウラン貯蔵棚は，容器（ウラン
粉末缶）及び収納パレットを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける
設計とする。
ウラン貯蔵設備のうち，ウラン粉末缶入出庫装置は2台設置する設計と
する。なお，ウラン粉末缶貯蔵容器は容器（ウラン粉末缶）を収納し
ウラン貯蔵エリアで取り扱う設計とする。また，ウラン粉末缶貯蔵容
器の基数は最大128基設ける設計とし，これを超えないことを保安規定
に定めて，管理する。

設置要求
運用要求
機能要求②

ウラン貯蔵設備
施設共通　基本設計方針

施設共通　基本設計方針
設計方針（容量）

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.3　ウラン貯蔵設備
　(1)　ウラン貯蔵設備の設計
　(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(1)　ウラン貯蔵設備の設計】
・原料MOX粉末缶一時保管設備の用途，保管物
及び設備の構造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方につ
いて説明する。

－ － － － － ○ －
ウラン貯蔵設備
施設共通　基本設計方針

＜ラック/ピット
/棚＞
・容量

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設
計
3.1.3　ウラン貯蔵設備
　(1)　ウラン貯蔵設備の設計
　(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力

【(1)　ウラン貯蔵設備の設計】
・原料MOX粉末缶一時保管設備の
用途，保管物及び設備の構造につ
いて説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力
の考え方について説明する。

10

(４)粉末一時保管設備
粉末一時保管設備は，原料ウラン粉末，予備混合した粉末，一次混合
した粉末，二次混合した粉末，均一化混合した粉末，造粒した粉末，
添加剤混合した粉末又は回収粉末を次工程へ払い出すまで容器（Ｊ
60，Ｊ85又はＵ85）に収納し保管する設計とする。また，スクラップ
を収納したＣＳ・ＲＳ保管ポット，ＣＳ・ＲＳ回収ポット又は先行試
験ポットを５缶バスケット又は１缶バスケットに積載し保管する設計
とする。
粉末一時保管設備は，粉末一時保管装置グローブボックス，ピットを
有した粉末一時保管装置及び粉末一時保管搬送装置で構成する。ま
た，粉末一時保管装置は，容器（Ｊ60，Ｊ85，Ｕ85，５缶バスケッ
ト，１缶バスケット，ＣＳ・ＲＳ保管ポット，ＣＳ・ＲＳ回収ポット
及び先行試験ポット）を保管するために，必要な数のピットを設ける
設計とする。

設置要求
機能要求②

粉末一時保管設備
基本方針
設計方針（容量）

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.4　粉末一時保管設備
　(1)　貯蔵容器一時保管設備の設計
　(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(1)　粉末一時保管設備の設計】
・粉末一時保管設備の用途，保管物及び設備の
構造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方につ
いて説明する。

－ － － － － ○ 粉末一時保管設備 粉末一時保管設備
＜ラック/ピット
/棚＞
・容量

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設
計
3.1.4　粉末一時保管設備
　(1)　貯蔵容器一時保管設備の
設計
　(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力

【(1)　粉末一時保管設備の設
計】
・粉末一時保管設備の用途，保管
物及び設備の構造について説明す
る。
【(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力
の考え方について説明する。

第1回申請と同一

添付書類　構成
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容
第１回申請 第２回申請
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条 核燃料物質の貯蔵施設）

別紙２

1

4.核燃料物質の貯蔵施設
核燃料物質の貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1
章　共通項目の「1.核燃料物質の臨界防止」，「2.地盤」，「3.自然
現象等」，「4.閉じ込めの機能」，「5.火災等による損傷の防止」，
「6.加工施設内における溢水による損傷の防止」，「7.遮蔽」及び
「8.設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言【4
条～8条，10
条～12条，14
条，16条，18
条，22条】

2

4.1核燃料物質の貯蔵施設の設計
貯蔵施設は，原料粉末を受け入れてから成形，被覆，組立を経て燃料
集合体とするまでの各工程間の貯蔵及び燃料集合体出荷までの貯蔵を
行う設計とする。

冒頭宣言【17
条-6，8～
19】

3 貯蔵施設は，燃料加工建屋に収納する設計とする。 設置要求

4

貯蔵施設は，各工程における核燃料物質の形態に応じて貯蔵するため
に，ウラン貯蔵設備及び燃料集合体貯蔵設備は，原料ウラン粉末及び
燃料集合体それぞれの輸送を考慮して，MOX燃料加工施設の年間最大処
理能力130t･HMに対し必要な容量を有する設計とする。また，各工程間
の一時保管設備及び貯蔵設備は，次工程への払出までに必要な検査等
を考慮し，円滑な運転ができる容量を有する設計とする。

冒頭宣言【17
条-6，8～
19】

5

貯蔵施設は，貯蔵容器一時保管設備，原料MOX粉末缶一時保管設備，ウ
ラン貯蔵設備，ウラン貯蔵エリア，粉末一時保管設備，ペレット一時
保管設備，スクラップ貯蔵設備，製品ペレット貯蔵設備，燃料棒貯蔵
設備，燃料集合体貯蔵設備，ウラン輸送容器一時保管エリア，燃料棒
受入一時保管エリア及び燃料集合体輸送容器一時保管エリアで構成す
る。

冒頭宣言【17
条-6，8～
19】】

6

(１)貯蔵容器一時保管設備
貯蔵容器一時保管設備は，再処理施設から受け入れた混合酸化物貯蔵
容器及び再処理施設へ返却する混合酸化物貯蔵容器(再処理施設と共用
(以下同じ。))並びに混合酸化物貯蔵容器に収納された容器（粉末缶）
(再処理施設と共用(以下同じ。))を保管する設計とする。
貯蔵容器一時保管設備は，一時保管ピットで構成する。また，一時保
管ピットは，混合酸化物貯蔵容器及び容器(粉末缶)を貯蔵するために
必要な数のピットを設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

7

混合酸化物貯蔵容器及び容器（粉末缶）は，再処理施設と共用する。
共用する混合酸化物貯蔵容器及び容器（粉末缶）は，共用によって仕
様（種類，容量及び主要材料），遮蔽設計，閉じ込め機能及び臨界安
全の方法に変更はないため，共用によってMOX燃料加工施設の安全性を
損なわない設計とする。

機能要求①

8

(２)原料MOX粉末缶一時保管設備
原料MOX粉末缶一時保管設備は，原料MOX粉末を収納した容器（粉末
缶）を次工程へ払い出すまで保管する設計とする。
原料MOX粉末缶一時保管設備は，原料MOX粉末缶一時保管装置グローブ
ボックス，ピットを有した原料MOX粉末缶一時保管装置及び原料MOX粉
末缶一時保管搬送装置で構成する。また，原料MOX粉末缶一時保管装置
は，容器（粉末缶）を保管するために，必要な数のピットを設ける設
計とする。

設置要求
機能要求②

9

(３)ウラン貯蔵設備
ウラン貯蔵設備は，原料ウラン粉末又は粉末混合のための未使用のウ
ラン合金ボールを収納した容器（ウラン粉末缶）を次工程へ払い出す
まで貯蔵する設計とする。また，試験に用いたウランを収納した容器
（ウラン粉末缶）を貯蔵する設計とする。なお，容器（ウラン粉末
缶）は収納パレットに積載し，収納パレットは676基設ける設計とす
る。
ウラン貯蔵設備は，ウラン貯蔵棚，ウラン粉末缶貯蔵容器及びウラン
粉末缶入出庫装置で構成する。また，ウラン貯蔵棚は，容器（ウラン
粉末缶）及び収納パレットを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける
設計とする。
ウラン貯蔵設備のうち，ウラン粉末缶入出庫装置は2台設置する設計と
する。なお，ウラン粉末缶貯蔵容器は容器（ウラン粉末缶）を収納し
ウラン貯蔵エリアで取り扱う設計とする。また，ウラン粉末缶貯蔵容
器の基数は最大128基設ける設計とし，これを超えないことを保安規定
に定めて，管理する。

設置要求
運用要求
機能要求②

10

(４)粉末一時保管設備
粉末一時保管設備は，原料ウラン粉末，予備混合した粉末，一次混合
した粉末，二次混合した粉末，均一化混合した粉末，造粒した粉末，
添加剤混合した粉末又は回収粉末を次工程へ払い出すまで容器（Ｊ
60，Ｊ85又はＵ85）に収納し保管する設計とする。また，スクラップ
を収納したＣＳ・ＲＳ保管ポット，ＣＳ・ＲＳ回収ポット又は先行試
験ポットを５缶バスケット又は１缶バスケットに積載し保管する設計
とする。
粉末一時保管設備は，粉末一時保管装置グローブボックス，ピットを
有した粉末一時保管装置及び粉末一時保管搬送装置で構成する。ま
た，粉末一時保管装置は，容器（Ｊ60，Ｊ85，Ｕ85，５缶バスケッ
ト，１缶バスケット，ＣＳ・ＲＳ保管ポット，ＣＳ・ＲＳ回収ポット
及び先行試験ポット）を保管するために，必要な数のピットを設ける
設計とする。

設置要求
機能要求②

項目
番号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － － ○ －

ウラン貯蔵エリア，ウラン輸送容器
一時保管エリア，燃料棒受入一時保
管エリア，燃料集合体輸送容器一時
保管エリア

－

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
2.基本方針

【2.基本方針】
・貯蔵施設をMOX燃料加工建屋の
内部に設置することについて説明
する。

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － 〇
粉末缶
混合酸化物貯蔵容器

－ －

Ⅴ－１－１－４－１
安全機能を有する施設が使用され
る条件の下における健全性に関す
る説明書
7.系統施設毎の設計上の考慮
7.4　核燃料物質の貯蔵施設
(3)共用

【(3)共用】
・混合酸化物貯蔵容器及び粉末缶
について再処理施設と共用するこ
とによって安全性を損なわないこ
とについて説明する。

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

第1回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第４回申請第３回申請
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条 核燃料物質の貯蔵施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容
第１回申請 第２回申請

11

(５)ペレット一時保管設備
ペレット一時保管設備は，グリーンペレット，焼結したペレット，Ｃ
Ｓペレット又は規格外ペレットを収納した容器（焼結ボート，先行試
験焼結ボート，スクラップ焼結ボート又は規格外ペレット保管容器）
を次工程へ払い出すまで保管する設計とする。また，容器（焼結ボー
ト，先行試験焼結ボート，スクラップ焼結ボート又は規格外ペレット
保管容器）は収納パレットに積載し貯蔵する設計とする。
ペレット一時保管設備は，ペレット一時保管棚グローブボックス，ペ
レット一時保管棚，焼結ボート入出庫装置，焼結ボート受渡装置グ
ローブボックス及び焼結ボート受渡装置で構成する。また，ペレット
一時保管棚は，容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，スクラップ
焼結ボート及び規格外ペレット保管容器）及び収納パレットを保管す
るために，必要な数の棚を設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

ペレット一時保管設備
基本方針
設計方針（容量）

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.5　ペレット一時保管設備

(1) ペレット一時保管設備の設計
(2) 保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(1)　ペレット一時保管設備の設計】
・ペレット一時保管設備の用途，保管物及び設
備の構造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方につ
いて説明する。

－ － － － － ○ ペレット一時保管設備 －
＜ラック/ピット
/棚＞
・容量

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設
計
3.1.5　ペレット一時保管設備

(1) ペレット一時保管設備の
設計

(2) 保有するPu量及び最大貯
蔵能力

【(1)　ペレット一時保管設備の
設計】
・ペレット一時保管設備の用途，
保管物及び設備の構造について説
明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力
の考え方について説明する。
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(６)スクラップ貯蔵設備
スクラップ貯蔵設備は，ＣＳ粉末若しくはＣＳペレット又はＲＳ粉末
若しくはＲＳペレットを収納した容器（ＣＳ・ＲＳ保管ポット）を９
缶バスケットに積載し貯蔵する設計とする。また，規格外ペレットを
収納した規格外ペレット保管容器を貯蔵する設計とする。さらに，試
験に用いたウランを収納した容器（ＣＳ・ＲＳ保管ポット）を９缶バ
スケットに積載し貯蔵する設計とする。
容器（ペレット保管容器，９缶バスケット，規格外ペレット保管容
器）は，収納パレットに積載し貯蔵する設計とする。
スクラップ貯蔵設備は，スクラップ貯蔵棚グローブボックス，スク
ラップ貯蔵棚，スクラップ保管容器入出庫装置，スクラップ保管容器
受渡装置グローブボックス及びスクラップ保管容器受渡装置で構成す
る。また，スクラップ貯蔵棚は，容器（ペレット保管容器，９缶バス
ケット，規格外ペレット保管容器及びＣＳ・ＲＳ保管ポット）及び収
納パレットを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

スクラップ貯蔵設備
基本方針
設計方針（容量）

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.6　スクラップ貯蔵設備

(1) スクラップ貯蔵設備の設計
(2) 保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(1)　スクラップ貯蔵設備の設計】
・スクラップ貯蔵設備の用途，保管物及び設備
の構造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方につ
いて説明する。

－ － － － － ○ スクラップ貯蔵設備 －
＜ラック/ピット
/棚＞
・容量

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設
計
3.1.6　スクラップ貯蔵設備

(1) スクラップ貯蔵設備の設
計

(2) 保有するPu量及び最大貯
蔵能力

【(1)　スクラップ貯蔵設備の設
計】
・スクラップ貯蔵設備の用途，保
管物及び設備の構造について説明
する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力
の考え方について説明する。
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(７)製品ペレット貯蔵設備
製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレット，規格外ペレット又はペレッ
ト保存試料を貯蔵する設計とする。それぞれのペレットは，ペレット
保管容器又はペレット保存試料保管容器に収納し貯蔵する。また，容
器（ペレット保管容器及びペレット保存試料保管容器）は，収納パ
レットに収納し貯蔵する設計とする。
製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレット貯蔵棚グローブボックス，製
品ペレット貯蔵棚，ペレット保管容器入出庫装置，ペレット保管容器
受渡装置グローブボックス，ペレット保管容器受渡装置で構成する。
また，製品ペレット貯蔵棚は，容器（ペレット保管容器及びペレット
保存試料保管容器）及び収納パレットを貯蔵するために，必要な数の
棚を設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

製品ペレット貯蔵設備
基本方針
設計方針（容量）

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.7　製品ペレット貯蔵設備

(1) 製品ペレット貯蔵設備の設計
(2) 保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(1)　製品ペレット貯蔵設備の設計】
・製品ペレット貯蔵設備の用途，保管物及び設
備の構造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方につ
いて説明する。

－ － － － － ○ 製品ペレット貯蔵設備 －
＜ラック/ピット
/棚＞
・容量

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設
計
3.1.7　製品ペレット貯蔵設備

(1) 製品ペレット貯蔵設備の
設計

(2) 保有するPu量及び最大貯
蔵能力

【(1)　製品ペレット貯蔵設備の
設計】
・製品ペレット貯蔵設備の用途，
保管物及び設備の構造について説
明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力
の考え方について説明する。
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(８)燃料棒貯蔵設備
燃料棒貯蔵設備は，MOX燃料棒，ウラン燃料棒又は被覆管を貯蔵する設
計とする。また，MOX燃料棒，ウラン燃料棒及び被覆管は，貯蔵マガジ
ンに収納し貯蔵する。
燃料棒貯蔵設備は，燃料棒貯蔵棚，貯蔵マガジン入出庫装置及びウラ
ン燃料棒収容装置で構成する。また，燃料棒貯蔵棚は，貯蔵マガジン
を貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。
なお，ウラン燃料棒は外部より受け入れ貯蔵する。

設置要求
機能要求②

燃料棒貯蔵設備
基本方針
設計方針（容量）

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.8　燃料棒貯蔵設備

(1) 燃料棒貯蔵設備の設計
(2) 保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(1)　燃料棒貯蔵設備の設計】
・燃料棒貯蔵設備の用途，保管物及び設備の構
造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方につ
いて説明する。

－ － － － － ○ 燃料棒貯蔵設備 燃料棒貯蔵設備
＜ラック/ピット
/棚＞
・容量

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設
計
3.1.8　燃料棒貯蔵設備

(1) 燃料棒貯蔵設備の設計
(2) 保有するPu量及び最大貯

蔵能力

【(1)　燃料棒貯蔵設備の設計】
・燃料棒貯蔵設備の用途，保管物
及び設備の構造について説明す
る。
【(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力
の考え方について説明する。
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(９)燃料集合体貯蔵設備
燃料集合体貯蔵設備は，組立施設で組み立て，検査後の燃料集合体を
組立施設の梱包出荷工程の梱包・出荷設備に供給するまで貯蔵する設
計とする。燃料集合体は，燃料集合体貯蔵チャンネルに収納し貯蔵す
る。
燃料集合体貯蔵設備は，燃料集合体貯蔵チャンネルで構成する。ま
た，燃料集合体貯蔵チャンネルは，燃料集合体を貯蔵するために，必
要な数のチャンネルを設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

燃料集合体貯蔵設備
基本方針
設計方針（容量）

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.9　燃料集合体貯蔵設備

(1) 燃料集合体貯蔵設備の設計
(2) 保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(1)　燃料集合体貯蔵設備の設計】
・燃料集合体貯蔵設備の用途，保管物及び設備
の構造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方につ
いて説明する。

－ － － － － ○ － 燃料集合体貯蔵設備
＜ラック/ピット
/棚＞
・容量

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設
計
3.1.9　燃料集合体貯蔵設備

(1) 燃料集合体貯蔵設備の設
計

(2) 保有するPu量及び最大貯
蔵能力

【(1)　燃料集合体貯蔵設備の設
計】
・燃料集合体貯蔵設備の用途，保
管物及び設備の構造について説明
する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力
の考え方について説明する。
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(10)ウラン貯蔵エリア
ウラン貯蔵エリアは，原料ウラン粉末，ウラン合金ボール又は試験に
用いたウランをウラン粉末缶に収納し，そのウラン粉末缶をウラン粉
末缶貯蔵容器に収納した状態で貯蔵するために，必要な空間を有する
設計とする。

設置要求
機能要求②

ウラン貯蔵エリア
基本方針
設計方針（容量）

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.10　ウラン貯蔵エリア

(1) ウラン貯蔵エリアの設計
(2) 保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(1)　ウラン貯蔵エリアの設計】
・ウラン貯蔵エリアの用途及び保管物について
説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・最大貯蔵能力の考え方について説明する。

－ － － － － 〇 － 基本方針 － － －

17

(11)ウラン輸送容器一時保管エリア
ウラン輸送容器一時保管エリアは，原料ウラン粉末又はウラン合金
ボールをウラン粉末缶に収納し，そのウラン粉末缶をウラン粉末缶輸
送容器に収納した状態で保管するために，必要な空間を有する設計と
する。

設置要求
機能要求②

ウラン輸送容器一時保管エリア
基本方針
設計方針（容量）

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.11　ウラン輸送容器一時保管エリア

(1) ウラン輸送容器一時保管エリアの設計
(2) 保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(1)　ウラン輸送容器一時保管エリアの設
計】
・ウラン輸送容器一時保管エリアの用途及び保
管物について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・最大貯蔵能力の考え方について説明する。

－ － － － － 〇 － 基本方針 － － －

18

(12)燃料棒受入一時保管エリア
燃料棒受入一時保管エリアは，ウラン燃料棒をウラン燃料棒用輸送容
器の内容器に収納し，その内容器をウラン燃料棒用輸送容器に収納し
た状態で保管するために，必要な空間を有する設計とする。

設置要求
機能要求②

燃料棒受入一時保管エリア
基本方針
設計方針（容量）

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.12　燃料棒受入一時保管エリア

(1) 燃料棒受入一時保管エリアの設計
(2) 保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(1)　燃料棒受入一時保管エリアの設計】
・燃料棒受入一時保管エリアの用途及び保管物
について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・最大貯蔵能力の考え方について説明する。

－ － － － － 〇 － 基本方針 － － －

19

(13)燃料集合体輸送容器一時保管エリア
燃料集合体輸送容器一時保管エリアは，燃料集合体を燃料集合体用輸
送容器に収納した状態で保管するために，必要な空間を有する設計と
する。

設置要求
機能要求②

燃料集合体輸送容器一時保管エリア
基本方針
設計方針（容量）

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.13　燃料集合体輸送容器一時保管エリア

(1) 燃料集合体輸送容器一時保管エリアの
設計

(2) 保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(1)　燃料集合体輸送容器一時保管エリアの
設計】
・燃料集合体輸送容器一時保管エリアの用途及
び保管物について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・最大貯蔵能力の考え方について説明する。

－ － － － － 〇 － 基本方針 － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条 核燃料物質の貯蔵施設）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

11

(５)ペレット一時保管設備
ペレット一時保管設備は，グリーンペレット，焼結したペレット，Ｃ
Ｓペレット又は規格外ペレットを収納した容器（焼結ボート，先行試
験焼結ボート，スクラップ焼結ボート又は規格外ペレット保管容器）
を次工程へ払い出すまで保管する設計とする。また，容器（焼結ボー
ト，先行試験焼結ボート，スクラップ焼結ボート又は規格外ペレット
保管容器）は収納パレットに積載し貯蔵する設計とする。
ペレット一時保管設備は，ペレット一時保管棚グローブボックス，ペ
レット一時保管棚，焼結ボート入出庫装置，焼結ボート受渡装置グ
ローブボックス及び焼結ボート受渡装置で構成する。また，ペレット
一時保管棚は，容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，スクラップ
焼結ボート及び規格外ペレット保管容器）及び収納パレットを保管す
るために，必要な数の棚を設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

12

(６)スクラップ貯蔵設備
スクラップ貯蔵設備は，ＣＳ粉末若しくはＣＳペレット又はＲＳ粉末
若しくはＲＳペレットを収納した容器（ＣＳ・ＲＳ保管ポット）を９
缶バスケットに積載し貯蔵する設計とする。また，規格外ペレットを
収納した規格外ペレット保管容器を貯蔵する設計とする。さらに，試
験に用いたウランを収納した容器（ＣＳ・ＲＳ保管ポット）を９缶バ
スケットに積載し貯蔵する設計とする。
容器（ペレット保管容器，９缶バスケット，規格外ペレット保管容
器）は，収納パレットに積載し貯蔵する設計とする。
スクラップ貯蔵設備は，スクラップ貯蔵棚グローブボックス，スク
ラップ貯蔵棚，スクラップ保管容器入出庫装置，スクラップ保管容器
受渡装置グローブボックス及びスクラップ保管容器受渡装置で構成す
る。また，スクラップ貯蔵棚は，容器（ペレット保管容器，９缶バス
ケット，規格外ペレット保管容器及びＣＳ・ＲＳ保管ポット）及び収
納パレットを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

13

(７)製品ペレット貯蔵設備
製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレット，規格外ペレット又はペレッ
ト保存試料を貯蔵する設計とする。それぞれのペレットは，ペレット
保管容器又はペレット保存試料保管容器に収納し貯蔵する。また，容
器（ペレット保管容器及びペレット保存試料保管容器）は，収納パ
レットに収納し貯蔵する設計とする。
製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレット貯蔵棚グローブボックス，製
品ペレット貯蔵棚，ペレット保管容器入出庫装置，ペレット保管容器
受渡装置グローブボックス，ペレット保管容器受渡装置で構成する。
また，製品ペレット貯蔵棚は，容器（ペレット保管容器及びペレット
保存試料保管容器）及び収納パレットを貯蔵するために，必要な数の
棚を設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

14

(８)燃料棒貯蔵設備
燃料棒貯蔵設備は，MOX燃料棒，ウラン燃料棒又は被覆管を貯蔵する設
計とする。また，MOX燃料棒，ウラン燃料棒及び被覆管は，貯蔵マガジ
ンに収納し貯蔵する。
燃料棒貯蔵設備は，燃料棒貯蔵棚，貯蔵マガジン入出庫装置及びウラ
ン燃料棒収容装置で構成する。また，燃料棒貯蔵棚は，貯蔵マガジン
を貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。
なお，ウラン燃料棒は外部より受け入れ貯蔵する。

設置要求
機能要求②

15

(９)燃料集合体貯蔵設備
燃料集合体貯蔵設備は，組立施設で組み立て，検査後の燃料集合体を
組立施設の梱包出荷工程の梱包・出荷設備に供給するまで貯蔵する設
計とする。燃料集合体は，燃料集合体貯蔵チャンネルに収納し貯蔵す
る。
燃料集合体貯蔵設備は，燃料集合体貯蔵チャンネルで構成する。ま
た，燃料集合体貯蔵チャンネルは，燃料集合体を貯蔵するために，必
要な数のチャンネルを設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

16

(10)ウラン貯蔵エリア
ウラン貯蔵エリアは，原料ウラン粉末，ウラン合金ボール又は試験に
用いたウランをウラン粉末缶に収納し，そのウラン粉末缶をウラン粉
末缶貯蔵容器に収納した状態で貯蔵するために，必要な空間を有する
設計とする。

設置要求
機能要求②

17

(11)ウラン輸送容器一時保管エリア
ウラン輸送容器一時保管エリアは，原料ウラン粉末又はウラン合金
ボールをウラン粉末缶に収納し，そのウラン粉末缶をウラン粉末缶輸
送容器に収納した状態で保管するために，必要な空間を有する設計と
する。

設置要求
機能要求②

18

(12)燃料棒受入一時保管エリア
燃料棒受入一時保管エリアは，ウラン燃料棒をウラン燃料棒用輸送容
器の内容器に収納し，その内容器をウラン燃料棒用輸送容器に収納し
た状態で保管するために，必要な空間を有する設計とする。

設置要求
機能要求②

19

(13)燃料集合体輸送容器一時保管エリア
燃料集合体輸送容器一時保管エリアは，燃料集合体を燃料集合体用輸
送容器に収納した状態で保管するために，必要な空間を有する設計と
する。

設置要求
機能要求②

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第４回申請第３回申請

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

－ － － － － － ○ － ウラン貯蔵エリア

＜保管・廃棄エ
リア＞
・容量
・主要寸法

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設
計
3.1.10　ウラン貯蔵エリア
　(1)　ウラン貯蔵エリアの設計
　(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力

【(1)　ウラン貯蔵エリアの設
計】
・ウラン貯蔵エリアの用途及び保
管物について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力】
・最大貯蔵能力の考え方について
説明する。

－ － － － － － ○ － ウラン輸送容器一時保管エリア

＜保管・廃棄エ
リア＞
・容量
・主要寸法

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設
計
3.1.11　ウラン輸送容器一時保管
エリア
　(1)　ウラン輸送容器一時保管
エリアの設計
　(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力

【(1)　ウラン輸送容器一時保管
エリアの設計】
・ウラン輸送容器一時保管エリア
の用途及び保管物について説明す
る。
【(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力】
・最大貯蔵能力の考え方について
説明する。

－ － － － － － ○ － 燃料棒受入一時保管エリア

＜保管・廃棄エ
リア＞
・容量
・主要寸法

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設
計
3.1.12　燃料棒受入一時保管エリ
ア
　(1)　燃料棒受入一時保管エリ
アの設計
　(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力

【(1)　燃料棒受入一時保管エリ
アの設計】
・燃料棒受入一時保管エリアの用
途及び保管物について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力】
・最大貯蔵能力の考え方について
説明する。

－ － － － － － ○ － 燃料集合体輸送容器一時保管エリア

＜保管・廃棄エ
リア＞
・容量
・主要寸法

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設
計
3.1.13　燃料集合体輸送容器一時
保管エリア
　(1)　燃料集合体輸送容器一時
保管エリアの設計
　(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力

【(1)　燃料集合体輸送容器一時
保管エリアの設計】
・燃料集合体輸送容器一時保管エ
リアの用途及び保管物について説
明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯
蔵能力】
・最大貯蔵能力の考え方について
説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条 核燃料物質の貯蔵施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容
第１回申請 第２回申請

－○

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
【2.基本方針】
・崩壊熱除去を必要とする貯蔵施
設を明確にし，建屋排気設備等に
より崩壊熱を適切に除去する設計
とすることについて説明する。
【3.1　核燃料物質の貯蔵施設の
設計】
・崩壊熱除去のための換気風量算
出に用いるPu量を示すことについ
て説明する。また，そのPu量は保
安規定にて管理する旨説明する。
【(2)　保有Pu量及び最大貯蔵能
力】
・崩壊熱量算出のためのPu量を説
明する。
【3.2　貯蔵施設における崩壊熱
除去の設計】
・崩壊熱除去を考慮する対象施設
及び対象施設に設置される換気設
備の名称について説明する。
・各貯蔵設備の効率的に崩壊熱を
除去する設計について説明する。
【3.2.1　崩壊熱除去に必要な換
気風量の算出方法】
・崩壊熱除去に必要な換気風量の
算出式について記載する。
【3.2.2　崩壊熱除去に必要な換
気風量で考慮する条件】
【(1)各貯蔵施設の崩壊熱除去を
考慮するPu量】
・換気風量算出に用いる条件のう
ち，Pu量の数値について説明す
る。
【(2)想定する崩壊熱量】
・換気風量算出に用いる条件のう
ち，崩壊熱量の数値について説明
する。
【(3)許容温度について】
・換気風量算出に用いる条件のう
ち，許容温度の数値について説明
する。
【3.2.3　各貯蔵施設における崩
壊熱除去に必要な換気風量】
・崩壊熱除去に必要な換気風量を
算出した結果について記載する。
Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃棄施設に関する
説明書
【2.1.1　設計基準対象の施設】
・廃棄設備により冷却することに
ついて説明する。
【d.貯蔵施設の崩壊熱除去】
・各貯蔵設備の崩壊熱を排気設備
により冷却することについて説明
する。
【e.気体廃棄物の廃棄設備の換気
風量】
・核燃料物質の漏えい防止及び崩
壊熱除去を達成するために，必要
な換気風量を設けることについて
説明する。

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説
明書
2.基本方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設
計
3.1.1　貯蔵容器一時保管設備
～
3.1.9　燃料集合体貯蔵設備
(2)　保有Pu量及び最大貯蔵能力
3.2　貯蔵施設における崩壊熱除
去の設計
3.2.1　崩壊熱除去に必要な換気
風量の算出方法
3.2.2　崩壊熱除去に必要な換気
風量で考慮する条件
(1)各貯蔵施設の崩壊熱除去を考
慮するPu量
(2)想定する崩壊熱量
(3)許容温度について
3.2.3　各貯蔵施設における崩壊
熱除去に必要な換気風量
Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃棄施設に関する
説明書
2.1　気体廃棄物の廃棄設備の基
本方針
2.1.1　設計基準対象の施設
3.1　気体廃棄物の廃棄設備
3.1.1　設計基準対象の施設
(2)設計方針
d.貯蔵施設の崩壊熱除去
e.気体廃棄物の廃棄設備の換気風
量

－

主配管（建屋排気系）
建屋排風機
主配管（グローブボックス排気系）
グローブボックス排風機

－－－
基本方針
（燃料加工建屋に係る基本方針）

〇20

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
【2.基本方針】
・崩壊熱除去を必要とする貯蔵施設を明確に
し，建屋排気設備等により崩壊熱を適切に除去
する設計とすることについて説明する。
【3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計】
・崩壊熱除去のための換気風量算出に用いるPu
量を示すことについて説明する。また，そのPu
量は保安規定にて管理する旨説明する。
【(2)　保有Pu量及び最大貯蔵能力】
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。
【3.2　貯蔵施設における崩壊熱除去の設計】
・崩壊熱除去を考慮する対象施設及び対象施設
に設置される換気設備の名称について説明す
る。
・各貯蔵設備の効率的に崩壊熱を除去する設計
について説明する。
【3.2.1　崩壊熱除去に必要な換気風量の算出
方法】
・崩壊熱除去に必要な換気風量の算出式につい
て記載する。
【3.2.2　崩壊熱除去に必要な換気風量で考慮
する条件】
【(1)各貯蔵施設の崩壊熱除去を考慮するPu
量】
・換気風量算出に用いる条件のうち，Pu量の数
値について説明する。
【(2)想定する崩壊熱量】
・換気風量算出に用いる条件のうち，崩壊熱量
の数値について説明する。
【(3)許容温度について】
・換気風量算出に用いる条件のうち，許容温度
の数値について説明する。
【3.2.3　各貯蔵施設における崩壊熱除去に必
要な換気風量】
・崩壊熱除去に必要な換気風量を算出した結果
について記載する。
Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書
【2.1.1　設計基準対象の施設】
・廃棄設備により冷却することについて説明す
る。
【d.貯蔵施設の崩壊熱除去】
・各貯蔵設備の崩壊熱を排気設備により冷却す
ることについて説明する。
【e.気体廃棄物の廃棄設備の換気風量】
・核燃料物質の漏えい防止及び崩壊熱除去を達
成するために，必要な換気風量を設けることに
ついて説明する。

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
2.基本方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.1　貯蔵容器一時保管設備
～
3.1.9　燃料集合体貯蔵設備
(2)　保有Pu量及び最大貯蔵能力
3.2　貯蔵施設における崩壊熱除去の設計
3.2.1　崩壊熱除去に必要な換気風量の算出方
法
3.2.2　崩壊熱除去に必要な換気風量で考慮す
る条件
(1)各貯蔵施設の崩壊熱除去を考慮するPu量
(2)想定する崩壊熱量
(3)許容温度について
3.2.3　各貯蔵施設における崩壊熱除去に必要
な換気風量
Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書
2.1　気体廃棄物の廃棄設備の基本方針
2.1.1　設計基準対象の施設
3.1　気体廃棄物の廃棄設備
3.1.1　設計基準対象の施設
(2)設計方針
d.貯蔵施設の崩壊熱除去
e.気体廃棄物の廃棄設備の換気風量

基本方針
設計方針（崩壊熱除去に
関する設計）

主配管（建屋排気系）
建屋排風機
主配管（グローブボックス排気系）
グローブボックス排風機

機能要求①

4.2貯蔵施設における崩壊熱除去の設計
燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設は，建屋排気設備又はグローブボッ
クス排気設備で換気することにより崩壊熱を適切に除去する設計とす
る。
また，建屋排気設備及びグローブボックス排気設備は，燃料集合体貯
蔵設備等の貯蔵施設の崩壊熱除去に必要な換気風量を確保する設計と
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条 核燃料物質の貯蔵施設）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

20
機能要求①

4.2貯蔵施設における崩壊熱除去の設計
燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設は，建屋排気設備又はグローブボッ
クス排気設備で換気することにより崩壊熱を適切に除去する設計とす
る。
また，建屋排気設備及びグローブボックス排気設備は，燃料集合体貯
蔵設備等の貯蔵施設の崩壊熱除去に必要な換気風量を確保する設計と
する。

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第４回申請第３回申請

－ －－－－－

－：当該申請回次で記載しない項目

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－－－－－－
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基本設計方針の添付書類への展開
（第17条 核燃料物質の貯蔵施設）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

2
4.1核燃料物質の貯蔵施設の設計
貯蔵施設は，原料粉末を受け入れてから成形，被覆，組立を経て燃料集合体とするまでの各工程間の貯蔵及び燃料集合体出荷までの貯蔵を行う設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3 貯蔵施設は，燃料加工建屋に収納する設計とする。 設置要求

貯蔵容器一時保管
設備，ウラン貯蔵
設備，原料MOX粉
末缶一時保管設
備，粉末一時保管
設備，ペレット一
時保管設備，スク
ラップ貯蔵設備，
製品ペレット貯蔵
設備，燃料棒貯蔵
設備，燃料集合体
貯蔵設備，ウラン
貯蔵エリア，ウラ
ン輸送容器一時保
管エリア，燃料棒
受入一時保管エリ
ア，燃料集合体輸
送容器一時保管エ
リア

基本方針

4
貯蔵施設は，各工程における核燃料物質の形態に応じて貯蔵するために，ウラン貯蔵設備及び燃料集合体貯蔵設備は，原料ウラン粉末及び燃料集合体それぞれ
の輸送を考慮して，MOX燃料加工施設の年間最大処理能力130t･HMに対し必要な容量を有する設計とする。また，各工程間の一時保管設備及び貯蔵設備は，次工
程への払出までに必要な検査等を考慮し，円滑な運転ができる容量を有する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

20
4.2貯蔵施設における崩壊熱除去の設計
燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設は，建屋排気設備又はグローブボックス排気設備で換気することにより崩壊熱を適切に除去する設計とする。
また，建屋排気設備及びグローブボックス排気設備は，燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設の崩壊熱除去に必要な換気風量を確保する設計とする。

機能要求①

主配管（建屋排気
系）
建屋排風機
主配管（グローブ
ボックス排気系）
グローブボックス
排風機

基本方針

5
貯蔵施設は，貯蔵容器一時保管設備，原料MOX粉末缶一時保管設備，ウラン貯蔵設備，ウラン貯蔵エリア，粉末一時保管設備，ペレット一時保管設備，スクラッ
プ貯蔵設備，製品ペレット貯蔵設備，燃料棒貯蔵設備，燃料集合体貯蔵設備，ウラン輸送容器一時保管エリア，燃料棒受入一時保管エリア及び燃料集合体輸送
容器一時保管エリアで構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3.施設の詳細設計方針 【3.施設の詳細設計方針】
・貯蔵施設は，各工程間に設置された，貯蔵設備によって構成す
ることについて説明する。

補足すべき事項無し

4
貯蔵施設は，各工程における核燃料物質の形態に応じて貯蔵するために，ウラン貯蔵設備及び燃料集合体貯蔵設備は，原料ウラン粉末及び燃料集合体それぞれ
の輸送を考慮して，MOX燃料加工施設の年間最大処理能力130t･HMに対し必要な容量を有する設計とする。また，各工程間の一時保管設備及び貯蔵設備は，次工
程への払出までに必要な検査等を考慮し，円滑な運転ができる容量を有する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計及び最大貯蔵能力 【3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計及び最大貯蔵能力】
・貯蔵施設は，各工程において貯蔵するために運転又は最大処理
能力を考慮して必要な容量を設定することについて説明する。
・崩壊熱除去のための換気風量算出に用いるPu量を示すことにつ
いて説明する。また，そのPu量は保安規定にて管理する旨説明す
る。

補足すべき事項無し

補足すべき事項無し
展開先（小項目）

2.基本方針 【2.基本方針】
・貯蔵施設は，燃料集合体出荷までの各工程において，核燃料物
質を貯蔵する設計とすることについて説明する。
・貯蔵施設をMOX燃料加工建屋の内部に設置することについて説明
する。
・各工程において核燃料物質の形態に合わせて貯蔵するために，
必要な貯蔵容量を有する設計とすることについて説明する。
・崩壊熱除去を必要とする貯蔵施設を明確にし，建屋排気設備等
により崩壊熱を適切に除去する設計とすることについて説明す
る。

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵
施設に関する説明
書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第17条 核燃料物質の貯蔵施設）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.1　貯蔵容器一時保管設備
　(1)　貯蔵容器一時保管設備の設計

【(1)　貯蔵容器一時保管設備の設計】
・貯蔵容器一時保管設備の用途，保管物及び設備の構造について
説明する。

補足すべき事項無し

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.1　貯蔵容器一時保管設備
　(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

【取り扱う容器等の数量設定について】
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用い
る容器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納
する核燃料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.2　原料MOX粉末缶一時保管設備
　(1)　貯蔵容器一時保管設備の設計

【(1)　原料MOX粉末缶一時保管設備の設計】
・原料MOX粉末缶一時保管設備の用途，保管物及び設備の構造につ
いて説明する。

補足すべき事項無し

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.2　原料MOX粉末缶一時保管設備
　(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

【取り扱う容器等の数量設定について】
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用い
る容器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納
する核燃料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.3　ウラン貯蔵設備
　(1)　ウラン貯蔵設備の設計

【(1)　ウラン貯蔵設備の設計】
・原料MOX粉末缶一時保管設備の用途，保管物及び設備の構造につ
いて説明する。

補足すべき事項無し

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.3　ウラン貯蔵設備
　(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

【取り扱う容器等の数量設定について】
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用い
る容器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納
する核燃料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.4　粉末一時保管設備
　(1)　貯蔵容器一時保管設備の設計

【(1)　粉末一時保管設備の設計】
・粉末一時保管設備の用途，保管物及び設備の構造について説明
する。

補足すべき事項無し

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.4　粉末一時保管設備
　(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

【取り扱う容器等の数量設定について】
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用い
る容器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納
する核燃料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.5　ペレット一時保管設備
　(1)　ペレット一時保管設備の設計

【(1)　ペレット一時保管設備の設計】
・ペレット一時保管設備の用途，保管物及び設備の構造について
説明する。

補足すべき事項無し

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.5　ペレット一時保管設備
　(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

【取り扱う容器等の数量設定について】
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用い
る容器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納
する核燃料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.6　スクラップ貯蔵設備
　(1)　スクラップ貯蔵設備の設計

【(1)　スクラップ貯蔵設備の設計】
・スクラップ貯蔵設備の用途，保管物及び設備の構造について説
明する。

補足すべき事項無し

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.6　スクラップ貯蔵設備
　(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

【取り扱う容器等の数量設定について】
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用い
る容器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納
する核燃料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.7　製品ペレット貯蔵設備
　(1)　製品ペレット貯蔵設備の設計

【(1)　製品ペレット貯蔵設備の設計】
・製品ペレット貯蔵設備の用途，保管物及び設備の構造について
説明する。

補足すべき事項無し

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.7　製品ペレット貯蔵設備
　(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

【取り扱う容器等の数量設定について】
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用い
る容器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納
する核燃料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.8　燃料棒貯蔵設備
　(1)　燃料棒貯蔵設備の設計

【(1)　燃料棒貯蔵設備の設計】
・燃料棒貯蔵設備の用途，保管物及び設備の構造について説明す
る。

補足すべき事項無し

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.8　燃料棒貯蔵設備
　(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

【取り扱う容器等の数量設定について】
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用い
る容器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納
する核燃料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵
施設に関する説明
書

基本方針
設計方針（容量）

貯蔵容器一時保管
設備

設置要求
機能要求②

基本方針
設計方針（容量）

スクラップ貯蔵設
備

設置要求
機能要求②

(１)貯蔵容器一時保管設備
貯蔵容器一時保管設備は，再処理施設から受け入れた混合酸化物貯蔵容器及び再処理施設へ返却する混合酸化物貯蔵容器(再処理施設と共用(以下同じ。))並び
に混合酸化物貯蔵容器に収納された容器（粉末缶）(再処理施設と共用(以下同じ。))を保管する設計とする。
貯蔵容器一時保管設備は，一時保管ピットで構成する。また，一時保管ピットは，混合酸化物貯蔵容器及び容器(粉末缶)を貯蔵するために必要な数のピットを
設ける設計とする。

6

基本方針
設計方針（容量）

粉末一時保管設備
設置要求
機能要求②

(４)粉末一時保管設備
粉末一時保管設備は，原料ウラン粉末，予備混合した粉末，一次混合した粉末，二次混合した粉末，均一化混合した粉末，造粒した粉末，添加剤混合した粉末
又は回収粉末を次工程へ払い出すまで容器（Ｊ60，Ｊ85又はＵ85）に収納し保管する設計とする。また，スクラップを収納したＣＳ・ＲＳ保管ポット，ＣＳ・
ＲＳ回収ポット又は先行試験ポットを５缶バスケット又は１缶バスケットに積載し保管する設計とする。
粉末一時保管設備は，粉末一時保管装置グローブボックス，ピットを有した粉末一時保管装置及び粉末一時保管搬送装置で構成する。また，粉末一時保管装置
は，容器（Ｊ60，Ｊ85，Ｕ85，５缶バスケット，１缶バスケット，ＣＳ・ＲＳ保管ポット，ＣＳ・ＲＳ回収ポット及び先行試験ポット）を保管するために，必
要な数のピットを設ける設計とする。

10

施設共通　基本設
計方針
設計方針（容量）

ウラン貯蔵設備
設置要求
運用要求
機能要求②

(３)ウラン貯蔵設備
ウラン貯蔵設備は，原料ウラン粉末又は粉末混合のための未使用のウラン合金ボールを収納した容器（ウラン粉末缶）を次工程へ払い出すまで貯蔵する設計と
する。また，試験に用いたウランを収納した容器（ウラン粉末缶）を貯蔵する設計とする。なお，容器（ウラン粉末缶）は収納パレットに積載し，収納パレッ
トは676基設ける設計とする。
ウラン貯蔵設備は，ウラン貯蔵棚，ウラン粉末缶貯蔵容器及びウラン粉末缶入出庫装置で構成する。また，ウラン貯蔵棚は，容器（ウラン粉末缶）及び収納パ
レットを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。
ウラン貯蔵設備のうち，ウラン粉末缶入出庫装置は2台設置する設計とする。なお，ウラン粉末缶貯蔵容器は容器（ウラン粉末缶）を収納しウラン貯蔵エリアで
取り扱う設計とする。また，ウラン粉末缶貯蔵容器の基数は最大128基設ける設計とし，これを超えないことを保安規定に定めて，管理する。

9

基本方針
設計方針（容量）

原料MOX粉末缶一
時保管設備

設置要求
機能要求②

(２)原料MOX粉末缶一時保管設備
原料MOX粉末缶一時保管設備は，原料MOX粉末を収納した容器（粉末缶）を次工程へ払い出すまで保管する設計とする。
原料MOX粉末缶一時保管設備は，原料MOX粉末缶一時保管装置グローブボックス，ピットを有した原料MOX粉末缶一時保管装置及び原料MOX粉末缶一時保管搬送装
置で構成する。また，原料MOX粉末缶一時保管装置は，容器（粉末缶）を保管するために，必要な数のピットを設ける設計とする。

8

基本方針
設計方針（容量）

燃料棒貯蔵設備
設置要求
機能要求②

(８)燃料棒貯蔵設備
燃料棒貯蔵設備は，MOX燃料棒，ウラン燃料棒又は被覆管を貯蔵する設計とする。また，MOX燃料棒，ウラン燃料棒及び被覆管は，貯蔵マガジンに収納し貯蔵す
る。
燃料棒貯蔵設備は，燃料棒貯蔵棚，貯蔵マガジン入出庫装置及びウラン燃料棒収容装置で構成する。また，燃料棒貯蔵棚は，貯蔵マガジンを貯蔵するために，
必要な数の棚を設ける設計とする。
なお，ウラン燃料棒は外部より受け入れ貯蔵する。

14

13

(７)製品ペレット貯蔵設備
製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレット，規格外ペレット又はペレット保存試料を貯蔵する設計とする。それぞれのペレットは，ペレット保管容器又はペレッ
ト保存試料保管容器に収納し貯蔵する。また，容器（ペレット保管容器及びペレット保存試料保管容器）は，収納パレットに収納し貯蔵する設計とする。
製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレット貯蔵棚グローブボックス，製品ペレット貯蔵棚，ペレット保管容器入出庫装置，ペレット保管容器受渡装置グローブ
ボックス，ペレット保管容器受渡装置で構成する。また，製品ペレット貯蔵棚は，容器（ペレット保管容器及びペレット保存試料保管容器）及び収納パレット
を貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

製品ペレット貯蔵
設備

基本方針
設計方針（容量）

(６)スクラップ貯蔵設備
スクラップ貯蔵設備は，ＣＳ粉末若しくはＣＳペレット又はＲＳ粉末若しくはＲＳペレットを収納した容器（ＣＳ・ＲＳ保管ポット）を９缶バスケットに積載
し貯蔵する設計とする。また，規格外ペレットを収納した規格外ペレット保管容器を貯蔵する設計とする。さらに，試験に用いたウランを収納した容器（Ｃ
Ｓ・ＲＳ保管ポット）を９缶バスケットに積載し貯蔵する設計とする。
容器（ペレット保管容器，９缶バスケット，規格外ペレット保管容器）は，収納パレットに積載し貯蔵する設計とする。
スクラップ貯蔵設備は，スクラップ貯蔵棚グローブボックス，スクラップ貯蔵棚，スクラップ保管容器入出庫装置，スクラップ保管容器受渡装置グローブボッ
クス及びスクラップ保管容器受渡装置で構成する。また，スクラップ貯蔵棚は，容器（ペレット保管容器，９缶バスケット，規格外ペレット保管容器及びＣ
Ｓ・ＲＳ保管ポット）及び収納パレットを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。

12

基本方針
設計方針（容量）

ペレット一時保管
設備

設置要求
機能要求②

(５)ペレット一時保管設備
ペレット一時保管設備は，グリーンペレット，焼結したペレット，ＣＳペレット又は規格外ペレットを収納した容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，スク
ラップ焼結ボート又は規格外ペレット保管容器）を次工程へ払い出すまで保管する設計とする。また，容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，スクラップ焼
結ボート又は規格外ペレット保管容器）は収納パレットに積載し貯蔵する設計とする。
ペレット一時保管設備は，ペレット一時保管棚グローブボックス，ペレット一時保管棚，焼結ボート入出庫装置，焼結ボート受渡装置グローブボックス及び焼
結ボート受渡装置で構成する。また，ペレット一時保管棚は，容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，スクラップ焼結ボート及び規格外ペレット保管容器）
及び収納パレットを保管するために，必要な数の棚を設ける設計とする。

11
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基本設計方針の添付書類への展開
（第17条 核燃料物質の貯蔵施設）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）
Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.9　燃料集合体貯蔵設備

(1) 燃料集合体貯蔵設備の設計

【(1)　燃料集合体貯蔵設備の設計】
・燃料集合体貯蔵設備の用途，保管物及び設備の構造について説
明する。

補足すべき事項無し

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.9　燃料集合体貯蔵設備

(2) 保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

【取り扱う容器等の数量設定について】
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用い
る容器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納
する核燃料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.10　ウラン貯蔵エリア

(1) ウラン貯蔵エリアの設計

【(1)　ウラン貯蔵エリアの設計】
・ウラン貯蔵エリアの用途，保管物について説明する。

補足すべき事項無し

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.10　ウラン貯蔵エリア

(2) 保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・最大貯蔵能力の考え方について説明する。

補足すべき事項無し

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.11　ウラン輸送容器一時保管エリア

(1) ウラン輸送容器一時保管エリアの設計

【(1)　ウラン輸送容器一時保管エリアの設計】
・ウラン輸送容器一時保管エリアの用途，保管物について説明す
る。

補足すべき事項無し

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.11　ウラン輸送容器一時保管エリア

(2) 保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・最大貯蔵能力の考え方について説明する。

補足すべき事項無し

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.12　燃料棒受入一時保管エリア

(1) 燃料棒受入一時保管エリアの設計

【(1)　燃料棒受入一時保管エリアの設計】
・燃料棒受入一時保管エリアの用途，保管物について説明する。

補足すべき事項無し

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.12　燃料棒受入一時保管エリア

(2) 保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・最大貯蔵能力の考え方について説明する。

補足すべき事項無し

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.13　燃料集合体輸送容器一時保管エリア

(1) 燃料集合体輸送容器一時保管エリアの設計

【(1)　燃料集合体輸送容器一時保管エリアの設計】
・燃料集合体輸送容器一時保管エリアの用途，保管物について説
明する。

補足すべき事項無し

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.13　燃料集合体輸送容器一時保管エリア

(2) 保有するPu量及び最大貯蔵能力

【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・最大貯蔵能力の考え方について説明する。

補足すべき事項無し

3.2　貯蔵施設における崩壊熱除去の設計 【3.2　貯蔵施設における崩壊熱除去の設計】
・崩壊熱除去を考慮する対象施設及び対象施設に設置される換気
設備の名称について説明する。
・各換気設備のダクト及び排風機の接続を確認するため，系統に
ついて説明する。

補足すべき事項無し

3.2.1　崩壊熱除去に必要な換気風量の算出方法 【3.2.1　崩壊熱除去に必要な換気風量の算出方法】
・崩壊熱除去に必要な換気風量の算出式について記載する。

補足すべき事項無し

3.2.2　崩壊熱除去に必要な換気風量で考慮する条件
(1)各貯蔵施設の崩壊熱除去を考慮するPu量

【3.2.2　崩壊熱除去に必要な換気風量で考慮する条件】
【(1)各貯蔵施設の崩壊熱除去を考慮するPu量】
・換気風量算出に用いる条件のうち，Pu量の数値について説明す
る。

補足すべき事項無し

3.2.2　崩壊熱除去に必要な換気風量で考慮する条件
(2)想定する崩壊熱量

【3.2.2　崩壊熱除去に必要な換気風量で考慮する条件】
【(2)想定する崩壊熱量】
・換気風量算出に用いる条件のうち，崩壊熱量の数値について説
明する。

補足すべき事項無し

3.2.2　崩壊熱除去に必要な換気風量で考慮する条件
(3)許容温度について

【3.2.2　崩壊熱除去に必要な換気風量で考慮する条件】
【(3)許容温度について】
・換気風量算出に用いる条件のうち，許容温度の数値について説
明する。

補足すべき事項無し

3.2.3　各貯蔵施設における崩壊熱除去に必要な換気風量 【3.2.3　各貯蔵施設における崩壊熱除去に必要な換気風量】
・崩壊熱除去に必要な換気風量を算出した結果について記載す
る。

補足すべき事項無し

基本方針
設計方針（容量）

ウラン輸送容器一
時保管エリア

設置要求
機能要求②

基本方針
設計方針（容量）

燃料棒受入一時保
管エリア

設置要求
機能要求②

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵
施設に関する説明
書

基本方針
設計方針（容量）

燃料集合体貯蔵設
備

設置要求
機能要求②

(９)燃料集合体貯蔵設備
燃料集合体貯蔵設備は，組立施設で組み立て，検査後の燃料集合体を組立施設の梱包出荷工程の梱包・出荷設備に供給するまで貯蔵する設計とする。燃料集合
体は，燃料集合体貯蔵チャンネルに収納し貯蔵する。
燃料集合体貯蔵設備は，燃料集合体貯蔵チャンネルで構成する。また，燃料集合体貯蔵チャンネルは，燃料集合体を貯蔵するために，必要な数のチャンネルを
設ける設計とする。

15

(11)ウラン輸送容器一時保管エリア
ウラン輸送容器一時保管エリアは，原料ウラン粉末又はウラン合金ボールをウラン粉末缶に収納し，そのウラン粉末缶をウラン粉末缶輸送容器に収納した状態
で保管するために，必要な空間を有する設計とする。

17

基本方針
設計方針（容量）

ウラン貯蔵エリア
設置要求
機能要求②

(10)ウラン貯蔵エリア
ウラン貯蔵エリアは，原料ウラン粉末，ウラン合金ボール又は試験に用いたウランをウラン粉末缶に収納し，そのウラン粉末缶をウラン粉末缶貯蔵容器に収納
した状態で貯蔵するために，必要な空間を有する設計とする。

16

(12)燃料棒受入一時保管エリア
燃料棒受入一時保管エリアは，ウラン燃料棒をウラン燃料棒用輸送容器の内容器に収納し，その内容器をウラン燃料棒用輸送容器に収納した状態で保管するた
めに，必要な空間を有する設計とする。

18

設計方針（崩壊熱
除去に関する設
計）

主配管（建屋排気
系）
建屋排風機
主配管（グローブ
ボックス排気系）
グローブボックス
排風機

機能要求①
4.2貯蔵施設における崩壊熱除去の設計
燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設は，建屋排気設備又はグローブボックス排気設備で換気することにより崩壊熱を適切に除去する設計とする。
また，建屋排気設備及びグローブボックス排気設備は，燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設の崩壊熱除去に必要な換気風量を確保する設計とする。

5

19
(13)燃料集合体輸送容器一時保管エリア
燃料集合体輸送容器一時保管エリアは，燃料集合体を燃料集合体用輸送容器に収納した状態で保管するために，必要な空間を有する設計とする。

設置要求
機能要求②

燃料集合体輸送容
器一時保管エリア

基本方針
設計方針（容量）
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基本設計方針の添付書類への展開
（第17条 核燃料物質の貯蔵施設）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

7
混合酸化物貯蔵容器及び粉末缶は，再処理施設と共用する。共用する混合酸化物貯蔵容器及び粉末缶は，共用によって仕様（種類，容量及び主要材料），遮蔽
設計，閉じ込め機能及び臨界安全の方法に変更はないため，共用によってMOX燃料加工施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
粉末缶
混合酸化物貯蔵容
器

設計方針（共用）

Ⅴ－１－１－４－
１
安全機能を有する
施設が使用される
条件の下における
健全性に関する説
明書

7.系統施設毎の設計上の考慮
7.4　核燃料物質の貯蔵施設
(3)共用

【(3)共用】
・混合酸化物貯蔵容器及び粉末缶について再処理施設と共用する
ことによって安全性を損なわないことについて説明する。

補足すべき事項無し

20
4.2貯蔵施設における崩壊熱除去の設計
燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設は，建屋排気設備又はグローブボックス排気設備で換気することにより崩壊熱を適切に除去する設計とする。
また，建屋排気設備及びグローブボックス排気設備は，燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設の崩壊熱除去に必要な換気風量を確保する設計とする。

機能要求①

主配管（建屋排気
系）
建屋排風機
主配管（グローブ
ボックス排気系）
グローブボックス
排風機

設計方針（崩壊熱
除去に関する設
計）

Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃
棄施設に関する説
明書

2.1　気体廃棄物の廃棄設備の基本方針
2.1.1　設計基準対象の施設
3.1　気体廃棄物の廃棄設備
3.1.1　設計基準対象の施設
(2)設計方針
d.貯蔵施設の崩壊熱除去
e.気体廃棄物の廃棄設備の換気風量

【2.1.1　設計基準対象の施設】
・廃棄設備により冷却することについて説明する。
【d.貯蔵施設の崩壊熱除去】
・各貯蔵設備の崩壊熱を排気設備により冷却することについて説
明する。
【e.気体廃棄物の廃棄設備の換気風量】
・核燃料物質の漏えい防止及び崩壊熱除去を達成するために，必
要な換気風量を設けることについて説明する。

補足すべき事項無し

1

4.核燃料物質の貯蔵施設
核燃料物質の貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項目の「1.核燃料物質の臨界防止」，「2.地盤」，「3.自然現象等」，「4.閉じ
込めの機能」，「5.火災等による損傷の防止」，「6.加工施設内における溢水による損傷の防止」，「7.遮蔽」及び「8.設備に対する要求」に基づくものとす
る。

冒頭宣言 － － － － － －
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基本設計方針の添付書類への展開
（第17条 核燃料物質の貯蔵施設）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

1.
概要 ・核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書の

概要
－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇

・核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書の
概要

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

2.

基本方針 ・貯蔵施設は，燃料集合体出荷までの各工
程において，核燃料物質を貯蔵する設計と
することについて説明する。
・貯蔵施設をMOX燃料加工建屋の内部に設置
することについて説明する。
・各工程において核燃料物質の形態に合わ
せて貯蔵するために，必要な容量を有する
設計とすることについて説明する。
・崩壊熱除去を必要とする貯蔵施設を明確
にし，建屋排気設備等により崩壊熱を適切
に除去できる設計とすることについて説明
する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇

・貯蔵施設は，燃料集合体出荷までの各工
程において，核燃料物質を貯蔵する設計と
することについて説明する。
・貯蔵施設をMOX燃料加工建屋の内部に設置
することについて説明する。
・各工程において核燃料物質の形態に合わ
せて貯蔵するために，必要な容量を有する
設計とすることについて説明する。
・崩壊熱除去を必要とする貯蔵施設を明確
にし，建屋排気設備等により崩壊熱を適切
に除去できる設計とすることについて説明
する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

3.
施設の詳細設計方針 ・貯蔵施設は，各工程間に設置された，貯

蔵設備によって構成することについて説明
する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・貯蔵施設は，各工程間に設置された，貯
蔵設備によって構成することについて記載
する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

3.1

核燃料物質の貯蔵施設の設計 ・貯蔵施設は，各工程において貯蔵するた
めに運転又は最大処理能力を考慮して必要
な容量を設定することについて説明する。
・崩壊熱除去のための換気風量算出に用い
るPu量を示すことについて説明する。ま
た，そのPu量は保安規定にて管理する旨説
明する

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇

・貯蔵施設は，各工程において貯蔵するた
めに運転又は最大処理能力を考慮して必要
な容量を設定することについて説明する。
・崩壊熱除去のための換気風量算出に用い
るPu量を示すことについて説明する。ま
た，そのPu量は保安規定にて管理する旨説
明する

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

3.1.1 貯蔵容器一時保管設備 － － － － － － － － － －

(1)
貯蔵容器一時保管設備の設計 ・貯蔵容器一時保管設備の用途，保管物及

び設備の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・貯蔵容器一時保管設備の用途，保管物及
び設備の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し －

(2)

保有するPu量及び最大貯蔵能力 ・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇

・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し
1-1　貯蔵施設で取り扱う容
器等の数量の設定について

3.1.2 原料MOX粉末缶一時保管設備 － － － － － － － － － －

(1)
原料MOX粉末缶一時保管設備の設計 ・原料MOX粉末缶一時保管設備の用途，保管

物及び設備の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・原料MOX粉末缶一時保管設備の用途，保管
物及び設備の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し －

(2)

保有するPu量及び最大貯蔵能力 ・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇

・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し
1-1　貯蔵施設で取り扱う容
器等の数量の設定について

3.1.3 ウラン貯蔵設備 － － － － － － － － － －

(1)
ウラン貯蔵設備の設計 ・ウラン貯蔵設備の用途，保管物及び設備

の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・ウラン貯蔵設備の用途，保管物及び設備
の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し －

(2)
保有するPu量及び最大貯蔵能力 ・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方

について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し

1-1　貯蔵施設で取り扱う容
器等の数量の設定について

3.1.4 粉末一時保管設備 － － － － － － － － － －

(1)

粉末一時保管設備の設計 ・粉末一時保管設備の用途，保管物及び設
備の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇

・粉末一時保管設備の用途，保管物及び設
備の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し －

(2)

保有するPu量及び最大貯蔵能力 ・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇

・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し
1-1　貯蔵施設で取り扱う容
器等の数量の設定について

3.1.5 ペレット一時保管設備 － － － － － － － － － －

(1)
ペレット一時保管設備の設計 ・ペレット一時保管設備の用途，保管物及

び設備の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・ペレット一時保管設備の用途，保管物及
び設備の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し －

(2)

保有するPu量及び最大貯蔵能力 ・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇

・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し
1-1　貯蔵施設で取り扱う容
器等の数量の設定について

3.1.6 スクラップ貯蔵設備 － － － － － － － － － －

(1)
スクラップ貯蔵設備の設計 ・スクラップ貯蔵設備の用途，保管物及び

設備の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・スクラップ貯蔵設備の用途，保管物及び
設備の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し －

(2)

保有するPu量及び最大貯蔵能力 ・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇

・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し
1-1　貯蔵施設で取り扱う容
器等の数量の設定について

3.1.7 製品ペレット貯蔵設備 － － － － － － － － － －

(1)
製品ペレット貯蔵設備の設計 ・製品ペレット貯蔵設備の用途，保管物及

び設備の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・製品ペレット貯蔵設備の用途，保管物及
び設備の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し －

(2)

保有するPu量及び最大貯蔵能力 ・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇

・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し
1-1　貯蔵施設で取り扱う容
器等の数量の設定について

3.1.8 燃料棒貯蔵設備 － － － － － － － － － －

(1)
燃料棒貯蔵設備の設計 ・燃料棒貯蔵設備の用途，保管物及び設備

の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・燃料棒貯蔵設備の用途，保管物及び設備
の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し －

(2)

保有するPu量及び最大貯蔵能力 ・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇

・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し
1-1　貯蔵施設で取り扱う容
器等の数量の設定について

3.1.9 燃料集合体貯蔵設備 － － － － － － － － － －

(1)
燃料集合体貯蔵設備の設計 ・燃料集合体貯蔵設備の用途，保管物及び

設備の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・燃料集合体貯蔵設備の用途，保管物及び
設備の構造について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し －

(2)

保有するPu量及び最大貯蔵能力 ・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇

・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し
1-1　貯蔵施設で取り扱う容
器等の数量の設定について

Ⅴ－１－３　核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書

MOX目次
MOX添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次
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基本設計方針の添付書類への展開
（第17条 核燃料物質の貯蔵施設）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

MOX目次
MOX添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次

3.1.10 ウラン貯蔵エリア － － － － － － － － － －

(1)
ウラン貯蔵エリアの設計 ・ウラン貯蔵エリアの用途及び保管物につ

いて説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・燃料集合体輸送容器一時保管エリアの用
途及び保管物について説明する。 －

(2)
保有するPu量及び最大貯蔵能力 ・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方

について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。 －

3.1.11 ウラン輸送容器一時保管エリア － － － － － － － － － －

(1)
ウラン輸送容器一時保管エリアの設計 ・ウラン輸送容器一時保管エリアの用途及

び保管物について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・燃料集合体輸送容器一時保管エリアの用
途及び保管物について説明する。 －

(2)
保有するPu量及び最大貯蔵能力 ・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方

について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。 －

3.1.12 燃料棒受入一時保管エリア － － － － － － － － － －

(1)
燃料棒受入一時保管エリアの設計 ・燃料棒受入一時保管エリアの用途及び保

管物について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・燃料集合体輸送容器一時保管エリアの用
途及び保管物について説明する。 －

(2)
保有するPu量及び最大貯蔵能力 ・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方

について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。 －

3.1.13 燃料集合体輸送容器一時保管エリア － － － － － － － － － －

(1)
燃料集合体輸送容器一時保管エリアの設計 ・燃料集合体輸送容器一時保管エリアの用

途及び保管物について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・燃料集合体輸送容器一時保管エリアの用
途及び保管物について説明する。 －

(2)
保有するPu量及び最大貯蔵能力 ・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方

について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方
について説明する。 －

3.2

貯蔵施設における崩壊熱除去の設計 ・崩壊熱除去を考慮する対象施設及び対象
施設に設置される換気設備の名称について
説明する。
・各貯蔵設備の効率的に崩壊熱を除去する
設計について説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇

・崩壊熱除去を考慮する対象施設及び対象
施設に設置される換気設備の名称について
説明する。
・各貯蔵設備の効率的に崩壊熱を除去する
設計について説明する。

－ 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し －

3.2.1
崩壊熱除去に必要な換気風量の算出方法 ・崩壊熱除去に必要な換気風量の算出式に

ついて記載する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・崩壊熱除去に必要な換気風量の算出式に
ついて記載する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し －

3.2.2 崩壊熱除去に必要な換気風量で考慮する条件 － － － － － － － － － －

(1)
各貯蔵施設の崩壊熱除去を考慮するPu量 ・換気風量算出に用いる条件のうち，Pu量

の数値について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・換気風量算出に用いる条件のうち，Pu量
の数値について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し

1-1　貯蔵施設で取り扱う容
器等の数量の設定について

(2)
想定する崩壊熱量 ・換気風量算出に用いる条件のうち，崩壊

熱量の数値について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・換気風量算出に用いる条件のうち，崩壊
熱量の数値について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し

1-1　貯蔵施設で取り扱う容
器等の数量の設定について

(3)
許容温度について ・換気風量算出に用いる条件のうち，許容

温度の数値について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・換気風量算出に用いる条件のうち，許容
温度の数値について説明する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し －

3.2.3
各貯蔵施設における崩壊熱除去に必要な換気風量 ・崩壊熱除去に必要な換気風量を算出した

結果について記載する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・崩壊熱除去に必要な換気風量を算出した
結果について記載する。 － 対象となる設備無しのため，記載事項無し － 対象となる設備無しのため，記載事項無し －

・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

凡例
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添付書類の発電炉との比較

47



別紙４リスト 令和５年４月28日　R１

(1/1)

資料№ 名称 提出日 Rev
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2/28 0

別紙４－３
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⿊字は，第2回設⼯認申請の範囲，灰⾊字は後次回以降の申請で⽰す範囲とする。
各添付書類の「1.概要」については，提出回次以降全て記載するため，下図には記載して
いない。

Ⅴ-1-3 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明
書
3.施設の詳細設計⽅針
3.1核燃料物質の貯蔵施設の設計
3.1.1貯蔵容器⼀時保管設備
3.1.2原料MOX粉末⽸⼀時保管設備
3.1.3ウラン貯蔵設備
3.1.4粉末⼀時保管設備
3.1.5ペレット⼀時保管設備
3.1.6スクラップ貯蔵設備
3.1.7製品ペレット貯蔵設備
3.1.8燃料棒貯蔵設備
3.1.9燃料集合体貯蔵設備
3.1.10ウラン貯蔵エリア
3.1.11ウラン輸送容器⼀時保管エリア
3.1.12燃料棒受⼊⼀時保管エリア
3.1.13燃料集合体輸送容器⼀時保管エリア
3.2 貯蔵施設における崩壊熱除去の設計
3.2.1 崩壊熱除去に必要な換気⾵量の算出

⽅法
3.2.2 崩壊熱除去に必要な換気⾵量で考慮す

る条件
3.2.3 各貯蔵施設における崩壊熱除去に必要

な換気⾵量
●各貯蔵施設の中で取り扱うPu量等の条件を基
に算出した崩壊熱除去に必要な換気⾵量につい
て説明する

基本設計⽅針
第2章 個別項⽬
4.核燃料物質の貯蔵施設
4.1核燃料物質の貯蔵施設の設計
(1)貯蔵容器⼀時保管設備
(2)原料MOX粉末⽸⼀時保管設備
(3)ウラン貯蔵設備
(4)粉末⼀時保管設備
(5)ペレット⼀時保管設備
(6)スクラップ貯蔵設備
(7)製品ペレット貯蔵設備
(8)燃料棒貯蔵設備
(9)燃料集合体貯蔵設備
(10)ウラン貯蔵エリア
(11)ウラン輸送容器⼀時保管エリア
(12)燃料棒受⼊⼀時保管エリア
(13)燃料集合体輸送容器⼀時保管エ
リア
4.2貯蔵施設における崩壊熱除去の設
計

⇒全ての基本設計⽅針を申請

別紙4-1

Ⅴ-1-4 放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明
書
3.施設の詳細設計⽅針
3.1 気体廃棄物の廃棄
設備
3.1.1設計基準対象の施
設
(2) 設計⽅針
e. 気体廃棄物の廃棄設
備の換気⾵量

Ⅴ-1-3では各貯蔵施設の崩壊熱除去に必要
な換気⾵量を設定している。
上記より，各貯蔵施設に設置される換気設備
が，崩壊熱除去のために必要な換気⾵量を
満⾜する設計となっていることを「Ⅴ-1-4 放射
線廃棄物の廃棄施設に関する説明書」におい
て展開する。

第17条 貯蔵施設
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別紙 4-1 

核燃料物質の貯蔵施設に関する説明

書 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(1／40)

基本設計方針 添付書類 備考 
Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書 

1. 概要

2. 基本方針

3. 施設の詳細設計方針

3.1 核燃料物質の貯蔵施設の設計

3.2 貯蔵施設における崩壊熱除去の設計
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(2／40)

基本設計方針 添付書類 備考 

第 2章 個別項目 

4.核燃料物質の貯蔵施設

4.1 核燃料物質の貯蔵施設の設計

貯蔵施設は，原料粉末を受け入れてから成形，被覆，

組立を経て燃料集合体とするまでの各工程間の貯蔵及

び燃料集合体出荷までの貯蔵を行う設計とする。 

貯蔵施設は，燃料加工建屋に収納する設計とする。 

貯蔵施設は，各工程における核燃料物質の形態に応

じて貯蔵するために，ウラン貯蔵設備及び燃料集合体

貯蔵設備は，原料ウラン粉末及び燃料集合体それぞれ

の輸送を考慮して，MOX 燃料加工施設の年間最大処理能

力 130t･HM に対し必要な容量を有する設計とする。ま

た，各工程間の一時保管設備及び貯蔵設備は，次工程へ

の払出までに必要な検査等を考慮し，円滑な運転がで

きる容量を有する設計とする。 

4.2 貯蔵施設における崩壊熱除去の設計 

燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設は，建屋排気設備

又はグローブボックス排気設備で換気することにより

崩壊熱を適切に除去する設計とする。 

また，建屋排気設備及びグローブボックス排気設備

は，燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設の崩壊熱除去に

必要な換気風量を確保する設計とする。 

1. 概要

本資料は，「加工施設の技術基準に関する規則」(以下

「技術基準規則」という。)第十七条に基づき，核燃料

物質の貯蔵施設の各設備における貯蔵容量及び最大貯

蔵能力の根拠，また，核燃料物質からの崩壊熱除去に関

する設計上の考慮について説明する。 

2. 基本方針

貯蔵施設は，原料粉末を受け入れてから成形，被覆，

組立を経て燃料集合体とするまでの各工程間の貯蔵及

び燃料集合体出荷までの貯蔵を行う設計とする。 

また，燃料加工建屋に収納する設計とする。 

貯蔵施設は，各工程における核燃料物質の形態に応じ

て貯蔵するために必要な容量を有する設計とする。ウラ

ン貯蔵設備及び燃料集合体貯蔵設備は，原料ウラン粉末

及び燃料集合体それぞれの輸送を考慮し，MOX 燃料加工

施設の年間最大処理能力 130t･HM に対し必要な容量を

有する設計とする。また，各工程間の一時保管設備及び

貯蔵設備は，次工程への払出しまでに必要な検査等を考

慮し，円滑な運転ができる容量を有する設計とする。

貯蔵施設のうち，原料 MOX 粉末缶一時保管設備，粉末

一時保管設備，ペレット一時保管設備，スクラップ貯蔵

設備及び製品ペレット貯蔵設備はグローブボックス排

気設備で換気することにより崩壊熱を適切に除去する

設計とする。また，貯蔵容器一時保管設備，燃料棒貯蔵

設備，燃料集合体貯蔵設備は建屋排気設備で換気するこ

とにより崩壊熱を適切に除去する設計とする。 

なお，ウラン貯蔵設備，ウラン貯蔵エリア，ウラン輸

送容器一時保管エリア及び燃料棒受入一時保管エリア

については，ウランのみを扱うこと及びウランの崩壊熱

が十分低いことから崩壊熱除去は考慮しない。 

「検査等」の指す内容は，

「3.1 核燃料物質の貯蔵

施設の設計及び最大貯蔵能

力」にて記載しているため，

ここでは等のままとした。 

(4/40)頁へ 

(36/40)頁から 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(3／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

貯蔵施設は，貯蔵容器一時保管設備，原料 MOX 粉末

缶一時保管設備，ウラン貯蔵設備，ウラン貯蔵エリア，

粉末一時保管設備，ペレット一時保管設備，スクラップ

貯蔵設備，製品ペレット貯蔵設備，燃料棒貯蔵設備，燃

料集合体貯蔵設備，ウラン輸送容器一時保管エリア，燃

料棒受入一時保管エリア及び燃料集合体輸送容器一時

保管エリアで構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 施設の詳細設計方針 

貯蔵施設は，貯蔵容器一時保管設備，原料 MOX 粉末缶

一時保管設備，ウラン貯蔵設備，ウラン貯蔵エリア，粉

末一時保管設備，ペレット一時保管設備，スクラップ貯

蔵設備，製品ペレット貯蔵設備，燃料棒貯蔵設備，燃料

集合体貯蔵設備，ウラン輸送容器一時保管エリア，燃料

棒受入一時保管エリア及び燃料集合体輸送容器一時保

管エリアで構成する。 

各貯蔵設備の構成，保管又は貯蔵する設備の構造，Pu

量，最大貯蔵能力等の説明は「3.1 核燃料物質の貯蔵施

設の設計」に示し，各貯蔵設備で考慮した Pu 量を基に

算出した換気風量等の説明は「3.2 貯蔵施設における崩

壊熱除去の設計」に示す。 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(4／40)

基本設計方針 添付書類 備考 

貯蔵施設は，各工程における核燃料物質の形態に応じ

て貯蔵するために，ウラン貯蔵設備及び燃料集合体貯蔵

設備は，原料ウラン粉末及び燃料集合体それぞれの輸送

を考慮して，MOX 燃料加工施設の年間最大処理能力

130t･HM に対し必要な容量を有する設計とする。また，

各工程間の一時保管設備及び貯蔵設備は，次工程への払

出までに必要な検査等を考慮し，円滑な運転ができる容

量を有する設計とする。 

3.1 核燃料物質の貯蔵施設の設計 

貯蔵施設のうち，外部より原料ウラン粉末を受け入れ

るウラン貯蔵設備及び燃料集合体を外部へ払い出すま

で貯蔵する燃料集合体貯蔵設備は，冬季の輸送又は輸送

中のトラブルにより原料粉末を受け入れられない又は

燃料集合体を払い出すことが出来ないことを考慮して

も年間最大処理能力 130t･HM を達成できるよう貯蔵容

量を設定する。 

また，その他の貯蔵施設は年間最大処理能力 130t･HM

を達成するために円滑な運転ができるように前工程と

の取り合い，後工程で実施する検査までの期間及び後工

程に払い出すまでの裕度を考慮した貯蔵容量を設定す

る。 

なお，各貯蔵施設は取り扱う容器等を貯蔵できるよ

う，必要な数のピット等を有する設計とする。 

各貯蔵施設の最大貯蔵量は，崩壊熱除去を考慮する必

要のある Pu 量及び最大貯蔵能力とし，取り扱う容器等，

貯蔵施設の構造及び実際の運転を考慮して設定する。 

なお，各貯蔵施設における崩壊熱除去を考慮する必要

のある Pu 量は，崩壊熱除去に必要な換気風量の算定に

用いた最大量を想定したものであり，これを超えないこ

とを保安規定に定めて管理する。 

「容器等」及び「ピット等」

の指す内容は，3.1.1 以降の

個別設備の設計に記載する

ため，ここでは等のままと

した。 

(2/40)頁から 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(5／40)

基本設計方針 添付書類 備考 

(１)貯蔵容器一時保管設備

貯蔵容器一時保管設備は，再処理施設から受け入れた

混合酸化物貯蔵容器及び再処理施設へ返却する混合酸

化物貯蔵容器(再処理施設と共用(以下同じ。))並びに混

合酸化物貯蔵容器に収納された容器（粉末缶）(再処理

施設と共用(以下同じ。))を保管する設計とする。 

貯蔵容器一時保管設備は，一時保管ピットで構成す

る。 

また，一時保管ピットは，混合酸化物貯蔵容器及び容

器(粉末缶)を保管するために必要な数のピットを設け

る設計とする。 

混合酸化物貯蔵容器及び容器（粉末缶）は，再処理施

設と共用する。共用する混合酸化物貯蔵容器及び容器

（粉末缶）は，共用によって仕様（種類，容量及び主要

材料），遮蔽設計，閉じ込め機能及び臨界安全の方法に

変更はないため，共用によって MOX 燃料加工施設の安

全性を損なわない設計とする。 

3.1.1 貯蔵容器一時保管設備 

(1) 貯蔵容器一時保管設備の設計

貯蔵容器一時保管設備は，再処理施設より混合酸化

物貯蔵容器を受け入れてから混合酸化物貯蔵容器の

中に入っている容器(粉末缶)を取り出すまでの保管

及び空になった容器(粉末缶)を収納した混合酸化物

貯蔵容器を再処理施設に返却するまでの間，混合酸化

物貯蔵容器を一時的に保管する設備である。 

貯蔵容器一時保管設備は，一時保管ピットで構成す

る。 

再処理施設から受け入れる粉末は 1 種類当たり 2

基の混合酸化物貯蔵容器に収納されている。粉末調整

工程では物性の異なる粉末を 4種類使用し，富化度調

整を実施するため，加工のためには最低 8基の混合酸

化物貯蔵容器が必要となる。 

一時保管ピットは，上記に示す加工に必要な混合酸

化物貯蔵容器 8 基及び再処理施設に返却する同数の

空の混合酸化物貯蔵容器 8 基の計 16 基に裕度を考慮

して，32 基の混合酸化物貯蔵容器を保管できるよう

設計する。 

また，一時保管ピットは，ピット 1個当たり混合酸

化物貯蔵容器を 1 基保管できるよう設計し，計 32 個

のピットを設ける設計とする。 

混合酸化物貯蔵容器及び容器(粉末缶)の概略図を

第 3.1.1-1 図に，一時保管ピットの構造を第 3.1.1-2

図に示す。 

混合酸化物貯蔵容器及び容器(粉末缶)は次回以降

に申請する。なお，次回以降に申請する混合酸化物貯

蔵容器及び容器(粉末缶)は，平成 24 年 6 月 28 日付

け平成 23・02・24 原第６号にて認可を受けた設工認

申請書の混合酸化物貯蔵容器及び容器(粉末缶)と同

じである。 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(6／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1.1-1 図 混合酸化物貯蔵容器及び容器(粉末缶)の

概略 

 

 

 

 

 

 
第 3.1.1-2 図 一時保管ピットの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

混合酸化物貯蔵容器及び容

器(粉末缶)は次回以降に申

請する。なお，合酸化物貯蔵

容器及び容器(粉末缶)は，

平成 24 年 6 月 28 日付け平

成 23・02・24 原第６号にて

認可を受けた設工認申請書

のト.核燃料物質の貯蔵施

設の添付図面「第 2.1-3 図 

混合酸化物貯蔵容器構造

図」及び「第 2.1-4 図 粉末

缶構造図」と同じである。 

 

貯蔵容器一時保管設備の構

造図は，第 2 回申請の 2 項

変 更 の 添 付 図 面 の 「 第

2.5.4.1.1 図 核燃料物質の

貯蔵施設 貯蔵容器一時保

管設備の構造図 一時保管

ピット(PA0112-M-01101)」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56



別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(7／40)

基本設計方針 添付書類 備考 
(2) 保有する Pu 量及び最大貯蔵能力

「(1) 貯蔵容器一時保管設備の設計」より貯蔵容

器一時保管設備は，加工に必要となる 16 基に裕度を

考慮して，計32基の混合酸化物貯蔵容器を貯蔵する。 

混合酸化物貯蔵容器に収納する原料 MOX 粉末の富

化度は，一律 50％の富化度として，保有する Pu 量を

算出する。 

通常運転時，半分は空の容器を貯蔵する運用では

あるものの，Pu 量の算出及び最大貯蔵能力の設定に

際しては保守的に全ての容器に原料 MOX 粉末が収納

された状態を想定する。 

以上を踏まえ，貯蔵容器一時保管設備で保有する

Pu量は576kg･Puであり，最大HM量としては，1.152t･

HM となるため，裕度を考慮し，最大貯蔵能力は 1.2t･

HM と設定する。 

なお，詳細については，第 3.1.1-1 表に示す。 

第 3.1.1-1 表 貯蔵容器一時保管設備の貯蔵量 

※１ 平成 24 年 6 月 28 日付け平成 23・02・24 原第６号

にて認可を受けた設工認申請書の混合酸化物貯蔵

容器及び容器(粉末缶)と同じ 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(8／40)

基本設計方針 添付書類 備考 

(２)原料 MOX 粉末缶一時保管設備

原料 MOX 粉末缶一時保管設備は，原料 MOX 粉末を収

納した容器（粉末缶）を次工程へ払い出すまで保管する

設計とする。 

原料 MOX 粉末缶一時保管設備は，原料 MOX 粉末缶一

時保管装置グローブボックス，ピットを有した原料 MOX

粉末缶一時保管装置及び原料 MOX 粉末缶一時保管搬送

装置で構成する。また，原料 MOX 粉末缶一時保管装置

は，容器（粉末缶）を保管するために，必要な数のピッ

トを設ける設計とする。

3.1.2 原料 MOX 粉末缶一時保管設備 

(1) 原料 MOX 粉末缶一時保管設備の設計

原料 MOX 粉末缶一時保管設備は，混合酸化物貯蔵容

器から取り出した容器(粉末缶)を秤量分取するまで

の保管及び秤量分取され空となった容器(粉末缶)を

混合酸化物貯蔵容器に収納するまでの間，容器(粉末

缶)を一時的に保管する設備である。 

原料 MOX 粉末缶一時保管設備は，原料 MOX 粉末缶

一時保管装置グローブボックス，原料 MOX 粉末缶一時

保管装置及び原料 MOX 粉末缶一時保管搬送装置で構

成する。 

粉末調整工程では，物性の異なる 4種類の粉末を使

用する。また，貯蔵容器には容器(粉末缶)3 缶が内包

されていることから，4 種類×3 缶の 12 缶の容器(粉

末缶)を保管する必要がある。 

原料 MOX 粉末缶一時保管装置は，加工に必要な容器

(粉末缶)12 缶及び貯蔵容器一時保管設備に返却する

同数の空となった容器(粉末缶)12缶の計24缶を保管

できるよう設計する。 

また，ピット 1 個当たり容器(粉末缶)を 1 缶保管

できるよう設計し，計 24 個のピットを設ける設計と

する。 

原料 MOX 粉末缶一時保管装置の構造を第 3.1.2-1

図に示す。 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(9／40)

基本設計方針 添付書類 備考 

第 3.1.2-1 図 原料 MOX 粉末缶一時保管装置の構造 

原料 MOX 粉末缶一時保管設

備の構造図は，第 2回申請の

1 項新規の添付図面の「第

2.5.4.2.1 図 核燃料物質の

貯蔵施設 原料 MOX 粉末缶

一時保管設備の構造図 原

料 MOX 粉末缶一時保管装置

(PA0122-M-01110)」に示す。 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(10／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 保有する Pu 量及び最大貯蔵能力 

「(1) 原料 MOX 粉末缶一時保管設備の設計」より

原料 MOX 粉末缶一時保管設備は，加工に必要となる計

24 缶の容器（粉末缶）を保管する。 

容器（粉末缶）に収納する原料 MOX 粉末の富化度

は，一律 50％の富化度として，保有する Pu 量を算出

する。 

通常運転時，半分は空の容器を貯蔵する運用では

あるものの，Pu 量の算出及び最大貯蔵能力の設定に

際しては，保守的に全ての容器に原料 MOX 粉末が収

納された状態を想定する。 

以上を踏まえ，原料 MOX 粉末缶一時保管設備で保

有する Pu 量は 144kg･Pu であり，最大 HM 量として

は，0.288t･HM となるため，裕度を考慮し，最大貯蔵

能力は 0.3t･HM と設定する。 

なお，詳細については，第 3.1.2-1 表に示す。 

 

第 3.1.2-1 表 原料 MOX 粉末缶一時保管設備の貯蔵量 

 
※１ 平成 24 年 6 月 28 日付け平成 23・02・24 原第６号

にて認可を受けた設工認申請書の混合酸化物貯蔵

容器及び容器(粉末缶)と同じ 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(11／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

(３)ウラン貯蔵設備 

ウラン貯蔵設備は，原料ウラン粉末又は粉末混合のた

めの未使用のウラン合金ボールを収納した容器（ウラン

粉末缶）を次工程へ払い出すまで貯蔵する設計とする。

また，試験に用いたウランを収納した容器（ウラン粉末

缶）を貯蔵する設計とする。なお，容器（ウラン粉末缶）

は収納パレットに積載し，収納パレットは 676 基設ける

設計とする。 

ウラン貯蔵設備は，ウラン貯蔵棚，ウラン粉末缶貯蔵

容器及びウラン粉末缶入出庫装置で構成する。また，ウ

ラン貯蔵棚は，容器（ウラン粉末缶）及び収納パレット

を貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。 

ウラン貯蔵設備のうち，ウラン粉末缶入出庫装置は 2

台設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，ウラン粉末缶貯蔵容器は容器(ウラン粉末缶)を

収納しウラン貯蔵エリアで取り扱う設計とする。また，

ウラン粉末缶貯蔵容器の基数は最大 128 基設ける設計

とし，これを超えないことを保安規定に定めて，管理す

る。 

 

 

 

3.1.3 ウラン貯蔵設備 

(1) ウラン貯蔵設備の設計 

ウラン貯蔵設備は，ウラン粉末缶貯蔵容器及びウラ

ン粉末缶輸送容器から容器(ウラン粉末缶)を取り出

してから秤量分取するまでの貯蔵及び未使用のウラ

ン合金ボールを混合工程に払い出すまでの貯蔵並び

に試験に用いたウラン粉末を貯蔵する設備である。 

ウラン貯蔵設備は，ウラン貯蔵棚，ウラン粉末缶貯

蔵容器及びウラン粉末缶入出庫装置で構成する。 

ウラン貯蔵設備のうち，ウラン粉末缶入出庫装置は

2台ウラン貯蔵室に設置する設計とする。 

MOX燃料加工施設の年間最大処理能力は130t･HMで

あり，必要となる希釈に用いる原料ウラン粉末は約

120t･HM/年となる。原料ウラン粉末は外部から調達す

るため，冬期間や輸送中のトラブルによって輸送でき

ない期間があった場合でも，安定して工場を操業でき

ることを考慮し，最大貯蔵能力は年間の必要量の約半

分となる 60t･HM と設定する。 

原料ウラン粉末，ウラン合金ボール及び試験に用い

たウラン粉末は，容器(ウラン粉末缶)に収納し貯蔵す

る。 

容器(ウラン粉末缶)は収納パレット又はウラン粉

末缶貯蔵容器に収納する設計とする。容器(ウラン粉

末缶)は，収納パレット 1 基当たり 4 缶積載できる設

計とし，ウラン粉末缶貯蔵容器 1 基当たり 3 缶収納

できる設計とする。 

また，収納パレットはウラン貯蔵室に 676 基，ウラ

ン粉末缶貯蔵容器は燃料集合体クレーン室に最大

128 基設ける設計とする。ウラン粉末缶貯蔵容器は

128 基を超えて取り扱わないことを保安規定に定め

て管理する。 

収納パレット及び容器(ウラン粉末缶)の概略図を
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(12／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1.3-1 図に示す。 

ウラン貯蔵設備の構造は，9段×19 列の区画を有し

た棚と，9段×19 列からウラン粉末缶入出庫装置とウ

ラン受入設備の収納パレットの取り合い部分の 4 区

画を除いた棚を有し，それらを 2 系統設置すること

で，計 676 基の収納パレットを貯蔵できる設計とす

る。 

ウラン貯蔵棚の構造を第 3.1.3-2 図に示す。 

 

 

 

 

第 3.1.3-1 図 収納パレット及び容器(ウラン粉末缶)の

概略

 
第 3.1.3-2 図 ウラン貯蔵設備の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン貯蔵設備の構造図

は，第 2 回申請の 1 項新規

の添付図面の「第 2.5.4.3.1

図 核燃料物質の貯蔵施設 

ウラン貯蔵設備の構造図 

ウラン貯蔵棚(PA0114-M-

02111，-02121)」に示す。 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(13／40)

基本設計方針 添付書類 備考 
(2) 保有する Pu 量及び最大貯蔵能力

「(1) ウラン貯蔵設備の設計」よりウラン貯蔵設備

は 1基あたり容器（ウラン粉末缶）4缶収納可能な収

納パレットを 676 基確保する設計としており，容器

（ウラン粉末缶）を 2704 缶取り扱う。

ウラン貯蔵設備はウランのみを取り扱うため，Pu

は保有しない。 

また，容器（ウラン粉末缶）は，原料ウラン粉末及

び未使用のウランボールを収納する設計としており，

最大貯蔵能力の設定においては，全数原料ウラン粉末

を貯蔵することを想定する。 

以上を踏まえ，ウラン貯蔵設備は最大 HM 量として

は，59.488t･HM であり，裕度を考慮して最大貯蔵能

力は 60ｔ･HM とする。 

詳細については，第 3.1.3-1 表に示す。 

なお，ウランボールは密度が高く，1容器あたりの

容量が大きくなるが，ウラン貯蔵施設全体として最

大貯蔵能力を超えることがないよう保安規定に定め

て管理する。 

第 3.1.3-1 表 ウラン貯蔵設備の貯蔵量 

※１ ウラン粉末缶に原料ウラン粉末を入れた際の kg･

UO2 より酸素量を除くための係数 0.882 を乗じた数

字 

63



別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(14／40)

基本設計方針 添付書類 備考 

(４)粉末一時保管設備

粉末一時保管設備は，原料ウラン粉末，予備混合した

粉末，一次混合した粉末，二次混合した粉末，均一化混

合した粉末，造粒した粉末，添加剤混合した粉末又は回

収粉末を次工程へ払い出すまで容器（Ｊ60，Ｊ85 又は

Ｕ85）に収納し保管する設計とする。また，スクラップ

を収納したＣＳ・ＲＳ保管ポット，ＣＳ・ＲＳ回収ポッ

ト又は先行試験ポットを５缶バスケット又は１缶バス

ケットに積載し保管する設計とする。

粉末一時保管設備は，粉末一時保管装置グローブボッ

クス，ピットを有した粉末一時保管装置及び粉末一時保

管搬送装置で構成する。また，粉末一時保管装置は，容

器（Ｊ60，Ｊ85，Ｕ85，５缶バスケット，１缶バスケッ

ト，ＣＳ・ＲＳ保管ポット，ＣＳ・ＲＳ回収ポット及び

先行試験ポット）を保管するために，必要な数のピット

を設ける設計とする。

3.1.4 粉末一時保管設備 

(1) 粉末一時保管設備の設計

粉末一時保管設備は，粉末一時保管設備は，原料ウ

ラン粉末，予備混合した粉末，一次混合した粉末，二

次混合した粉末，均一化混合した粉末，造粒した粉末

を収納した容器(J60，J85 又は U85)を次工程に払い出

すまで保管，小規模試験に用いる先行試験ポットを小

規模試験設備に払い出すまでの保管及び粉末調整の

際に発生したスクラップを収納した CS･RS 保管ポッ

ト又は CS･RS 回収ポットをスクラップ処理設備に払

い出すまで一時的に保管する設備である。

粉末一時保管設備は，粉末一時保管装置グローブボ

ックス，粉末一時保管装置及び粉末一時保管搬送装置

で構成する。 

粉末調整工程では，円滑な運転のため容器(J60)30

缶，容器(J85)46 缶，容器(U85)2 缶，容器(5 缶バス

ケット)8 基，容器(1 缶バスケット)1 基の計 87 基を

取り扱う。

また，CS･RS 保管ポット，CS･RS 回収ポット及び先

行試験ポットは容器(5 缶バスケット)又は容器(1 缶

バスケット)に積載し，保管する。 

容器(J60，J85，U85，CS･RS 保管ポット，CS･RS 回

収ポット，先行試験ポット，5缶バスケット及び 1缶

バスケット)の概略図を第 3.1.4-1 図に示す。 

粉末一時保管設備の構造は，粉末調整工程で取り扱

う容器に加え，設備の保守･校正のための機材用容器

の保管も考慮し，1ピット当たり容器 1基を保管でき

るよう 94 個のピットを設ける設計とする。 

粉末一時保管装置の構造を第 3.1.4-2 図に示す。 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(15／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 3.1.4-1 図 容器(J60，J85，U85，CS･RS 保管ポッ

ト，CS･RS 回収ポット，先行試験ポット，5缶バスケット

及び 1缶バスケット)の概略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 3.1.4-2 図 粉末一時保管設備の構造 

 

 

 

容器(CS･RS 回収ポット及び

先行試験ポット)の構造図

は，第 2 回申請の 1 項新規

の添付図面の「第 2.5.4.4.6

図 核燃料物質の貯蔵施設 

粉末一時保管設備の構造図 

容器(先行試験ポット)」及

び「第 2.5.4.4.7 図 核燃料

物質の貯蔵施設 粉末一時

保管設備の構造図 容器

(CS･RS 回収ポット)」に示

す。 

また，容器(J60，J85，CS･RS

保管ポット，5缶バスケット

及び1缶バスケット)の構造

図は，第 2 回申請の 2 項変

更 の 添 付 図 面 の 「 第

2.5.4.4.1 図 核燃料物質の

貯蔵施設 粉末一時保管設

備の構造図 容器(J60)」か

ら「第 2.5.4.4.5 図 核燃料

物質の貯蔵施設 粉末一時

保管設備の構造図 容器(1

缶バスケット)」に示す。 

 

粉末一時保管設備の構造図

は，第 2 回申請の 2 項変更

の添付図面の「第 2.5.4.4.8

図 核燃料物質の貯蔵施設 

粉末一時保管設備の構造図 

粉 末 一 時 保 管 装 置

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(16／40)

基本設計方針 添付書類 備考 
(2) 保有する Pu 量及び最大貯蔵能力

「(1) 粉末一時保管設備の設計」より粉末一時保管

設備は円滑な運転のため，容器(J60)30 缶，容器

(J85)46 缶，容器(U85)2 缶，容器(5 缶バスケット)8

基，容器(1 缶バスケット)1 基の計 87 基を取り扱う。 

容器（J60）30 缶の内訳として，予備混合した粉末

及び一次混合した粉末が 16 缶，CS として利用及び貯

蔵する粉末が 10 缶であり，残り 4缶は空の容器とす

る。 

容器（J85）46 缶の内訳として，二次混合した粉末，

均一化混合した粉末及び造粒した粉末が 33 缶であ

り，残りの 13 缶は空の容器とする。 

容器(U85)は希釈に用いる原料ウラン粉末を 2 缶と

する。 

容器（5缶バスケット）はスクラップ粉末を収納し

た CS･RS 保管ポット又は CS･RS 回収ポットを 5 缶積

載している状態のものを 8基とする。 

容器（1缶バスケット）は，容量としては 2㎏であ

るが，実際の運用としては先行試験用の試料採取のみ

であり，少量であることから空の容器 1基とする。 

ここで，粉末一時保管設備に貯蔵する粉末の富化度

としては，予備混合した粉末及び一次混合した粉末は

30%とし，スクラップとして利用及び各工程で発生す

るスクラップ粉末については 10%とし，その他の粉末

については，最終的に目標の富化度とするが，ここで

は保守的に 16%として評価する。 

以上を踏まえ，粉末一時保管設備で保有する Pu 量

は 766kg･Pu であり，最大貯蔵の HM 量としては，

5.654t･HM となるため，裕度を考慮して，最大貯蔵能

力は 6.1t･HM と設定する。 

なお，詳細は表 3.1.4-1 に示す。 

11,12(PA0112-M-01101, 

-01102,-01103,-01104,

-01105,-01106,-01107,

-01108,-01109,-01110,

-01111,-01112)」に示す。
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(17／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1.4-1 表 粉末一時保管設備の貯蔵量 

 
※1 J60 の仕様表の容量に kg･MOX から kg･HM への換算係

数 0.882 を乗じた数字 

※2 実際の運転上は空の容器であるが， 大貯蔵能力の

設定にあたり保守的に原料 MOX 粉末，CS 粉末又は RS

粉末が収納されている状態を想定して評価するもの 

※3 J85 の仕様表の容量に kg･MOX から kg･HM への換算係

数 0.882 を乗じた数字 

※4 5 缶バスケットの仕様表の容量に kg･MOX から kg･HM

への換算係数 0.882 を乗じた数字 

※5 1 缶バスケットの仕様表の容量に kg･MOX から kg･HM

への換算係数 0.882 を乗じた数字 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(18／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

(５)ペレット一時保管設備 

ペレット一時保管設備は，グリーンペレット，焼結し

たペレット，ＣＳペレット又は規格外ペレットを収納し

た容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，スクラップ

焼結ボート又は規格外ペレット保管容器）を次工程へ払

い出すまで保管する設計とする。また，容器（焼結ボー

ト，先行試験焼結ボート，スクラップ焼結ボート又は規

格外ペレット保管容器）は収納パレットに積載し貯蔵す

る設計とする。 

 

 

ペレット一時保管設備は，ペレット一時保管棚グロー

ブボックス，ペレット一時保管棚，焼結ボート入出庫装

置，焼結ボート受渡装置グローブボックス及び焼結ボー

ト受渡装置で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，ペレット一時保管棚は，容器（焼結ボート，先

行試験焼結ボート，スクラップ焼結ボート及び規格外ペ

レット保管容器）及び収納パレットを保管するために，

必要な数の棚を設ける設計とする。 

3.1.5 ペレット一時保管設備 

(1) ペレット一時保管設備の設計 

ペレット一時保管設備は，以下のグリーンペレット

及び焼結ペレットを保管する設備である。 

・圧縮成形してから焼結炉に入るまでのグリーン

ペレット(CS ペレット及び先行試験用のペレット

を含む。) 

・焼結後，研削･検査設備に払い出すまでの焼結ペ

レット(製品ペレット) 

・焼結後，スクラップ貯蔵に払い出すまでの焼結ペ

レット (CS ペレット(研削･検査において規格外と

なったペレットを含む。) 

ペレット一時保管設備は，ペレット一時保管棚グ

ローブボックス，ペレット一時保管棚，焼結ボート

入出庫装置，焼結ボート受渡装置グローブボックス

及び焼結ボート受渡装置で構成する。 

また，製品ペレットは容器(焼結ボート)，先行試

験用の CS ペレットは容器(先行試験焼結ボート)，

圧縮成形でスクラップとなった CS ペレットは容器

(スクラップ焼結ボート)に積載し，ペレット一時保

管室に設けた収納パレット-1 又は収納パレット-2

に収納し，ペレット一時保管設備で保管する。 

研削･検査後の規格外ペレットは容器(規格外ペ

レット保管容器)に積載し，収納パレット-2 に収納

し，ペレット一時保管設備で保管する。 

収納パレット及び容器(焼結ボート，先行試験焼

結ボート及びスクラップ焼結ボート)の概略図を第

3.1.5-1 図に示す。 

ペレット加工工程では，円滑な運転のため容器

(焼結ボート)192 基(予備の 13 基を含む。)，容器

(先行試験焼結ボート)3 基，容器(スクラップ焼結

ボート)6 基及び容器(規格外ペレット保管容器)4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68



別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(19／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基の計 205 基を取り扱う。 

ペレット一時保管設備の構造は，予備を除いた容

器数となる192基を収納できるよう8段×8列の棚

を 3基設置し，192 個の棚を設ける設計とする。ま

た，棚に収納する収納パレットは容器(焼結ボート，

先行試験焼結ボート及びスクラップ焼結ボート)を

収納できる収納パレット-1 を 188 基，規格外ペレ

ット保管容器を収納できる収納パレット-2 を 4 基

設ける設計とする。 

ペレット一時保管棚の構造を第 3.1.5-2 図に示

す。 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(20／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1.5-1 図 収納パレット及び容器(焼結ボート，先行

試験焼結ボート及びスクラップ焼結ボート)の概略 

 

 

 

 

 
第 3.1.5-2 図 ペレット一時保管設備の構造 

 

収納パレット及び容器(焼

結ボート，先行試験焼結ボ

ート及びスクラップ焼結ボ

ート)の構造図は，第 2回申

請の 2 項変更の添付図面の

「第2.5.4.5.1図 核燃料物

質の貯蔵施設 ペレット一

時保管設備の構造図 収納

パ レ ッ ト -1 」 か ら 「 第

2.5.4.5.5 図 核燃料物質の

貯蔵施設 ペレット一時保

管設備の構造図 容器(ス

クラップ焼結ボート)」に示

す。 

 

ペレット一時保管設備の構

造図は，第 2 回申請の 2 項

変 更 の 添 付 図 面 の 「 第

2.5.4.5.6 図 核燃料物質の

貯蔵施設 ペレット一時保

管設備の構造図 ペレット

一 時 保 管 棚 － 1, － 2, －

3(PA0136-M-01101,-01102, 

-01103)」に示す。 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(21／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 保有する Pu 量及び最大貯蔵能力 

「(1) ペレット一時保管設備の設計」よりペレット

一時保管設備は，容器(焼結ボート)192 基(予備の 13

基を含む。)，容器(先行試験焼結ボート)3 基，容器

(スクラップ焼結ボート)6 基及び容器(規格外ペレッ

ト保管容器)4 基の計 205 基を取り扱い，容器(焼結ボ

ート，先行試験焼結ボート及びスクラップ焼結ボー

ト)を収納できる収納パレット-1 を 188 基，規格外ペ

レット保管容器を収納できる収納パレット-2 を 4 基

設ける設計である。 

収納パレット-1 に収納できる容器のうち，容量が

が多いのは，焼結ボートであり，Pu 量及び HM 量の算

出に当たり，焼結ボート 188 基及び規格外ペレット保

管容器 4基として算出する。 

また，ペレット一時保管設備で取り扱うペレットの

富化度としては，保守的に 14%とする。 

以上を踏まえ，ペレット一時保管設備は 220.64kg

の Pu を保有し，最大 HM 量としては 1.576t･HM とな

るため，裕度を考慮して，最大貯蔵能力は 1.7ｔ･HM

と設定する。 

なお，詳細は表 3.1.5-1 に示す。 

 

第 3.1.5-1 表 ペレット一時保管設備の貯蔵量 

 
※1 焼結ボートの仕様表の容量に kg･MOX から kg･HM への

換算係数 0.882 を乗じた数字 

※2 規格外ペレット保管容器の仕様表の容量に kg･MOX か

ら kg･HM への換算係数 0.882 を乗じた数字 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(22／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

(６)スクラップ貯蔵設備 

スクラップ貯蔵設備は，ＣＳ粉末若しくはＣＳペレッ

ト又はＲＳ粉末若しくはＲＳペレットを収納した容器

（ＣＳ・ＲＳ保管ポット）を９缶バスケットに積載し貯

蔵する設計とする。また，規格外ペレットを収納した規

格外ペレット保管容器を貯蔵する設計とする。さらに，

試験に用いたウランを収納した容器（ＣＳ・ＲＳ保管ポ

ット）を９缶バスケットに積載し貯蔵する設計とする。 

容器（ペレット保管容器，９缶バスケット，規格外ペ

レット保管容器）は，収納パレットに積載し貯蔵する設

計とする。 

 

スクラップ貯蔵設備は，スクラップ貯蔵棚グローブボ

ックス，スクラップ貯蔵棚，スクラップ保管容器入出庫

装置，スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス及

びスクラップ保管容器受渡装置で構成する。また，スク

ラップ貯蔵棚は，容器（ペレット保管容器，９缶バスケ

ット，規格外ペレット保管容器及びＣＳ・ＲＳ保管ポッ

ト）及び収納パレットを貯蔵するために，必要な数の棚

を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 スクラップ貯蔵設備 

(1) スクラップ貯蔵設備の設計 

スクラップ貯蔵設備は，粉末調整工程及びペレット

加工工程で発生した再利用可能な粉末又はペレット

(以下，「CS 粉末」又は「CS ペレット」という。)を回

収粉末処理･詰替装置に払い出すまでの貯蔵及び再利

用に適さない粉末又はペレット(以下，「RS 粉末」又

は「RS ペレット」という。)及び試験に用いたウラン

粉末を貯蔵する設備である。 

また，CS 粉末又は CS ペレット，RS 粉末又は RS ペ

レット及び試験に用いたウラン粉末は容器(9 缶バス

ケット)又は容器(規格外ペレット保管容器)に積載

し，収納パレットで貯蔵する。 

スクラップ貯蔵設備は，スクラップ貯蔵棚グローブ

ボックス，スクラップ貯蔵棚，スクラップ保管容器入

出庫装置，スクラップ保管容器受渡装置グローブボッ

クス及びスクラップ保管容器受渡装置で構成する。 

CS粉末及びCSペレットの発生量は１度の加工で最

大約 6.2t･HM 程度と想定しており，それらを収納する

ために，容器(9 缶バスケット)換算で約 130 基必要と

なる。スクラップ貯蔵設備は，上記に加えて，RS 粉

末，RS ペレット，試験に用いたウラン粉末の保管及

び裕度を考慮し，容器(9 缶バスケット)204 基及び容

器(規格外ペレット保管容器)6基の計210基を取り扱

う。 

収納パレット及び容器(規格外ペレット保管容器，

CS･RS 保管ポット及び 9 缶バスケット)の概略図を第

3.1.6-1 図に示す。 

スクラップ貯蔵棚は，容器(9 缶バスケット，規格

外ペレット保管容器)210 基を収納できるよう，6 段

×7 列の棚を 5 基設置し，210 個の棚を設ける設計と

する。また，棚に収納する収納パレットはペレット・
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(23／40)

基本設計方針 添付書類 備考 
スクラップ貯蔵室に 210 基設ける設計とする。

スクラップ貯蔵棚の構造を第 3.1.6-2 図に示す。

第 3.1.6-1 図 収納パレット及び容器(規格外ペレット保

管容器，CS･RS 保管ポット及び 9缶バスケット)の概略 

第 3.1.6-2 図 スクラップ貯蔵設備の構造 

収納パレット及び容器(規

格外ペレット保管容器及び

9 缶バスケット)の構造図

は，第 2 回申請の 2 項変更

の添付図面の「第 2.5.4.6.1

図 核燃料物質の貯蔵施設 

スクラップ貯蔵設備の構造

図 収納パレット」から「第

2.5.4.6.3 図 核燃料物質の

貯蔵施設 スクラップ貯蔵

設備の構造図 容器(規格

外ペレット保管容器)」に示

す。

スクラップ貯蔵設備の構造

図は，第 2 回申請の 2 項変

更 の 添 付 図 面 の 「 第

2.5.4.6.4 図 核燃料物質の

貯蔵施設 スクラップ貯蔵

設備の構造図 スクラップ

貯蔵棚-1(PA0138-M-01101)

」，「第 2.5.4.6.5 図 核燃

料物質の貯蔵施設 スクラ

ップ貯蔵設備の構造図 ス

ク ラ ッ プ 貯 蔵 棚 -2,-3,-

4(PA0138-M-01102,-01103,

-01104)」及び「第 2.5.4.6.6

図 核燃料物質の貯蔵施設

スクラップ貯蔵設備の構造

図 スクラップ貯蔵棚-

73



別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(24／40)

基本設計方針 添付書類 備考 
(2) 保有する Pu 量及び最大貯蔵能力

「(1) スクラップ貯蔵設備の設計」よりスクラップ

貯蔵設備は，容器(9 缶バスケット)204 基及び容器(規

格外ペレット保管容器)6 基の計 210 基を取り扱う。 

また，スクラップ貯蔵設備で取り扱う CS 粉末及び

CS ペレット並びに RS 粉末及び RS ペレットの富化度

はスクラップ貯蔵設備の臨界管理上の数字である富

化度の 14%とした。 

スクラップ貯蔵設備で保有する Pu 量及び HM 量に

ついては，保守的に全ての容器に CS ペレット又は RS

ペレットが入っていることを想定し算出する。 

以上を踏まえ，スクラップ貯蔵設備の Pu 量は

1386kg であり，HM 量は 9.9ｔ･HM となるため，裕度を

考慮して，最大貯蔵能力としては 10ｔ･HM と設定す

る。 

なお，詳細は表 3.1.6-1 に示す。 

第 3.1.6-1 表 スクラップ貯蔵設備の貯蔵量 

※1 9缶バスケットは CS･RS 保管ポットを 9缶積載するも

のであり，容量は仕様表に記載の容量を 9つかけたも

のに kg･MOX から kg･HM への換算係数 0.882 を乗じた

数字 

※2 規格外ペレット保管容器の仕様表の容量にkg･MOXか

ら kg･HM への換算係数 0.882 を乗じた数字 

5(PA0138-M-01105) 」 に 示

す。 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(25／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

(７)製品ペレット貯蔵設備 

製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレット，規格外ペレ

ット又はペレット保存試料を貯蔵する設計とする。それ

ぞれのペレットは，ペレット保管容器又はペレット保存

試料保管容器に収納し貯蔵する。また，容器（ペレット

保管容器及びペレット保存試料保管容器）は，収納パレ

ットに収納し貯蔵する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレット貯蔵棚グロー

ブボックス，製品ペレット貯蔵棚，ペレット保管容器入

出庫装置，ペレット保管容器受渡装置グローブボック

ス，ペレット保管容器受渡装置で構成する。また，製品

ペレット貯蔵棚は，容器（ペレット保管容器及びペレッ

ト保存試料保管容器）及び収納パレットを貯蔵するため

に，必要な数の棚を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7 製品ペレット貯蔵設備 

(1) 製品ペレット貯蔵設備の設計 

製品ペレット貯蔵設備は，研削･検査が完了した製

品ペレットを次工程の被覆施設に払い出すまでの間

の貯蔵及びペレット保存試料を一定期間貯蔵する設

備である。 

また，製品ペレットは，研削･検査を実施後，ペレ

ット保管容器に積載し貯蔵するが，抜き取りで実施す

る分析の結果次第では規格外となる可能性もあり，場

合によっては規格外ペレットとなる。なお，製品ペレ

ットは容器(ペレット保管容器)に，ペレット保存試料

は容器(ペレット保存試料保管容器)に積載し，容器

(ペレット保管容器，ペレット保存試料保管容器)は収

納パレットで貯蔵する。 

製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレット貯蔵棚グロ

ーブボックス，製品ペレット貯蔵棚，ペレット保管容

器入出庫装置，ペレット保管容器受渡装置グローブボ

ックス，ペレット保管容器受渡装置で構成する。 

製品ペレットは最大加工時には 1 日に約 35 容器出

来上がるため，円滑な運転のために 5日分となる容器

(ペレット保管容器)175 基に裕度を考慮した 297 基，

ペレット保存試料については，約 10 年間分保管する

ことを想定し，容器(ペレット保存試料保管容器)53

基の計 350 基を取り扱う。 

容器(ペレット保管容器及びペレット保存試料保管

容器)及び収納パレットの概略図を第 3.1.7-1 図に示

す。 

製品ペレット貯蔵棚は，容器(ペレット保管容器，

ペレット保存試料保管容器)350 基を貯蔵できるよう

7段×10 列の棚を 5基設置し，350 個の棚を設ける設

計とする。 

製品ペレット貯蔵棚の構造を第 3.1.7-2 図に示す。 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(26／40)

基本設計方針 添付書類 備考 

第 3.1.7-1 図 収納パレット及び容器(ペレット保管容器

及びペレット保存試料保管容器)の概略 

第 3.1.7-2 図 製品ペレット貯蔵設備の構造 

収納パレット及び容器(ペ

レット保管容器及びペレッ

ト保存試料保管容器)の構

造図は，第 2 回申請の 2 項

変 更 の 添 付 図 面 の 「 第

2.5.4.7.1 図 核燃料物質の

貯蔵施設 製品ペレット貯

蔵設備の構造図 収納パレ

ット」から「第 2.5.4.7.3 図

核燃料物質の貯蔵施設 製

品ペレット貯蔵設備の構造

図 容器(ペレット保存試

料保管容器)」に示す。

製品ペレット貯蔵設備の構

造図は，第 2 回申請の 2 項

変 更 の 添 付 図 面 の 「 第

2.5.4.7.4 図 核燃料物質の

貯蔵施設 製品ペレット貯

蔵設備の構造図 製品ペレ

ッ ト 貯 蔵 棚 -1(PA0137-M-

01101)」，「第 2.5.4.7.5 図 

核燃料物質の貯蔵施設 製

品ペレット貯蔵設備の構造

図 製品ペレット貯蔵棚-

2,-3,-4(PA0137-M-01102,-

01103,-01104)」及び「第

2.5.4.7.6 図 核燃料物質の

貯蔵施設 製品ペレット貯

蔵設備の構造図 製品ペレ

ッ ト 貯 蔵 棚 -5(PA0137-M-

01105)」に示す。 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(27／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 保有する Pu 量及び最大貯蔵能力 

「(1) 製品ペレット貯蔵設備の設計」より，製品ペ

レット一時保管設備は，容器(ペレット保管容器)297

基及び容器(ペレット保存試料保管容器)53 基の計

350 基を取り扱う。 

また，製品ペレット貯蔵設備で取り扱うペレットの

富化度としては，保守的に 14%とする。 

製品ペレット貯蔵設備で保有する Pu 量及び HM 量

については，保守的に全ての容器に製品ペレットが収

納された状態を想定し算出する。 

以上を踏まえ，製品ペレット貯蔵設備の Pu 量は

775.894 あり，HM 量は 5.542ｔ･HM となるため，裕度

を考慮して，最大貯蔵能力としては 6.3t･HM と設定す

る。 

なお，詳細は表 3.1.7-1 に示す。 

 

第 3.1.7-1 表 製品ペレット貯蔵設備の貯蔵量 

 
※1 ペレット保管容器の仕様表の容量に kg･MOX から kg･

HM への換算係数 0.882 を乗じた数字 

※2 ペレット保存試料保管容器の仕様表の容量に kg･MOX

から kg･HM への換算係数 0.882 を乗じた数字 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(28／40)

基本設計方針 添付書類 備考 

(８)燃料棒貯蔵設備

燃料棒貯蔵設備は，MOX 燃料棒，ウラン燃料棒又は被

覆管を貯蔵する設計とする。また，MOX 燃料棒，ウラン

燃料棒及び被覆管は，貯蔵マガジンに収納し貯蔵する。 

燃料棒貯蔵設備は，燃料棒貯蔵棚，貯蔵マガジン入出

庫装置及びウラン燃料棒収容装置で構成する。また，燃

料棒貯蔵棚は，貯蔵マガジンを貯蔵するために，必要な

数の棚を設ける設計とする。 

なお，ウラン燃料棒は外部より受け入れ貯蔵する。 

3.1.8 燃料棒貯蔵設備 

(1) 燃料棒貯蔵設備の設計

燃料棒貯蔵設備は，被覆施設に払い出すまでの空の

被覆管及び組立施設に払い出すまでの被覆施設で加

工した検査後の MOX 燃料棒又は外部から調達したウ

ラン燃料棒を貯蔵する設備である。また， MOX 燃料

棒，ウラン燃料棒及び被覆管は貯蔵マガジンに収納

し，貯蔵する。

貯蔵マガジンは，1基当たり MOX 燃料棒，ウラン燃

料棒及び被覆管が 256 本収納できる設計とする。 

貯蔵マガジンの概略図を第 3.1.8-1 図に示す。 

燃料棒貯蔵設備は，燃料棒貯蔵棚，貯蔵マガジン入

出庫装置及びウラン燃料棒収容装置で構成する。 

後工程である燃料集合体組立は異なる富化度の

MOX 燃料棒を数種類とウラン燃料棒を組み合わせて

マガジンを編成するため，全ての富化度が出来上がる

まで MOX 燃料棒を貯蔵する必要がある。これらの貯蔵

に加え，円滑な運転のための空の被覆管の保管及び外

部より調達するウラン燃料棒を考慮し，最大約 18000

本の燃料棒及び空の被覆管の貯蔵が必要となる。

燃料棒貯蔵棚の構造は，上記の必要な本数に裕度を

考慮して，4 段×8 列の棚と 4 段×10 列の 72 個の棚

を設ける設計とする。 

燃料棒貯蔵棚の構造を第 3.1.8-2 図に示す。 

また，貯蔵マガジンは 72 基設ける設計とする。 

なお，1つの棚には貯蔵マガジン 1基のみ貯蔵でき

る設計である。 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(29／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1.8-1 図 貯蔵マガジンの概略 

 
第 3.1.8-2 図 燃料棒貯蔵設備の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵マガジンの構造図は，

第 2 回申請の 2 項変更の添

付図面の「第 2.5.2.5.1 図 

被覆施設 燃料棒収容設備

の構造図 貯蔵マガジン」

に示す。 

 

 

 

燃料棒貯蔵設備の構造図

は，第 2 回申請の 2 項変更

の添付図面の「第 2.5.4.8.1

図 核燃料物質の貯蔵施設 

燃料棒貯蔵設備の構造図 

燃 料 棒 貯 蔵 棚 -1,-

2(PA0148-M-10101,-

10102)」に示す。 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(30／40)

基本設計方針 添付書類 備考 
(2) 保有する Pu 量及び最大貯蔵能力

「(1) 燃料棒貯蔵設備の設計」より，燃料棒貯蔵設

備は，1基当たり MOX 燃料棒，ウラン燃料棒及び被覆

管が 256 本収納できる，貯蔵マガジンを 72 基設ける

設計とするため，燃料棒貯蔵設備は，最大 18432 本の

燃料棒を貯蔵することが出来る。 

また，MOX 燃料加工施設は異なる燃料タイプを加工

する工場であり，最大 Pu 量及び HM 量の算出におい

ては，それぞれ最も Pu 量及び HM 量が多くなる燃料

タイプを想定し算出する。

富化度については，それぞれの燃料タイプにおける

核的制限値を考慮した。 

また，実際には外部より受け入れるウラン棒及び空

の被覆管を貯蔵するが，Pu 量及び HM 量の算出は保守

的に全ての貯蔵マガジンに MOX 燃料棒又はウラン燃

料棒が収納されている場合を想定する。 

以上を踏まえ，Pu 量としては，PWR 燃料の時が最大

となる 5160.96kg となり，HM 量としては BWR 燃料の

時が最大となる 55.296t･HM であるため，最大貯蔵能

力としては裕度を考慮し，60t･HM と設定する。 

なお，詳細は第 3.1.8-1 表及び第 3.1.8-2 表に示

す。 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(31／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1.8-1 表 燃料棒貯蔵設備の貯蔵量(BWR 燃料)※1 

 
※1 BWR 燃料棒のうち，MOX 燃料加工施設で加工すること

を想定している燃料タイプから最大の Pu 量及び HM

量となる燃料タイプを選定 

※2 国内原子力発電所の原子炉設置許可申請書のスペッ

クより想定した燃料棒 1本あたりの容量 

 

第 3.1.8-2 表 燃料棒貯蔵設備の貯蔵量(PWR 燃料)※1 

 
※1 PWR 燃料棒のうち，MOX 燃料加工施設で加工すること

を想定している燃料タイプから最大の Pu 量及び HM

量となる燃料タイプを選定 

※2 国内原子力発電所の原子炉設置変更許可申請書のス

ペックより想定した燃料棒 1本あたりの容量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81



別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(32／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

(９)燃料集合体貯蔵設備 

燃料集合体貯蔵設備は，組立施設で組み立て，検査後

の燃料集合体を組立施設の梱包出荷工程の梱包・出荷設

備に供給するまで貯蔵する設計とする。燃料集合体は，

燃料集合体貯蔵チャンネルに収納し貯蔵する。 

燃料集合体貯蔵設備は，燃料集合体貯蔵チャンネル

で構成する。また，燃料集合体貯蔵チャンネルは，燃料

集合体を貯蔵するために，必要な数のチャンネルを設

ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.9 燃料集合体貯蔵設備 

(1) 燃料集合体貯蔵設備の設計 

燃料集合体貯蔵設備は，組立施設で組み立て，検査

後の燃料集合体を組立施設の梱包出荷工程の梱包･出

荷設備に供給するまで，貯蔵する設備である。 

また，燃料集合体は BWR 燃料が 4 体又は PWR 燃料

が 1体収納できるチャンネルで貯蔵する。 

燃料集合体貯蔵設備は，燃料集合体貯蔵チャンネル

で構成する。 

燃料集合体貯蔵設備では，年間最大処理能力である

130t･HM に対して，梱包及び出荷の裕度を考慮し，220

個のチャンネルを設ける設計とする。 

燃料集合体設備の構造として，10×8のチャンネル

を 2 個と 10×6 のチャンネルを 1 個の計 220 チャン

ネル設ける設計とし，220 チャンネルの内訳は BWR 燃

料 165 チャンネル，PWR 燃料 55 チャンネルとする。 

燃料集合体貯蔵チャンネルの構造については，第

3.1.9-1 図に示す。 

 
第 3.1.9-1 図 燃料集合体貯蔵設備の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料集合体貯蔵設備の構造

図は，第 2 回申請の 1 項新

規 の 添 付 図 面 の 「 第

2.5.4.9.1 図 核燃料物質の

貯蔵施設 燃料集合体貯蔵

設備の構造図 燃料集合体

貯蔵チャンネル(PA0155-M-

10000)」に示す。 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(33／40)

基本設計方針 添付書類 備考 
(2) 保有する Pu 量及び最大貯蔵能力

「(1) 燃料集合体貯蔵設備の設計」より，燃料集合

体貯蔵設備は，BWR 燃料が 4体又は PWR 燃料が 1体収

納できるチャンネルを 220 個のチャンネルを設ける

設計としており，BWR 燃料で 880 体，PWR 燃料で 220

体貯蔵する。 

MOX 燃料加工施設は異なる燃料タイプを加工する

工場であり，最大 Pu 量及び HM 量の算出においては，

それぞれ最も Pu 量及び HM 量が多くなる燃料タイプ

を想定し算出する。 

富化度については，それぞれの燃料タイプにおける

核的制限値を考慮した。 

以上を踏まえ，Pu 量としては，PWR 燃料の時が最大

となる 14784kg となり，HM 量としては BWR 燃料の時

が最大となる 158.4t･HM であるため，最大貯蔵能力と

しては裕度を考慮し，170t･HM と設定する。 

なお，詳細は第 3.1.9-1 表及び第 3.1.9-2 表に示

す。 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(34／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1.9-1 表 燃料集合体貯蔵設備の貯蔵量(BWR 燃料) 
※1 

 
※1 BWR 燃料集合体のうち，MOX 燃料加工施設で加工する

ことを想定している燃料タイプから最大の Pu 量及び

HM 量となる燃料タイプを選定 

※2 国内原子力発電所の原子炉設置許可申請書のスペッ

クより想定した燃料棒 1本あたりの容量 

※3 BWR燃料集合体は MOX燃料棒及びウラン燃料棒で構成

されているため，それぞれの HM 量で計算した 

 

第 3.1.9-2 表 燃料集合体貯蔵設備の貯蔵量(PWR 燃料) 
※1 

 
※1 PWR 燃料集合体のうち，MOX 燃料加工施設で加工する

ことを想定している燃料タイプから最大の Pu 量及び

HM 量となる燃料タイプを選定 

※2 国内原子力発電所の原子炉設置変更許可申請書のス

ペックより想定した燃料棒 1本あたりの容量 

 

 

 

 

 

 

 

 

84



別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(35／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
(10)ウラン貯蔵エリア 

ウラン貯蔵エリアは，原料ウラン粉末，ウラン合金ボ

ール又は試験に用いたウランをウラン粉末缶に収納

し，そのウラン粉末缶をウラン粉末缶貯蔵容器に収納

した状態で貯蔵するために，必要な空間を有する設計

とする。 

(11)ウラン輸送容器一時保管エリア 

ウラン輸送容器一時保管エリアは，原料ウラン粉末

又はウラン合金ボールをウラン粉末缶に収納し，その

ウラン粉末缶をウラン粉末缶輸送容器に収納した状態

で保管するために，必要な空間を有する設計とする。 

(12)燃料棒受入一時保管エリア 

燃料棒受入一時保管エリアは，ウラン燃料棒をウラ

ン燃料棒用輸送容器の内容器に収納し，その内容器を

ウラン燃料棒用輸送容器に収納した状態で保管するた

めに，必要な空間を有する設計とする。 

(13)燃料集合体輸送容器一時保管エリア 

燃料集合体輸送容器一時保管エリアは，燃料集合体

を燃料集合体用輸送容器に収納した状態で保管するた

めに，必要な空間を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.10 ウラン貯蔵エリア 

ウラン貯蔵エリアの申請に合わせて次回以降に詳

細を説明する。 

 

 

 

3.1.11 ウラン輸送容器一時保管エリア 

ウラン輸送容器一時保管エリアの申請に合わせて

次回以降に詳細を説明する。 

 

 

3.1.12 燃料棒受入一時保管エリア 

燃料棒受入一時保管エリアの申請に合わせて次回

以降に詳細を説明する。 

 

 

3.1.13 燃料集合体輸送容器一時保管エリア 

燃料集合体一時保管エリアの申請に合わせて次回

以降に詳細を説明 

する。 
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【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(36／40)

基本設計方針 添付書類 備考 
4.2 貯蔵施設における崩壊熱除去の設計 

燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設は，建屋排気設備

又はグローブボックス排気設備で換気することにより

崩壊熱を適切に除去する設計とする。 

また，建屋排気設備及びグローブボックス排気設備

は，燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設の崩壊熱除去に

必要な換気風量を確保する設計とする。 

3.2 貯蔵施設における崩壊熱除去の設計 

貯蔵施設の各設備に貯蔵する核燃料物質の崩壊熱は

気体廃棄物の廃棄設備の建屋排気設備又はグローブボ

ックス排気設備で換気することにより除去する設計と

する。 

崩壊熱除去を考慮する貯蔵施設及び各貯蔵施設に設

置する排気設備については第 3.2-1 表に示す。 

また，ウランのみを取り扱うウラン貯蔵設備，ウラン

貯蔵エリア，ウラン輸送容器一時保管エリア及び燃料棒

受入一時保管エリアについては，ウランの崩壊熱が十分

低いことから崩壊熱除去は考慮しない。 

なお，燃料集合体一時保管エリアは燃料集合体輸送容

器のみを保管するエリアであり，燃料集合体輸送容器は

内部の崩壊熱を考慮した設計としていることから，燃料

集合体輸送容器の機器発熱として考慮するため，崩壊熱

については考慮しない。 

上記の排気設備の換気風量は各設備における貯蔵量

を考慮した崩壊熱の除去のために必要な風量を設定す

る。 

建屋排気設備の系統構成については，第２回申請の 1

項新規の添付図面の「第 2.3.2.1.1.1-1 図 放射性廃棄

物の廃棄施設のうち建屋排気設備の換気系統図(0171＊

1-01)」から「第 2.3.2.1.1.1-11 図 放射性廃棄物の廃

棄施設のうち建屋排気設備の換気系統図(0171＊1-11)」

に，グローブボックス排気設備の系統構成については，

第２回申請の 1項新規の添付図面の「第 2.3.2.1.1.3-1

図 放射性廃棄物の廃棄施設のうちグローブボックス

排 気 設 備 の 換 気 系 統 図 (0110-01) 」 か ら 「 第

2.3.2.1.1.3-71 図 放射性廃棄物の廃棄施設のうちグ

ローブボックス排気設備の換気系統図(0171＊3-09)」に

示す。

(2/40)頁へ 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(37／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
崩壊熱除去を含む建屋排気設備及びグローブボック

ス排気設備における換気風量の設定については「Ⅴ－１

－４ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に示

す。 

なお，崩壊熱除去を考慮する貯蔵施設のうち，貯蔵容

器一時保管設備，燃料棒貯蔵設備及び燃料集合体貯蔵設

備は，設置する室の天井付近に吸い込み口を設置するこ

と，原料 MOX 粉末缶一時保管設備，ペレット一時保管設

備，スクラップ貯蔵設備及び製品ペレット貯蔵設備はグ

ローブボックス上部に吸い込み口を設置すること及び

粉末一時保管設備は，グローブボックス内に空気循環用

のブロアを設置することで，空気を循環させ効率的に崩

壊熱を除去できる設計とする。 

第 3.2-1 表 崩壊熱除去を考慮する貯蔵施設 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(38／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
3.2.1 崩壊熱除去に必要な換気風量の算出方法 

貯蔵施設の崩壊熱は各貯蔵施設で貯蔵する Pu 量

と単位発熱量により貯蔵施設毎に算出する。また，

各貯蔵施設の崩壊熱除去に必要な風量は核燃料物質

から崩壊熱を考慮しても，許容温度以下となる換気

風量とし，具体的な換気風量の算出は(1)式により実

施する。 

 

 
 

 
 

3.2.2 崩壊熱除去に必要な換気風量で考慮する条件 

(1) 各貯蔵施設の崩壊熱除去を考慮する Pu 量 

各貯蔵施設で貯蔵する Pu 量については，「3.1 核

燃料物質の貯蔵施設の設計」に示した各貯蔵施設に

おける Pu 量に基づき評価を実施する。 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(39／40)

基本設計方針 添付書類 備考 
(2) 想定する崩壊熱量

崩壊熱は，各貯蔵施設で貯蔵する Pu 量に 1 ㎏あた

りの Pu の単位発熱量を積算し，算出する。 

ここで，Pu からの単位発熱量を算出するための Pu

同位体組成は，令和 2 年 9 月 18 日付け 2020 燃建発

第 10 号にて許可を受けた事業変更許可申請書の添付

書類六の「ニ．(イ)(3)①b.核種」で示した燃料仕様

を基に設定する。Pu の崩壊熱量は，再処理後の経過

年数による崩壊熱量変化を考慮し，再処理後の貯蔵期

間を保守的に 5 年程度想定した場合の発熱量は，BWR

が約 22W/kg･Pu，PWR が約 18.5W/kg･Pu であり，設計

としては保守的に 24W/kg･Pu として各貯蔵施設の崩

壊熱を算出する。 

(3) 許容温度について

各貯蔵施設は核燃料物質からの崩壊熱を考慮して

も，貯蔵するグローブボックス又は部屋の温度が許容

温度以下となるよう換気風量を設定する。 

ここで，許容温度は各設備の最高使用温度とし，核

燃料物質を貯蔵しているグローブボックス又は部屋

の排気側の温度が許容温度以下となっていることを

確認する。なお，各貯蔵施設への入口温度については，

設計外気温度の 29℃とした。 

3.2.3 各貯蔵施設における崩壊熱除去に必要な換気風量 

貯蔵施設の崩壊熱除去に用いる建屋排気設備の必

要な換気風量は第 3.2.3-1 表，グローブボックス排気

設備に必要な換気風量は第 3.2.3-2 表に示す。 

なお，崩壊熱除去を含む建屋排気設備又はグローブ

ボックス排気設備における換気風量の設定について

は「Ⅴ－１－４ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説

明書」に示す。 
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別紙４-１ 

【Ⅴ－１－３ 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書】(40／40) 

基本設計方針 添付書類 備考 
第 3.2.3-1 表 建屋排気設備に必要な換気風量 

 
 

第 3.2.3-2 表 グローブボックス排気設備に必要な換気

風量 
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別紙 4-2 
 

 

 

設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書(核燃料物質の貯蔵施設) 

[1 項新規] 
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Ⅴ－１－１－３－３ 

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

(核燃料物質の貯蔵施設) 

i 

目   次                
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別紙 1 核燃料物質の貯蔵施設の各仕様の設定根拠
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Ⅴ－１－１－３－３ 

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

(核燃料物質の貯蔵施設) 

1 

1. 概要

本資料は，核燃料物質の貯蔵施設に属する設備・機器で仕様表に記載する事項が通常

運転時及び設計基準事故時に要求される状況で所要の機能を発揮するための設計条件

の設定根拠に関して説明する。 

2. 設備別記載事項の設定根拠に関する設定方針

核燃料物質の貯蔵施設に属する設備・機器についての機種ごとの仕様表記載事項の設

定根拠を以下に示す。また，設備・機器の各仕様に対する設定根拠を別紙 1に示す。 

2.1  運搬・製品容器 

(1) 容量の設定根拠

核燃料物質等を収納するために必要な容量を設定する。 ··············· 2.1(1)①

(2) 最高使用圧力の設定根拠

開放容器であることから大気圧を設定する。 ························· 2.1(2)①

(3) 最高使用温度の設定根拠

グローブボックス内の温度以上の最高使用温度とする。 ··············· 2.1(3)①

(4) 個数の設定根拠

MOX 燃料集合体の加工運転に必要な個数とする。 ······················ 2.1(4)①

2.2 ラック/ピット/棚

(1) 個数の設定根拠

MOX 燃料集合体の加工運転のために必要な個数とする。 ················ 2.2(1)①

2.3  搬送設備 

(1) 個数の設定根拠

MOX 燃料集合体の加工運転のための搬送に必要な個数とする。·········· 2.3(1)①

2.4  核物質等取扱ボックス 

(1) 個数の設定根拠

核燃料物質等を閉じ込めるために，核物質等取扱ボックス内に設置する装置を収納

できる個数とする。 ················································· 2.4(1)① 
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Ⅴ－１－１－３－３ 

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

(核燃料物質の貯蔵施設) 

別紙 1 

1 

核燃料物質の貯蔵施設の各仕様の設定根拠 

2.1 運搬・製品容器 

設備名称 仕様表仕様 根拠 

容器(先行試験ポット) 

容量 2 ㎏・MOX 必要な容量 2 ㎏・MOX 2.1(1)①

最高使用圧力 大気圧 開放容器の圧力 大気圧 2.1(2)①

最高使用温度 60℃ 
グローブボックス

内の環境温度 
40℃ 2.1(3)①

個数 2 必要な個数 2 2.1(4)①

容器(CS・RS 回収ポット) 

容量 2 ㎏・MOX 必要な容量 2 ㎏・MOX 2.1(1)①

最高使用圧力 大気圧 開放容器の圧力 大気圧 2.1(2)①

最高使用温度 60℃ 
グローブボックス

内の環境温度 
40℃ 2.1(3)①

個数 10 必要な個数 10 2.1(4)①
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Ⅴ－１－１－３－３ 

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

(核燃料物質の貯蔵施設) 

別紙 1 

2 

2.2 ラック/ピット/棚 

設備名称 仕様表仕様 根拠 

原料 MOX 粉末缶一時保管装置(PA0122-M-

01110) 
個数 1 必要な個数 1 2.2(1)① 

ウラン貯蔵棚(PA0114-M-02111,-02121) 個数 2 必要な個数 2 2.2(1)① 

燃料集合体貯蔵チャンネル(PA0155-M-10000) 個数 220 必要な個数 220 2.2(1)① 
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Ⅴ－１－１－３－３ 

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

(核燃料物質の貯蔵施設) 

別紙 1 

3 

2.3 搬送設備 

設備名称 仕様表仕様 根拠 

原料 MOX 粉末缶一時保管搬送装置(PA0122-M-

01100) 
個数 1 

必要な 

個数 
1 2.3(1)① 

ウラン燃料棒収容装置(PA0148-M-30000) 個数 1 
必要な 

個数 
1 2.3(1)① 
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Ⅴ－１－１－３－３ 

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

(核燃料物質の貯蔵施設) 

別紙 1 

4 

2.4 核物質等取扱ボックス 

設備名称 仕様表仕様 根拠 

原料 MOX粉末缶一時保管装置グローブボック

ス(PA0122-B-01700)
個数 1 

収納できる 

個数 
1 2.4(1)① 
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別紙 4-3 

設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書(核燃料物質の貯蔵施設) 

[2 項新規] 
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Ⅴ－１－１－３－３ 

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

(核燃料物質の貯蔵設備) 

i 

目 次 
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1. 概要 ...................................................................... 1 
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2.1  運搬・製品容器 ......................................................... 1

別紙 1 核燃料物質の貯蔵施設の各仕様の設定根拠
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Ⅴ－１－１－３－３ 

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

(核燃料物質の貯蔵設備) 

1 

1. 概要

本資料は，核燃料物質の貯蔵施設に属する設備・機器で仕様表に記載する事項が通常

運転時及び設計基準事故時に要求される状況で所要の機能を発揮するための設計条件

の設定根拠に関して説明する。 

2. 設備別記載事項の設定根拠に関する設定方針

核燃料物質の貯蔵施設に属する設備・機器についての機種ごとの仕様表記載事項の設

定根拠を以下に示す。また，設備・機器の各仕様に対する設定根拠を別紙 1に示す。 

2.1  運搬・製品容器 

(1) 容量の設定根拠

核燃料物質等を収納した容器を 9 缶積載した場合に必要な容量を設定する。

··································································· 2.1(1)①

(2) 最高使用圧力の設定根拠

開放容器であることから大気圧を設定する。 ························· 2.1(2)①

(3) 最高使用温度の設定根拠

グローブボックス内の温度以上の最高使用温度とする。 ··············· 2.1(3)①

(4) 個数の設定根拠

MOX 燃料集合体の加工運転に必要な個数とする。 ······················ 2.1(4)①
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Ⅴ－１－１－３－３ 

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

(核燃料物質の貯蔵設備) 

別紙 1 

1 

 

核燃料物質の貯蔵施設の各仕様の設定根拠 

2.1  運搬・製品容器 

設備名称 仕様表仕様 根拠 

9 缶バスケット 

容量 70.2 ㎏ 容量 70.2 ㎏ 2.1(1)① 

最高使用圧力 大気圧 開放容器の圧力 大気圧 2.1(2)① 

最高使用温度 60℃ 
グローブボックス

内の最高温度 
60℃ 2.1(3)① 

個数 1 必要な個数 1 2.1(4)① 
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設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書(その他基本設計方針設備） 
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Ⅴ－１－１－３－６－２ 

設定根拠に関する説明書 

 

ⅰ 

目   次                

ページ 

1. 概要 ...................................................................... 1 

 

2. 設備別記載事項の設定根拠に関する設定方針 .................................. 1 
2.1  基本設計方針対象設備 ................................................... 1 

 

別紙 1 基本設計方針対象設備の各仕様の設定根拠
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Ⅴ－１－１－３－６－２ 

設定根拠に関する説明書 

 

1 

1. 概要 

本資料は，基本設計方針対象設備に属する設備・機器で通常運転時及び重大事故時に

要求される状況で所要の機能を発揮するための設計条件の設定根拠に関して説明する。 

 

2. 設備別記載事項の設定根拠に関する設定方針 

基本設計方針対象設備に属する設備・機器について記載事項の設定根拠を以下に示す。

また，設備・機器の各仕様に対する設定根拠を別紙 1 に示す。 

 

2.1  基本設計方針対象設備 

(1) 個数の設定根拠 

MOX 燃料集合体の加工運転に必要な個数とする。 ······················ 2.1(1)① 

核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合において，グローブボックス 

排気設備及び工程室排気設備の流路を遮断することで，火災の影響によりグローブボ

ックス内及び工程室内の気相中に移行した MOX 粉末が，外部へ放出されることを可能

な限り防止するために必要な個数とする。 ····························· 2.1(1)② 
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Ⅴ－１－１－３－６－２ 

設定根拠に関する説明書 

別紙 1 

1 

基本設計方針対象設備の各仕様の設定根拠 

2.1  基本設計方針対象設備 

設備名称 基本設計方針における仕様 根拠 

被覆管乾燥装置 個数 2 必要な個数 2 2.1(1)① 

被覆管供給装置 個数 2 必要な個数 2 2.1(1)① 

部材供給装置(部材供給部) 個数 2 必要な個数 2 2.1(1)① 

部材供給装置(部材搬送部) 個数 2 必要な個数 2 2.1(1)① 

溶接試料前処理装置 個数 1 必要な個数 1 2.1(1)① 

スケルトン組立装置 個数 1 必要な個数 1 2.1(1)① 

工程室排風機入口手動ダンパ 個数 2 必要な個数 2 2.1(1)② 

グローブボックス排風機入口手動ダン

パ 
個数 2 必要な個数 2 2.1(1)② 

グローブボックス排気閉止ダンパ 個数 2 必要な個数 2 2.1(1)② 

工程室排気閉止ダンパ 個数 2 必要な個数 2 2.1(1)② 

排気筒 個数 1 必要な個数 1 2.1(1)① 

受払装置 個数 1 必要な個数 1 2.1(1)① 

ウラン粉末缶入出庫装置 個数 2 必要な個数 2 2.1(1)① 

ウラン粉末缶貯蔵容器 個数 128＊1 必要な個数 128＊1 2.1(1)① 

収納パレット 個数 676 必要な個数 676 2.1(1)① 

注記 ＊1：ウラン粉末缶貯蔵容器は，運転状況に応じて最大 128 基設置する。 
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補足説明すべき項目の抽出
（第17条 核燃料物質の貯蔵施設）

別紙５①

補足すべき事項

1

4.核燃料物質の貯蔵施設
核燃料物質の貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項目の「1.核燃料物質
の臨界防止」，「2.地盤」，「3.自然現象等」，「4.閉じ込めの機能」，「5.火災等による損傷の防
止」，「6.加工施設内における溢水による損傷の防止」，「7.遮蔽」及び「8.設備に対する要求」に基
づくものとする。

－ － －

2
4.1核燃料物質の貯蔵施設の設計
貯蔵施設は，原料粉末を受け入れてから成形，被覆，組立を経て燃料集合体とするまでの各工程間の貯
蔵及び燃料集合体出荷までの貯蔵を行う設計とする。

【2.基本方針】
・貯蔵施設は，燃料集合体出荷までの各工程において，核燃料物質を貯蔵する設計とすることについ
て説明する。

補足すべき事項無し

3 貯蔵施設は，燃料加工建屋に収納する設計とする。
【2.基本方針】
・貯蔵施設をMOX燃料加工建屋の内部に設置することについて説明する。

補足すべき事項無し

4

貯蔵施設は，各工程における核燃料物質の形態に応じて貯蔵するために，ウラン貯蔵設備及び燃料集合
体貯蔵設備は，原料ウラン粉末及び燃料集合体それぞれの輸送を考慮して，MOX燃料加工施設の年間最
大処理能力130t･HMに対し必要な容量を有する設計とする。また，各工程間の一時保管設備及び貯蔵設
備は，次工程への払出までに必要な検査等を考慮し，円滑な運転ができる容量を有する設計とする。

【2.基本方針】
・各工程において核燃料物質の形態に合わせて貯蔵するために，必要な貯蔵容量を有する設計とする
ことについて説明する。
【3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計】
・貯蔵施設は，各工程において貯蔵するために運転又は最大処理能力を考慮して必要な容量を設定す
ることについて説明する。

補足すべき事項無し

5

貯蔵施設は，貯蔵容器一時保管設備，原料MOX粉末缶一時保管設備，ウラン貯蔵設備，ウラン貯蔵エリ
ア，粉末一時保管設備，ペレット一時保管設備，スクラップ貯蔵設備，製品ペレット貯蔵設備，燃料棒
貯蔵設備，燃料集合体貯蔵設備，ウラン輸送容器一時保管エリア，燃料棒受入一時保管エリア及び燃料
集合体輸送容器一時保管エリアで構成する。

【3.施設の詳細設計方針】
・貯蔵施設は，各工程間に設置された，貯蔵設備によって構成することについて説明する。

補足すべき事項無し

6

(１)貯蔵容器一時保管設備
貯蔵容器一時保管設備は，再処理施設から受け入れた混合酸化物貯蔵容器及び再処理施設へ返却する混
合酸化物貯蔵容器(再処理施設と共用(以下同じ。))並びに混合酸化物貯蔵容器に収納された容器（粉末
缶）(再処理施設と共用(以下同じ。))を保管する設計とする。
貯蔵容器一時保管設備は，一時保管ピットで構成する。また，一時保管ピットは，混合酸化物貯蔵容器
及び容器(粉末缶)を貯蔵するために必要な数のピットを設ける設計とする。

【(1)　貯蔵容器一時保管設備の設計】
・貯蔵容器一時保管設備の用途，保管物及び設備の構造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

＜取り扱う容器等の数量設定について＞
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用いる容
器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納する核燃
料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

7

混合酸化物貯蔵容器及び容器（粉末缶）は，再処理施設と共用する。共用する混合酸化物貯蔵容器及び
容器（粉末缶）は，共用によって仕様（種類，容量及び主要材料），遮蔽設計，閉じ込め機能及び臨界
安全の方法に変更はないため，共用によってMOX燃料加工施設の安全性を損なわない設計とする。

Ⅴ－１－１－４－１
安全機能を有する施設
が使用される条件の下
における健全性に関す
る説明書

【(3)共用】
・混合酸化物貯蔵容器及び粉末缶について再処理施設と共用することによって安全性を損なわないこ
とについて説明する。

補足すべき事項無し

8

(２)原料MOX粉末缶一時保管設備
原料MOX粉末缶一時保管設備は，原料MOX粉末を収納した容器（粉末缶）を次工程へ払い出すまで保管す
る設計とする。
原料MOX粉末缶一時保管設備は，原料MOX粉末缶一時保管装置グローブボックス，ピットを有した原料
MOX粉末缶一時保管装置及び原料MOX粉末缶一時保管搬送装置で構成する。また，原料MOX粉末缶一時保
管装置は，容器（粉末缶）を保管するために，必要な数のピットを設ける設計とする。

【(1)　原料MOX粉末缶一時保管設備の設計】
・原料MOX粉末缶一時保管設備の用途，保管物及び設備の構造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

＜取り扱う容器等の数量設定について＞
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用いる容
器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納する核燃
料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

9

(３)ウラン貯蔵設備
ウラン貯蔵設備は，原料ウラン粉末又は粉末混合のための未使用のウラン合金ボールを収納した容器
（ウラン粉末缶）を次工程へ払い出すまで貯蔵する設計とする。また，試験に用いたウランを収納した
容器（ウラン粉末缶）を貯蔵する設計とする。なお，容器（ウラン粉末缶）は収納パレットに積載し，
収納パレットは676基設ける設計とする。
ウラン貯蔵設備は，ウラン貯蔵棚，ウラン粉末缶貯蔵容器及びウラン粉末缶入出庫装置で構成する。ま
た，ウラン貯蔵棚は，容器（ウラン粉末缶）及び収納パレットを貯蔵するために，必要な数の棚を設け
る設計とする。
ウラン貯蔵設備のうち，ウラン粉末缶入出庫装置は2台設置する設計とする。なお，ウラン粉末缶貯蔵
容器は容器（ウラン粉末缶）を収納しウラン貯蔵エリアで取り扱う設計とする。また，ウラン粉末缶貯
蔵容器の基数は最大128基設ける設計とし，これを超えないことを保安規定に定めて，管理する。

【(1)　ウラン貯蔵設備の設計】
・原料MOX粉末缶一時保管設備の用途，保管物及び設備の構造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

＜取り扱う容器等の数量設定について＞
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用いる容
器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納する核燃
料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

10

(４)粉末一時保管設備
粉末一時保管設備は，原料ウラン粉末，予備混合した粉末，一次混合した粉末，二次混合した粉末，均
一化混合した粉末，造粒した粉末，添加剤混合した粉末又は回収粉末を次工程へ払い出すまで容器（Ｊ
60，Ｊ85又はＵ85）に収納し保管する設計とする。また，スクラップを収納したＣＳ・ＲＳ保管ポッ
ト，ＣＳ・ＲＳ回収ポット又は先行試験ポットを５缶バスケット又は１缶バスケットに積載し保管する
設計とする。
粉末一時保管設備は，粉末一時保管装置グローブボックス，ピットを有した粉末一時保管装置及び粉末
一時保管搬送装置で構成する。また，粉末一時保管装置は，容器（Ｊ60，Ｊ85，Ｕ85，５缶バスケッ
ト，１缶バスケット，ＣＳ・ＲＳ保管ポット，ＣＳ・ＲＳ回収ポット及び先行試験ポット）を保管する
ために，必要な数のピットを設ける設計とする。

【(1)　粉末一時保管設備の設計】
・粉末一時保管設備の用途，保管物及び設備の構造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

＜取り扱う容器等の数量設定について＞
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用いる容
器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納する核燃
料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

基本設計方針 添付書類

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設
に関する説明書

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設
に関する説明書
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補足説明すべき項目の抽出
（第17条 核燃料物質の貯蔵施設）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

11

(５)ペレット一時保管設備
ペレット一時保管設備は，グリーンペレット，焼結したペレット，ＣＳペレット又は規格外ペレットを
収納した容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，スクラップ焼結ボート又は規格外ペレット保管容
器）を次工程へ払い出すまで保管する設計とする。また，容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，ス
クラップ焼結ボート又は規格外ペレット保管容器）は収納パレットに積載し貯蔵する設計とする。
ペレット一時保管設備は，ペレット一時保管棚グローブボックス，ペレット一時保管棚，焼結ボート入
出庫装置，焼結ボート受渡装置グローブボックス及び焼結ボート受渡装置で構成する。また，ペレット
一時保管棚は，容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，スクラップ焼結ボート及び規格外ペレット保
管容器）及び収納パレットを保管するために，必要な数の棚を設ける設計とする。

【(1)　ペレット一時保管設備の設計】
・ペレット一時保管設備の用途，保管物及び設備の構造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

＜取り扱う容器等の数量設定について＞
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用いる容
器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納する核燃
料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

12

(６)スクラップ貯蔵設備
スクラップ貯蔵設備は，ＣＳ粉末若しくはＣＳペレット又はＲＳ粉末若しくはＲＳペレットを収納した
容器（ＣＳ・ＲＳ保管ポット）を９缶バスケットに積載し貯蔵する設計とする。また，規格外ペレット
を収納した規格外ペレット保管容器を貯蔵する設計とする。さらに，試験に用いたウランを収納した容
器（ＣＳ・ＲＳ保管ポット）を９缶バスケットに積載し貯蔵する設計とする。
容器（ペレット保管容器，９缶バスケット，規格外ペレット保管容器）は，収納パレットに積載し貯蔵
する設計とする。
スクラップ貯蔵設備は，スクラップ貯蔵棚グローブボックス，スクラップ貯蔵棚，スクラップ保管容器
入出庫装置，スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス及びスクラップ保管容器受渡装置で構成す
る。また，スクラップ貯蔵棚は，容器（ペレット保管容器，９缶バスケット，規格外ペレット保管容器
及びＣＳ・ＲＳ保管ポット）及び収納パレットを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。

【(1)　スクラップ貯蔵設備の設計】
・スクラップ貯蔵設備の用途，保管物及び設備の構造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

＜取り扱う容器等の数量設定について＞
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用いる容
器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納する核燃
料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

13

(７)製品ペレット貯蔵設備
製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレット，規格外ペレット又はペレット保存試料を貯蔵する設計とす
る。それぞれのペレットは，ペレット保管容器又はペレット保存試料保管容器に収納し貯蔵する。ま
た，容器（ペレット保管容器及びペレット保存試料保管容器）は，収納パレットに収納し貯蔵する設計
とする。
製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレット貯蔵棚グローブボックス，製品ペレット貯蔵棚，ペレット保管
容器入出庫装置，ペレット保管容器受渡装置グローブボックス，ペレット保管容器受渡装置で構成す
る。また，製品ペレット貯蔵棚は，容器（ペレット保管容器及びペレット保存試料保管容器）及び収納
パレットを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。

【(1)　製品ペレット貯蔵設備の設計】
・製品ペレット貯蔵設備の用途，保管物及び設備の構造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

＜取り扱う容器等の数量設定について＞
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用いる容
器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納する核燃
料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

14

(８)燃料棒貯蔵設備
燃料棒貯蔵設備は，MOX燃料棒，ウラン燃料棒又は被覆管を貯蔵する設計とする。また，MOX燃料棒，ウ
ラン燃料棒及び被覆管は，貯蔵マガジンに収納し貯蔵する。
燃料棒貯蔵設備は，燃料棒貯蔵棚，貯蔵マガジン入出庫装置及びウラン燃料棒収容装置で構成する。ま
た，燃料棒貯蔵棚は，貯蔵マガジンを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。
なお，ウラン燃料棒は外部より受け入れ貯蔵する。

【(1)　燃料棒貯蔵設備の設計】
・燃料棒貯蔵設備の用途，保管物及び設備の構造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

＜取り扱う容器等の数量設定について＞
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用いる容
器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納する核燃
料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

15

(９)燃料集合体貯蔵設備
燃料集合体貯蔵設備は，組立施設で組み立て，検査後の燃料集合体を組立施設の梱包出荷工程の梱包・
出荷設備に供給するまで貯蔵する設計とする。燃料集合体は，燃料集合体貯蔵チャンネルに収納し貯蔵
する。
燃料集合体貯蔵設備は，燃料集合体貯蔵チャンネルで構成する。また，燃料集合体貯蔵チャンネルは，
燃料集合体を貯蔵するために，必要な数のチャンネルを設ける設計とする。

【(1)　燃料集合体貯蔵設備の設計】
・燃料集合体貯蔵設備の用途，保管物及び設備の構造について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・保有するPu量及び最大貯蔵能力の考え方について説明する。

＜取り扱う容器等の数量設定について＞
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用いる容
器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納する核燃
料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

16

(10)ウラン貯蔵エリア
ウラン貯蔵エリアは，原料ウラン粉末，ウラン合金ボール又は試験に用いたウランをウラン粉末缶に収
納し，そのウラン粉末缶をウラン粉末缶貯蔵容器に収納した状態で貯蔵するために，必要な空間を有す
る設計とする。

【(1)　ウラン貯蔵エリアの設計】
・ウラン貯蔵エリアの用途及び保管物について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・最大貯蔵能力の考え方について説明する。

＜取り扱う容器等の数量設定について＞
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用いる容
器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納する核燃
料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

17

(11)ウラン輸送容器一時保管エリア
ウラン輸送容器一時保管エリアは，原料ウラン粉末又はウラン合金ボールをウラン粉末缶に収納し，そ
のウラン粉末缶をウラン粉末缶輸送容器に収納した状態で保管するために，必要な空間を有する設計と
する。

【(1)　ウラン輸送容器一時保管エリアの設計】
・ウラン輸送容器一時保管エリアの用途及び保管物について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・最大貯蔵能力の考え方について説明する。

＜取り扱う容器等の数量設定について＞
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用いる容
器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納する核燃
料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

18

(12)燃料棒受入一時保管エリア
燃料棒受入一時保管エリアは，ウラン燃料棒をウラン燃料棒用輸送容器の内容器に収納し，その内容器
をウラン燃料棒用輸送容器に収納した状態で保管するために，必要な空間を有する設計とする。

【(1)　燃料棒受入一時保管エリアの設計】
・燃料棒受入一時保管エリアの用途及び保管物について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・最大貯蔵能力の考え方について説明する。

＜取り扱う容器等の数量設定について＞
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用いる容
器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納する核燃
料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

19

(13)燃料集合体輸送容器一時保管エリア
燃料集合体輸送容器一時保管エリアは，燃料集合体を燃料集合体用輸送容器に収納した状態で保管する
ために，必要な空間を有する設計とする。

【(1)　燃料集合体輸送容器一時保管エリアの設計】
・燃料集合体輸送容器一時保管エリアの用途及び保管物について説明する。
【(2)　保有するPu量及び最大貯蔵能力】
・最大貯蔵能力の考え方について説明する。

＜取り扱う容器等の数量設定について＞
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用いる容
器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納する核燃
料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設
に関する説明書
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補足説明すべき項目の抽出
（第17条 核燃料物質の貯蔵施設）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃棄施
設に関する説明書

【2.1.1　設計基準対象の施設】
・廃棄設備により冷却することについて説明する。
【d.貯蔵施設の崩壊熱除去】
・各貯蔵設備の崩壊熱を排気設備により冷却することについて説明する。
【e.気体廃棄物の廃棄設備の換気風量】
・核燃料物質の漏えい防止及び崩壊熱除去を達成するために，必要な換気風量を設けることについて
説明する。

補足すべき事項無し

＜取り扱う容器等の数量設定について＞
⇒崩壊熱量算出のためのPu量及び最大貯蔵能力の根拠説明に用いる容
器等の数量又は重量について，容器等の数量の根拠及び収納する核燃
料物質の重量の妥当性を補足する。
・[補足貯1]貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

4.2貯蔵施設における崩壊熱除去の設計
燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設は，建屋排気設備又はグローブボックス排気設備で換気することによ
り崩壊熱を適切に除去する設計とする。
また，建屋排気設備及びグローブボックス排気設備は，燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設の崩壊熱除去
に必要な換気風量を確保する設計とする。

20

【2.基本方針】
・崩壊熱除去を必要とする貯蔵施設を明確にし，建屋排気設備等により崩壊熱を適切に除去する設計
とすることについて説明する。
【3.1　核燃料物質の貯蔵施設の設計】
・崩壊熱除去のための換気風量算出に用いるPu量を示すことについて説明する。また，そのPu量は保
安規定にて管理する旨説明する。
【(2)　保有Pu量及び最大貯蔵能力】
・崩壊熱量算出のためのPu量を説明する。
【3.2　貯蔵施設における崩壊熱除去の設計】
・崩壊熱除去を考慮する対象施設及び対象施設に設置される換気設備の名称について説明する。
・各貯蔵設備の効率的に崩壊熱を除去する設計について説明する。
【3.2.1　崩壊熱除去に必要な換気風量の算出方法】
・崩壊熱除去に必要な換気風量の算出式について記載する。
【3.2.2　崩壊熱除去に必要な換気風量で考慮する条件】
【(1)各貯蔵施設の崩壊熱除去を考慮するPu量】
・換気風量算出に用いる条件のうち，Pu量の数値について説明する。
【(2)想定する崩壊熱量】
・換気風量算出に用いる条件のうち，崩壊熱量の数値について説明する。
【(3)許容温度について】
・換気風量算出に用いる条件のうち，許容温度の数値について説明する。
【3.2.3　各貯蔵施設における崩壊熱除去に必要な換気風量】
・崩壊熱除去に必要な換気風量を算出した結果について記載する。

Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設
に関する説明書
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補足説明すべき項目の抽出
（第17条 核燃料物質の貯蔵施設）

別紙５②

展開要否 理由
Ⅴ－１－３
核燃料物質の貯蔵施設に関す
る説明書

【3.1　核燃料物質の貯蔵施
設の設計】

＜取り扱う容器等の数量設定につ
いて＞

[補足貯1] 貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設定について

補足-180-1
燃料取扱設備，新燃料貯
蔵設備及び使用済燃料貯
蔵設備の核燃料物質が臨
界に達しないことに関す
る説明書に係る補足説明
資料

1. 小規模漏えい時の沸騰状態における実効増倍率について
2. 未臨界性評価における燃料体等上下部の計算体系設定の考え方
3. 大規模漏えい時の未臨界性評価における水密度を一様に変化させることの妥当性
4. 未臨界性評価の条件
5. 未臨界性評価における不確定性
別添1　ラックセル中のボロンの減損割合の評価

―

加工施設における臨界安全設計につ
いては，第4条核燃料物質の臨界防止
にて説明するため，MOXでは記載不要

補足-180-2
燃料体等又は重量物の落
下による使用済燃料貯蔵
槽内の燃料体等の破損の
防止及び使用済燃料貯蔵
槽の機能喪失の防止に関
する説明書に係る補足説
明資料

1. 使用済燃料プール周りの主要な重量物の配置
2. 燃料取替機及び原子炉建屋クレーンの待機場所について
3. 原子炉建屋クレーンのインターロックについて
4. 新燃料の取扱いにおける落下防止対策
5. キャスク取扱い作業時における使用済燃料プールへの影響
6. 照射済燃料及び使用済燃料取扱い時の使用済燃料プールへの影響
7. ワイヤロープ及び主要部材の強度に関する説明について
8. イコライザハンガの概要について
9. 使用済燃料プールの機能に影響を及ぼすおそれのある重量物の抽出結果

別添1 重量物落下時のチャンネル・ボックスへの荷重について
別添2 BWR燃料集合体落下時の使用済燃料プールライニングの健全性について

―

MOX燃料加工施設における核燃料物質
等の搬送設備については，第16条搬
送設備にて説明するため，貯蔵では
記載不要

1. 評価条件のうち，燃料取出期間（9日）の妥当性 ―

2. 蒸発量の評価において考慮する発熱源について ―

3. 可搬型スプレイ設備に係る安全性向上対応 ―

別添1　使用済燃料プールへのスプレイ量の評価
別添2　取出燃料の燃料被覆管表面温度の評価
別添3　使用済燃料プールゲートのスロッシングに対する評価

―

補足-180-4
使用済燃料貯蔵槽の水深
の遮蔽能力に関する説明
書に係る補足説明資料

1. 使用済燃料プール静的サイフォンブレーカの設置状況
2. 使用済燃料プール静的サイフォンブレーカへの重量物落下評価
3. 使用済燃料プール水位低下時の線量率と水位の計算結果について
4. 使用済燃料の線源強度の比較について

―

発電所特有の設備であること及びMOX
燃料加工施設の遮蔽機能について
は，第22条遮蔽にて説明することか
ら記載不要

補足-180-5
制御棒ハンガの運用変更
に伴うサイドバンカプー
ルでの廃棄物貯蔵に関す
る説明書

1. 概要
2. 基本方針
3. 技術基準第40 条の適合性評価
3.1 サイトバンカプールの廃棄物貯蔵設計
3.2 通常運転時に発生する廃棄物の推定量の評価
3.3 技術基準第40 条の適合性評価
4. 技術基準第42 条の適合性評価
4.1 サイトバンカプールの遮蔽設計
4.2 サイトバンカプールの水遮蔽
4.3 通常運転時に発生する廃棄物の推定総放射能量の評価
4.4 技術基準第42 条の適合性評価
別添1 サイトバンカプールの概要図
別添2 サイトバンカプール内廃棄物の貯蔵状況
別添3 サイトバンカプールに貯蔵する主な廃棄物の概要

―

発電所特有の設備であること及び廃
棄物の貯蔵容量は第20条放射性廃棄
物の廃棄施設，遮蔽については第22
条遮蔽にて説明することから記載不
要

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

発電所特有の設備であること及び重
大事故時等の使用済み燃料の取り出
し期間，プール水の蒸発量，可搬型
スプレイ設備の設計に関する説明で
あることから記載不要

補足-180-3
使用済燃料貯蔵槽の冷却
能力に関する説明書に係
る補足説明資料

発電炉の補足説明資料には本条文に該当する内容の資料がないが、基本設計方針からの展開にて

抽出された補足すべき事項があるため、別紙５③にて全体構成と分割申請回次を整理する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第17条 核燃料物質の貯蔵施設）

別紙５③

第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

崩壊熱量算出のためのPu量及び
最大貯蔵能力の根拠説明に用い
る容器等の数量又は重量につい
て，容器等の数量の根拠及び収
納する核燃料物質の重量の妥当
性を補足する。

[補足貯1] - - ○

最大貯蔵能力の設定根拠及び崩
壊熱量の算出の説明に用いる容
器等の数量又は重量について，
容器等の数量の根拠及び収納す
る核燃料物質の重量の妥当性を
補足する。

- - ○

最大貯蔵能力の根拠説明に用い
る容器等の数量又は重量につい
て，容器等の数量の根拠及び収
納する核燃料物質の重量の妥当
性を補足する。

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

東海第二発電所　補足説明資料 MOX燃料加工施設　補足説明資料

凡例

・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

1-1　貯蔵施設で取り扱う容器等の数量の設
定について

1.核燃料物質の貯蔵施設に関する補足説明資料

記載概要
補足すべき事

項
申請回次
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令和５年４月 28 日 Ｒ１ 

別紙 6 

変更前記載事項の

既設工認等との紐づけ
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別紙６① 

基本設計⽅針の第 2 回申請範囲 

 

全体 第 2回申請範囲 

第 2章 個別項目 

4. 核燃料物質の貯蔵施設 

核燃料物質の貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については，第 1章 共通項目の「1.核燃料物質

の臨界防止」，「2.地盤」，「3.自然現象等」，「4.閉じ込めの機能」，「5.火災等による損傷の防止」，「6.加工

施設内における溢水による損傷の防止」，「7.遮蔽」及び「8.設備に対する要求」に基づくものとする。 

 

4.1 核燃料物質の貯蔵施設の設計 

貯蔵施設は，原料粉末を受け入れてから成形，被覆，組立を経て燃料集合体とするまでの各工程間の貯

蔵及び燃料集合体出荷までの貯蔵を行う設計とする。 

 

貯蔵施設は，燃料加工建屋に収納する設計とする。 

 

貯蔵施設は，各工程における核燃料物質の形態に応じて貯蔵するために，ウラン貯蔵設備及び燃料集合

体貯蔵設備は，原料ウラン粉末及び燃料集合体それぞれの輸送を考慮して，MOX 燃料加工施設の年間最大

処理能力 130t･HM に対し必要な容量を有する設計とする。また，各工程間の一時保管設備及び貯蔵設備は，

次工程への払出までに必要な検査等を考慮し，円滑な運転ができる容量を有する設計とする。 

 

貯蔵施設は，貯蔵容器一時保管設備，原料 MOX 粉末缶一時保管設備，ウラン貯蔵設備，ウラン貯蔵エリ

ア，粉末一時保管設備，ペレット一時保管設備，スクラップ貯蔵設備，製品ペレット貯蔵設備，燃料棒貯

蔵設備，燃料集合体貯蔵設備，ウラン輸送容器一時保管エリア，燃料棒受入一時保管エリア及び燃料集合

体輸送容器一時保管エリアで構成する。 

 

(1) 貯蔵容器一時保管設備 

貯蔵容器一時保管設備は，再処理施設から受け入れた混合酸化物貯蔵容器及び再処理施設へ返却する混

合酸化物貯蔵容器(再処理施設と共用(以下同じ。))並びに混合酸化物貯蔵容器に収納された容器（粉末缶）

(再処理施設と共用(以下同じ。))を保管する設計とする。 

貯蔵容器一時保管設備は，一時保管ピットで構成する。また，一時保管ピットは，混合酸化物貯蔵容器

及び容器(粉末缶)を保管するために必要な数のピットを設ける設計とする。 

混合酸化物貯蔵容器及び容器（粉末缶）は，再処理施設と共用する。共用する混合酸化物貯蔵容器及び

容器（粉末缶）は，共用によって仕様（種類，容量及び主要材料），遮蔽設計，閉じ込め機能及び臨界安全

の方法に変更はないため，共用によって MOX 燃料加工施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

4. 核燃料物質の貯蔵施設 

核燃料物質の貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については，第 1章 共通項目の「1.核燃料物質

の臨界防止」，「2.地盤」，「3.自然現象等」，「4.閉じ込めの機能」，「5.火災等による損傷の防止」，「6.加工

施設内における溢水による損傷の防止」，「7.遮蔽」及び「8.設備に対する要求」に基づくものとする。 

 

4.1 核燃料物質の貯蔵施設の設計 

貯蔵施設は，原料粉末を受け入れてから成形，被覆，組立を経て燃料集合体とするまでの各工程間の貯

蔵及び燃料集合体出荷までの貯蔵を行う設計とする。 

 

貯蔵施設は，燃料加工建屋に収納する設計とする。 

 

貯蔵施設は，各工程における核燃料物質の形態に応じて貯蔵するために，ウラン貯蔵設備及び燃料集合

体貯蔵設備は，原料ウラン粉末及び燃料集合体それぞれの輸送を考慮して，MOX 燃料加工施設の年間最大

処理能力 130t･HM に対し必要な容量を有する設計とする。また，各工程間の一時保管設備及び貯蔵設備は，

次工程への払出までに必要な検査等を考慮し，円滑な運転ができる容量を有する設計とする。 

 

貯蔵施設は，貯蔵容器一時保管設備，原料 MOX 粉末缶一時保管設備，ウラン貯蔵設備，ウラン貯蔵エリ

ア，粉末一時保管設備，ペレット一時保管設備，スクラップ貯蔵設備，製品ペレット貯蔵設備，燃料棒貯

蔵設備，燃料集合体貯蔵設備，ウラン輸送容器一時保管エリア，燃料棒受入一時保管エリア及び燃料集合

体輸送容器一時保管エリアで構成する。 

 

(1) 貯蔵容器一時保管設備 

貯蔵容器一時保管設備は，再処理施設から受け入れた混合酸化物貯蔵容器及び再処理施設へ返却する混

合酸化物貯蔵容器(再処理施設と共用(以下同じ。))並びに混合酸化物貯蔵容器に収納された容器（粉末缶）

(再処理施設と共用(以下同じ。))を保管する設計とする。 

貯蔵容器一時保管設備は，一時保管ピットで構成する。また，一時保管ピットは，混合酸化物貯蔵容器

及び容器(粉末缶)を保管するために必要な数のピットを設ける設計とする。 

混合酸化物貯蔵容器及び容器（粉末缶）は，再処理施設と共用する。共用する混合酸化物貯蔵容器及び

容器（粉末缶）は，共用によって仕様（種類，容量及び主要材料），遮蔽設計，閉じ込め機能及び臨界安全

の方法に変更はないため，共用によって MOX 燃料加工施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

下線部は，第 1回申請箇所を示す。 
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(2) 原料 MOX 粉末缶一時保管設備 

原料 MOX 粉末缶一時保管設備は，原料 MOX 粉末を収納した容器（粉末缶）を次工程へ払い出すまで保管

する設計とする。 

原料 MOX 粉末缶一時保管設備は，原料 MOX 粉末缶一時保管装置グローブボックス，ピットを有した原料

MOX 粉末缶一時保管装置及び原料 MOX 粉末缶一時保管搬送装置で構成する。また，原料 MOX 粉末缶一時保

管装置は，容器（粉末缶）を保管するために，必要な数のピットを設ける設計とする。 

 

(3) ウラン貯蔵設備 

ウラン貯蔵設備は，原料ウラン粉末又は粉末混合のための未使用のウラン合金ボールを収納した容器

（ウラン粉末缶）を次工程へ払い出すまで貯蔵する設計とする。また，試験に用いたウランを収納した容

器（ウラン粉末缶）を貯蔵する設計とする。なお，容器（ウラン粉末缶）は収納パレットに積載し，収納

パレットは 676 基設ける設計とする。 

ウラン貯蔵設備は，ウラン貯蔵棚，ウラン粉末缶貯蔵容器及びウラン粉末缶入出庫装置で構成する。ま

た，ウラン貯蔵棚は，容器（ウラン粉末缶）及び収納パレットを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける

設計とする。 

ウラン貯蔵設備のうち，ウラン粉末缶入出庫装置は 2台設置する設計とする。なお，ウラン粉末缶貯蔵

容器は容器（ウラン粉末缶）を収納しウラン貯蔵エリアで取り扱う設計とする。また，ウラン粉末缶貯蔵

容器の基数は最大 128 基設ける設計とし，これを超えないことを保安規定に定めて，管理する。 

 

(4) 粉末一時保管設備 

粉末一時保管設備は，原料ウラン粉末，予備混合した粉末，一次混合した粉末，二次混合した粉末，均

一化混合した粉末，造粒した粉末，添加剤混合した粉末又は回収粉末を次工程へ払い出すまで容器（Ｊ60，

Ｊ85 又はＵ85）に収納し保管する設計とする。また，スクラップを収納したＣＳ・ＲＳ保管ポット，ＣＳ・

ＲＳ回収ポット又は先行試験ポットを５缶バスケット又は１缶バスケットに積載し保管する設計とする。 

粉末一時保管設備は，粉末一時保管装置グローブボックス，ピットを有した粉末一時保管装置及び粉末

一時保管搬送装置で構成する。また，粉末一時保管装置は，容器（Ｊ60，Ｊ85，Ｕ85，５缶バスケット，

１缶バスケット，ＣＳ・ＲＳ保管ポット，ＣＳ・ＲＳ回収ポット及び先行試験ポット）を保管するために，

必要な数のピットを設ける設計とする。 
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た，ウラン貯蔵棚は，容器（ウラン粉末缶）及び収納パレットを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける

設計とする。 

ウラン貯蔵設備のうち，ウラン粉末缶入出庫装置は 2台設置する設計とする。なお，ウラン粉末缶貯蔵

容器は容器（ウラン粉末缶）を収納しウラン貯蔵エリアで取り扱う設計とする。また，ウラン粉末缶貯蔵

容器の基数は最大 128 基設ける設計とし，これを超えないことを保安規定に定めて，管理する。 

 

(4) 粉末一時保管設備 

粉末一時保管設備は，原料ウラン粉末，予備混合した粉末，一次混合した粉末，二次混合した粉末，均

一化混合した粉末，造粒した粉末，添加剤混合した粉末又は回収粉末を次工程へ払い出すまで容器（Ｊ60，
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(5) ペレット一時保管設備

ペレット一時保管設備は，グリーンペレット，焼結したペレット，ＣＳペレット又は規格外ペレットを

収納した容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，スクラップ焼結ボート又は規格外ペレット保管容器）

を次工程へ払い出すまで保管する設計とする。また，容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，スクラッ

プ焼結ボート又は規格外ペレット保管容器）は収納パレットに積載し貯蔵する設計とする。 

ペレット一時保管設備は，ペレット一時保管棚グローブボックス，ペレット一時保管棚，焼結ボート入

出庫装置，焼結ボート受渡装置グローブボックス及び焼結ボート受渡装置で構成する。また，ペレット一

時保管棚は，容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，スクラップ焼結ボート及び規格外ペレット保管容

器）及び収納パレットを保管するために，必要な数の棚を設ける設計とする。 

(6) スクラップ貯蔵設備

スクラップ貯蔵設備は，ＣＳ粉末若しくはＣＳペレット又はＲＳ粉末若しくはＲＳペレットを収納した

容器（ＣＳ・ＲＳ保管ポット）を９缶バスケットに積載し貯蔵する設計とする。また，規格外ペレットを

収納した規格外ペレット保管容器を貯蔵する設計とする。さらに，試験に用いたウランを収納した容器（Ｃ

Ｓ・ＲＳ保管ポット）を９缶バスケットに積載し貯蔵する設計とする。 

容器（ペレット保管容器，９缶バスケット，規格外ペレット保管容器）は，収納パレットに積載し貯蔵

する設計とする。 

スクラップ貯蔵設備は，スクラップ貯蔵棚グローブボックス，スクラップ貯蔵棚，スクラップ保管容器

入出庫装置，スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス及びスクラップ保管容器受渡装置で構成す

る。また，スクラップ貯蔵棚は，容器（ペレット保管容器，９缶バスケット，規格外ペレット保管容器及

びＣＳ・ＲＳ保管ポット）及び収納パレットを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。 

(7) 製品ペレット貯蔵設備

製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレット，規格外ペレット又はペレット保存試料を貯蔵する設計とする。

それぞれのペレットは，ペレット保管容器又はペレット保存試料保管容器に収納し貯蔵する。また，容器

（ペレット保管容器及びペレット保存試料保管容器）は，収納パレットに収納し貯蔵する設計とする。 

製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレット貯蔵棚グローブボックス，製品ペレット貯蔵棚，ペレット保管

容器入出庫装置，ペレット保管容器受渡装置グローブボックス，ペレット保管容器受渡装置で構成する。

また，製品ペレット貯蔵棚は，容器（ペレット保管容器及びペレット保存試料保管容器）及び収納パレッ

トを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。

(8) 燃料棒貯蔵設備

燃料棒貯蔵設備は，MOX 燃料棒，ウラン燃料棒又は被覆管を貯蔵する設計とする。また，MOX 燃料棒，ウ

ラン燃料棒及び被覆管は，貯蔵マガジンに収納し貯蔵する。

燃料棒貯蔵設備は，燃料棒貯蔵棚，貯蔵マガジン入出庫装置及びウラン燃料棒収容装置で構成する。ま

た，燃料棒貯蔵棚は，貯蔵マガジンを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。 

なお，ウラン燃料棒は外部より受け入れ貯蔵する。 

(5) ペレット一時保管設備

ペレット一時保管設備は，グリーンペレット，焼結したペレット，ＣＳペレット又は規格外ペレットを

収納した容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，スクラップ焼結ボート又は規格外ペレット保管容器）

を次工程へ払い出すまで保管する設計とする。また，容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，スクラッ

プ焼結ボート又は規格外ペレット保管容器）は収納パレットに積載し貯蔵する設計とする。 

ペレット一時保管設備は，ペレット一時保管棚グローブボックス，ペレット一時保管棚，焼結ボート入

出庫装置，焼結ボート受渡装置グローブボックス及び焼結ボート受渡装置で構成する。また，ペレット一

時保管棚は，容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，スクラップ焼結ボート及び規格外ペレット保管容

器）及び収納パレットを保管するために，必要な数の棚を設ける設計とする。 

(6) スクラップ貯蔵設備

スクラップ貯蔵設備は，ＣＳ粉末若しくはＣＳペレット又はＲＳ粉末若しくはＲＳペレットを収納した

容器（ＣＳ・ＲＳ保管ポット）を９缶バスケットに積載し貯蔵する設計とする。また，規格外ペレットを

収納した規格外ペレット保管容器を貯蔵する設計とする。さらに，試験に用いたウランを収納した容器（Ｃ

Ｓ・ＲＳ保管ポット）を９缶バスケットに積載し貯蔵する設計とする。 

容器（ペレット保管容器，９缶バスケット，規格外ペレット保管容器）は，収納パレットに積載し貯蔵

する設計とする。 

スクラップ貯蔵設備は，スクラップ貯蔵棚グローブボックス，スクラップ貯蔵棚，スクラップ保管容器

入出庫装置，スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス及びスクラップ保管容器受渡装置で構成す

る。また，スクラップ貯蔵棚は，容器（ペレット保管容器，９缶バスケット，規格外ペレット保管容器及

びＣＳ・ＲＳ保管ポット）及び収納パレットを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。 

(7) 製品ペレット貯蔵設備

製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレット，規格外ペレット又はペレット保存試料を貯蔵する設計とする。

それぞれのペレットは，ペレット保管容器又はペレット保存試料保管容器に収納し貯蔵する。また，容器

（ペレット保管容器及びペレット保存試料保管容器）は，収納パレットに収納し貯蔵する設計とする。 

製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレット貯蔵棚グローブボックス，製品ペレット貯蔵棚，ペレット保管

容器入出庫装置，ペレット保管容器受渡装置グローブボックス，ペレット保管容器受渡装置で構成する。

また，製品ペレット貯蔵棚は，容器（ペレット保管容器及びペレット保存試料保管容器）及び収納パレッ

トを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。

(8) 燃料棒貯蔵設備

燃料棒貯蔵設備は，MOX 燃料棒，ウラン燃料棒又は被覆管を貯蔵する設計とする。また，MOX 燃料棒，ウ

ラン燃料棒及び被覆管は，貯蔵マガジンに収納し貯蔵する。

燃料棒貯蔵設備は，燃料棒貯蔵棚，貯蔵マガジン入出庫装置及びウラン燃料棒収容装置で構成する。ま

た，燃料棒貯蔵棚は，貯蔵マガジンを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。 

なお，ウラン燃料棒は外部より受け入れ貯蔵する。 
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(9) 燃料集合体貯蔵設備

燃料集合体貯蔵設備は，組立施設で組み立て，検査後の燃料集合体を組立施設の梱包出荷工程の梱包・

出荷設備に供給するまで貯蔵する設計とする。燃料集合体は，燃料集合体貯蔵チャンネルに収納し貯蔵す

る。 

燃料集合体貯蔵設備は，燃料集合体貯蔵チャンネルで構成する。また，燃料集合体貯蔵チャンネルは，

燃料集合体を貯蔵するために，必要な数のチャンネルを設ける設計とする。 

(10) ウラン貯蔵エリア

ウラン貯蔵エリアは，原料ウラン粉末，ウラン合金ボール又は試験に用いたウランをウラン粉末缶に収

納し，そのウラン粉末缶をウラン粉末缶貯蔵容器に収納した状態で貯蔵するために，必要な空間を有する

設計とする。 

(11) ウラン輸送容器一時保管エリア

ウラン輸送容器一時保管エリアは，原料ウラン粉末又はウラン合金ボールをウラン粉末缶に収納し，そ

のウラン粉末缶をウラン粉末缶輸送容器に収納した状態で保管するために，必要な空間を有する設計とす

る。 

(12) 燃料棒受入一時保管エリア

燃料棒受入一時保管エリアは，ウラン燃料棒をウラン燃料棒用輸送容器の内容器に収納し，その内容器

をウラン燃料棒用輸送容器に収納した状態で保管するために，必要な空間を有する設計とする。 

(13) 燃料集合体輸送容器一時保管エリア

燃料集合体輸送容器一時保管エリアは，燃料集合体を燃料集合体用輸送容器に収納した状態で保管する

ために，必要な空間を有する設計とする。 

4.2 貯蔵施設における崩壊熱除去の設計 

燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設は，建屋排気設備又はグローブボックス排気設備で換気することによ

り崩壊熱を適切に除去する設計とする。 

また，建屋排気設備及びグローブボックス排気設備は，燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設の崩壊熱除去

に必要な換気風量を確保する設計とする。 

(9) 燃料集合体貯蔵設備

燃料集合体貯蔵設備は，組立施設で組み立て，検査後の燃料集合体を組立施設の梱包出荷工程の梱包・

出荷設備に供給するまで貯蔵する設計とする。燃料集合体は，燃料集合体貯蔵チャンネルに収納し貯蔵す

る。 

燃料集合体貯蔵設備は，燃料集合体貯蔵チャンネルで構成する。また，燃料集合体貯蔵チャンネルは，

燃料集合体を貯蔵するために，必要な数のチャンネルを設ける設計とする。 

(10) ウラン貯蔵エリア

ウラン貯蔵エリアは，原料ウラン粉末，ウラン合金ボール又は試験に用いたウランをウラン粉末缶に収

納し，そのウラン粉末缶をウラン粉末缶貯蔵容器に収納した状態で貯蔵するために，必要な空間を有する

設計とする。 

(11) ウラン輸送容器一時保管エリア

ウラン輸送容器一時保管エリアは，原料ウラン粉末又はウラン合金ボールをウラン粉末缶に収納し，そ

のウラン粉末缶をウラン粉末缶輸送容器に収納した状態で保管するために，必要な空間を有する設計とす

る。 

(12) 燃料棒受入一時保管エリア

燃料棒受入一時保管エリアは，ウラン燃料棒をウラン燃料棒用輸送容器の内容器に収納し，その内容器

をウラン燃料棒用輸送容器に収納した状態で保管するために，必要な空間を有する設計とする。 

(13) 燃料集合体輸送容器一時保管エリア

燃料集合体輸送容器一時保管エリアは，燃料集合体を燃料集合体用輸送容器に収納した状態で保管する

ために，必要な空間を有する設計とする。 

4.2 貯蔵施設における崩壊熱除去の設計 

燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設は，建屋排気設備又はグローブボックス排気設備で換気することによ

り崩壊熱を適切に除去する設計とする。 

また，建屋排気設備及びグローブボックス排気設備は，燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設の崩壊熱除去

に必要な換気風量を確保する設計とする。 

第 2回申請にて全ての範囲を申請 
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別紙６② 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ(第 2 回申請) 

 

変 更 前 変 更 後 

第 2章 個別項目 

4. 核燃料物質の貯蔵施設 

核燃料物質の貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については，第 1章 共通項目の「1.核燃料物質

の臨界防止」，「2.地盤」，「3.自然現象等」，「4.閉じ込めの機能」，「5.火災等による損傷の防止」，「6.加工

施設内における溢水による損傷の防止」，「7.遮蔽」及び「8.設備に対する要求」に基づくものとする。 

 

4.1 核燃料物質の貯蔵施設の設計 

貯蔵施設は，原料粉末を受け入れてから成形，被覆，組立を経て燃料集合体とするまでの各工程間の貯

蔵及び燃料集合体出荷までの貯蔵を行う設計とする。 

貯蔵施設は，燃料加工建屋に収納する設計とする。 

貯蔵施設は，各工程における核燃料物質の形態に応じて貯蔵するために，ウラン貯蔵設備及び燃料集合

体貯蔵設備は，原料ウラン粉末及び燃料集合体それぞれの輸送を考慮して，MOX 燃料加工施設の年間最大

処理能力 130t･HM に対し必要な容量を有する設計とする。また，各工程間の一時保管設備及び貯蔵設備は，

次工程への払出までに必要な検査等を考慮し，円滑な運転ができる容量を有する設計とする。 

 

 

 

貯蔵施設は，貯蔵容器一時保管設備，原料 MOX 粉末缶一時保管設備，ウラン貯蔵設備，ウラン貯蔵エリ

ア，粉末一時保管設備，ペレット一時保管設備，スクラップ貯蔵設備，製品ペレット貯蔵設備，燃料棒貯

蔵設備，燃料集合体貯蔵設備，ウラン輸送容器一時保管エリア，燃料棒受入一時保管エリア及び燃料集合

体輸送容器一時保管エリアで構成する。 

 

 

 

 

(1) 貯蔵容器一時保管設備 

貯蔵容器一時保管設備は，再処理施設から受け入れた混合酸化物貯蔵容器及び再処理施設へ返却する混

合酸化物貯蔵容器(再処理施設と共用(以下同じ。))並びに混合酸化物貯蔵容器に収納された容器（粉末缶）

(再処理施設と共用(以下同じ。))を保管する設計とする。 

貯蔵容器一時保管設備は，一時保管ピットで構成する。また，一時保管ピットは，混合酸化物貯蔵容器

及び容器(粉末缶)を保管するために必要な数のピットを設ける設計とする。 

混合酸化物貯蔵容器及び容器(粉末缶)は，再処理施設と共用する。共用する混合酸化物貯蔵容器及び容

器(粉末缶)は，共用によって仕様(種類，容量及び主要材料)，遮蔽設計，閉じ込め機能及び臨界安全の方

法に変更はないため，共用によって MOX 燃料加工施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

4. 核燃料物質の貯蔵施設 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認に記載はないが，既許可(2010/5/13)にて，貯蔵設備の構成を記載している
ことから，変更前に記載する。 

：既設工認に記載されている内容と同様 

：その他既設工認に記載されていないが，従前より設計上考慮して 

 実施していたもの 

：既認可等のエビデンス 

第 1回申請箇所を下線で示す。 

【凡例】 

貯蔵①-1 

貯蔵①-2 

貯蔵①-3 

既設工認 本文 
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別紙６② 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ(第 2 回申請) 

 

変 更 前 変 更 後 

(2) 原料 MOX 粉末缶一時保管設備 

原料 MOX 粉末缶一時保管設備は，原料 MOX 粉末を収納した容器（粉末缶）を次工程へ払い出すまで保管

する設計とする。 

原料 MOX 粉末缶一時保管設備は，原料 MOX 粉末缶一時保管装置グローブボックス，ピットを有した原料

MOX 粉末缶一時保管装置及び原料 MOX 粉末缶一時保管搬送装置で構成する。また，原料 MOX 粉末缶一時保

管装置は，容器（粉末缶）を保管するために，必要な数のピットを設ける設計とする。 

 

(3) ウラン貯蔵設備 

ウラン貯蔵設備は，原料ウラン粉末又は粉末混合のための未使用のウラン合金ボールを収納した容器

（ウラン粉末缶）を次工程へ払い出すまで貯蔵する設計とする。また，試験に用いたウランを収納した容

器（ウラン粉末缶）を貯蔵する設計とする。なお，容器（ウラン粉末缶）は収納パレットに積載し，収納

パレットは 676 基設ける設計とする。 

ウラン貯蔵設備は，ウラン貯蔵棚，ウラン粉末缶貯蔵容器及びウラン粉末缶入出庫装置で構成する。ま

た，ウラン貯蔵棚は，容器（ウラン粉末缶）及び収納パレットを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける

設計とする。 

ウラン貯蔵設備のうち，ウラン粉末缶入出庫装置は 2台設置する設計とする。なお，ウラン粉末缶貯蔵

容器は容器（ウラン粉末缶）を収納しウラン貯蔵エリアで取り扱う設計とする。また，ウラン粉末缶貯蔵

容器の基数は最大 128 基設ける設計とし，これを超えないことを保安規定に定めて，管理する。 

 

 

(4) 粉末一時保管設備 

粉末一時保管設備は，原料ウラン粉末，予備混合した粉末，一次混合した粉末，二次混合した粉末，均

一化混合した粉末，造粒した粉末，添加剤混合した粉末又は回収粉末を次工程へ払い出すまで容器（Ｊ60，

Ｊ85 又はＵ85）に収納し保管する設計とする。また，スクラップを収納したＣＳ・ＲＳ保管ポット，ＣＳ・

ＲＳ回収ポット又は先行試験ポットを５缶バスケット又は１缶バスケットに積載し保管する設計とする。 

粉末一時保管設備は，粉末一時保管装置グローブボックス，ピットを有した粉末一時保管装置及び粉末

一時保管搬送装置で構成する。また，粉末一時保管装置は，容器（Ｊ60，Ｊ85，Ｕ85，５缶バスケット，

１缶バスケット，ＣＳ・ＲＳ保管ポット，ＣＳ・ＲＳ回収ポット及び先行試験ポット）を保管するために，

必要な数のピットを設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請はしていないが，既設工認時から想定しているため，変更前に記載。 

設工認申請はしていないが，既設工認時から想定しているため，変更前に記載。 

既設工認 本文 

貯蔵②-1 

一部設工認申請を実施していない設備が含まれるため，既設工認時に記載はないが，既設工認時よ
り想定しているため，変更前に記載。 
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別紙６② 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ(第 2 回申請) 

 

変 更 前 変 更 後 

(5) ペレット一時保管設備 

ペレット一時保管設備は，グリーンペレット，焼結したペレット，ＣＳペレット又は規格外ペレットを

収納した容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，スクラップ焼結ボート又は規格外ペレット保管容器）

を次工程へ払い出すまで保管する設計とする。また，容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，スクラッ

プ焼結ボート又は規格外ペレット保管容器）は収納パレットに積載し貯蔵する設計とする。 

ペレット一時保管設備は，ペレット一時保管棚グローブボックス，ペレット一時保管棚，焼結ボート入

出庫装置，焼結ボート受渡装置グローブボックス及び焼結ボート受渡装置で構成する。また，ペレット一

時保管棚は，容器（焼結ボート，先行試験焼結ボート，スクラップ焼結ボート及び規格外ペレット保管容

器）及び収納パレットを保管するために，必要な数の棚を設ける設計とする。 

 

(6) スクラップ貯蔵設備 

スクラップ貯蔵設備は，ＣＳ粉末若しくはＣＳペレット又はＲＳ粉末若しくはＲＳペレットを収納した

容器（ＣＳ・ＲＳ保管ポット）を９缶バスケットに積載し貯蔵する設計とする。また，規格外ペレットを

収納した規格外ペレット保管容器を貯蔵する設計とする。さらに，試験に用いたウランを収納した容器（Ｃ

Ｓ・ＲＳ保管ポット）を９缶バスケットに積載し貯蔵する設計とする。 

容器（ペレット保管容器，９缶バスケット，規格外ペレット保管容器）は，収納パレットに積載し貯蔵

する設計とする。 

スクラップ貯蔵設備は，スクラップ貯蔵棚グローブボックス，スクラップ貯蔵棚，スクラップ保管容器

入出庫装置，スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス及びスクラップ保管容器受渡装置で構成す

る。また，スクラップ貯蔵棚は，容器（ペレット保管容器，９缶バスケット，規格外ペレット保管容器及

びＣＳ・ＲＳ保管ポット）及び収納パレットを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。 

 

(7) 製品ペレット貯蔵設備 

製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレット，規格外ペレット又はペレット保存試料を貯蔵する設計とする。

それぞれのペレットは，ペレット保管容器又はペレット保存試料保管容器に収納し貯蔵する。また，容器

（ペレット保管容器及びペレット保存試料保管容器）は，収納パレットに収納し貯蔵する設計とする。 

製品ペレット貯蔵設備は，製品ペレット貯蔵棚グローブボックス，製品ペレット貯蔵棚，ペレット保管

容器入出庫装置，ペレット保管容器受渡装置グローブボックス，ペレット保管容器受渡装置で構成する。

また，製品ペレット貯蔵棚は，容器（ペレット保管容器及びペレット保存試料保管容器）及び収納パレッ

トを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 本文 

貯蔵②-3 

貯蔵②-4 

貯蔵②-2 

貯蔵②-5 

貯蔵②-6 

貯蔵②-7 

既設工認 本文 

既設工認 本文 
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別紙６② 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ(第 2 回申請) 

変 更 前 変 更 後 

(8) 燃料棒貯蔵設備

燃料棒貯蔵設備は，MOX 燃料棒，ウラン燃料棒又は被覆管を貯蔵する設計とする。また，MOX 燃料棒，

ウラン燃料棒及び被覆管は，貯蔵マガジンに収納し貯蔵する。

燃料棒貯蔵設備は，燃料棒貯蔵棚，貯蔵マガジン入出庫装置及びウラン燃料棒収容装置で構成する。ま

た，燃料棒貯蔵棚は，貯蔵マガジンを貯蔵するために，必要な数の棚を設ける設計とする。 

燃料棒貯蔵設備は，燃料棒貯蔵棚，貯蔵マガジン入出庫装置及びウラン燃料棒収容装置で構成する。 

なお，ウラン燃料棒は外部より受け入れ貯蔵する。 

(9) 燃料集合体貯蔵設備

燃料集合体貯蔵設備は，組立施設で組み立て，検査後の燃料集合体を組立施設の梱包出荷工程の梱包・

出荷設備に供給するまで貯蔵する設計とする。燃料集合体は，燃料集合体貯蔵チャンネルに収納し貯蔵す

る。 

燃料集合体貯蔵設備は，燃料集合体貯蔵チャンネルで構成する。また，燃料集合体貯蔵チャンネルは，

燃料集合体を貯蔵するために，必要な数のチャンネルを設ける設計とする。 

(10) ウラン貯蔵エリア

ウラン貯蔵エリアは，原料ウラン粉末，ウラン合金ボール又は試験に用いたウランをウラン粉末缶に収

納し，そのウラン粉末缶をウラン粉末缶貯蔵容器に収納した状態で貯蔵するために，必要な空間を有する

設計とする。 

(11) ウラン輸送容器一時保管エリア

ウラン輸送容器一時保管エリアは，原料ウラン粉末又はウラン合金ボールをウラン粉末缶に収納し，そ

のウラン粉末缶をウラン粉末缶輸送容器に収納した状態で保管するために，必要な空間を有する設計とす

る。 

(12) 燃料棒受入一時保管エリア

燃料棒受入一時保管エリアは，ウラン燃料棒をウラン燃料棒用輸送容器の内容器に収納し，その内容器

をウラン燃料棒用輸送容器に収納した状態で保管するために，必要な空間を有する設計とする。 

(13) 燃料集合体輸送容器一時保管エリア

燃料集合体輸送容器一時保管エリアは，燃料集合体を燃料集合体用輸送容器に収納した状態で保管する

ために，必要な空間を有する設計とする。 

既設工認 本文 

設工認申請を実施していない設備だが，既設工認時から想定しているため，変更前に記載。 

設工認申請を実施していない設備だが，既設工認時から想定しているため，変更前に記載。 

設工認申請を実施していない設備だが，既設工認時から想定しているため，変更前に記載。 

設工認申請を実施していない設備だが，既設工認時から想定しているため，変更前に記載。 

設工認申請を実施していない設備だが，既設工認時から想定しているため，変更前に記載。 

貯蔵③-1 

既設工認に記載はないが，既許可(2010/5/13)にて，外部より受け入れる
旨，記載していることから，変更前に記載する。 
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別紙６② 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ(第 2 回申請) 

 

変 更 前 変 更 後 

4.2 貯蔵施設における崩壊熱除去の設計 

燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設は，建屋排気設備又はグローブボックス排気設備で換気することによ

り崩壊熱を適切に除去する設計とする。 

また，建屋排気設備及びグローブボックス排気設備は，燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設の崩壊熱除去

に必要な換気風量を確保する設計とする。 
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ト．核燃料物質の貯蔵施設
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添付図 

1. 配置図 

第1.-1図 核燃料物質の貯蔵施設の機器配置図(1/2)････････････････････図-ト-1-1-1 

第1.-2図 核燃料物質の貯蔵施設の機器配置図(2/2)････････････････････図-ト-1-1-2 

 

2. 構造図 

2.1  貯蔵容器一時保管設備 

第2.1-1図 一時保管ピット(PA0112-M-01101)構造図(1/2)･･･････････････図-ト-2-1-1 

第2.1-2図 一時保管ピット(PA0112-M-01101)構造図(2/2)･･･････････････図-ト-2-1-2 

第2.1-3図 混合酸化物貯蔵容器構造図････････････････････････････････図-ト-2-1-3 

第2.1-4図 粉末缶構造図････････････････････････････････････････････図-ト-2-1-4 

 

2.2  燃料棒貯蔵設備(その1) 

 第2.2-1図 燃料貯蔵棚-1(PA0148-M-10101)構造図(1/2)･････････････････図-ト-2-2-1 

第2.2-2図 燃料貯蔵棚-1(PA0148-M-10101)構造図(2/2)･････････････････図-ト-2-2-2 

第2.2-3図 燃料貯蔵棚-2(PA0148-M-10102)構造図(1/2)･････････････････図-ト-2-2-3 

第2.2-4図 燃料貯蔵棚-2(PA0148-M-10102)構造図(2/2)･････････････････図-ト-2-2-4 

第2.2-5図  貯蔵マガジン入出庫装置(PA0148-M-20101)構造図････････････図-ト-2-2-5 

 

3. 工事フロー図 

第3.-1図 貯蔵容器一時保管設備の工事フロー図･･･････････････････････図-ト-3-1-1 

第3.-2図 燃料棒貯蔵設備の工事フロー図･････････････････････････････図-ト-3-2-1 
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ト-1-2 

1. 貯蔵容器一時保管設備 

(1) 設置の概要 

本設備は，原料粉末受入工程において再処理施設から受け入れた，粉末缶が封入され

た混合酸化物貯蔵容器と，再処理施設へ返却する粉末缶(原料MOX粉末の取り出し後又は

充填済み)が封入された混合酸化物貯蔵容器を一時的に保管する設備である。本設備は，

一時保管ピット，混合酸化物貯蔵容器及び粉末缶で構成する。 

一時保管ピットは，混合酸化物貯蔵容器を保管するため，4行×8列のピットを配置し

32基の保管容量(最大貯蔵能力1.2t･HM)を有する。 

混合酸化物貯蔵容器(1体)は，粉末缶を3缶収納し，再処理施設とMOX燃料加工施設にお

いて粉末缶の搬送に用いる容器である。 

粉末缶は，原料MOX粉末(プルトニウム富化度：最大60%)を収納し，混合酸化物貯蔵容

器に収納(3缶)され，再処理施設とMOX燃料加工施設間の管理区域内で原料MOX粉末の搬

送に用いる容器である。混合酸化物貯蔵容器及び粉末缶は，再処理施設で設計，製作さ

れたものをMOX燃料加工施設で共用する。 

本設備は，燃料加工建屋地下3階の貯蔵容器一時保管室に設置する。 

本設備のうち，一時保管ピットは，安全に係る距離の維持機能(単一ユニット相互間の

距離維持)上の安全上重要な施設である。混合酸化物貯蔵容器は，再処理施設において安

全上重要な施設であり，共用することから安全上重要な施設とする。 

 

(2) 準拠すべき主な法令，規格及び基準 

本設備の準拠すべき主な法令，規格及び基準を第1.-1表に示す。 

 

(3) 設計の基本方針 

a. 各貯蔵単位を単一ユニットとして設定し，単一ユニット相互間の距離を設定するこ

とにより，核的に安全な配置とする。 

b. 本設備の安全上重要な施設は，可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する。 

c. 本設備は，耐震設計上の重要度に応じ，適切な耐震設計を行う。 

d． 本設備は，再処理施設から原料MOX粉末を混合酸化物貯蔵容器に封入した状態で，核

燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の6(以下，「加工規則第7条の6 ｣という。)

に従って受け入れる設計とする。 

e. 本設備の安全上重要な施設は，必要に応じ，適切な方法により安全機能を確認する

ための検査又は試験並びに安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができる設

計とする。 

f.  本設備は，混合酸化物貯蔵容器の取扱いにおいては，落下防止のための機構を設け

る設計とし，仮に落下しても破損しない高さである4m以下で取り扱う設計とする。 

 

(4) 設計条件及び仕様 

本設備に係る設計条件，仕様を第1.-2表～第1.-4表に示す。また，機器仕様に示す材

料の材料規格を第1.-6表に示す。 
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ト-1-2

第1.-1表 準拠すべき主な法令，規格及び基準(核燃料物質の貯蔵施設) 

準拠すべき主な法令， 

規格及び基準 

施設／設備区分 

核
原
料
物
質
，
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

核
原
料
物
質
，
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令

核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則

加
工
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則

消
防
法
及
び
消
防
法
施
行
令

労
働
安
全
衛
生
法

日
本
工
業
規
格(

Ｊ
Ｉ
Ｓ)

日
本
建
築
学
会
各
種
構
造
設
計
及
び
計
算
規
準

原
子
力
発
電
所
耐
震
設
計
技
術
指
針(

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｇ
４
６
０
１)

電
気
学
会
電
気
規
格
調
査
会
標
準
規
格(

Ｊ
Ｅ
Ｃ)

日
本
電
機
工
業
会
規
格(

Ｊ
Ｅ
Ｍ)

日
本
電
線
工
業
会
規
格(

Ｊ
Ｃ
Ｓ)

日
本
機
械
学
会｢

発
電
用
原
子
力
設
備
規
格

設
計
・
建
設
規
格｣

(

Ｊ
Ｓ
Ｍ
Ｅ)

ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則

ク
レ
ー
ン
構
造
規
格

ト．核燃料物質の貯蔵施設

貯蔵容器一時保管設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

燃料棒貯蔵設備(その1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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第1.-2表 機器仕様 

対応

する

加工

事業

許可 

許可番号(日付) 平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備及び 

機器の種類 

核燃料物質の貯蔵施設 貯蔵容器一時保管設備 

一時保管ピット 

許可との対応 本体 

設備・機器名称 貯蔵容器一時保管設備 

一時保管ピット(PA0112-M-01101) 

設置場所 燃料加工建屋地下3階 貯蔵容器一時保管室 

変更内容 新設 

数量 1台 

一 

般 

仕 

様 

形式 床下保管方式 

主要な構成材 鋼材 

寸法(単位：mm) ・幅 ：6370

・奥行：3070

・高さ：2010

その他の構成機器 － 

その他の性能 最大貯蔵能力 

・1.2t･HM(32ピット)

核燃料物質の状態 粉末 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 
(注1)

核燃料物質の臨界

防止 

①単一ユニット又は複数ユニットの区分

・複数ユニット(配列：4行×8列)

②貯蔵単位

・混合酸化物貯蔵容器

③貯蔵する核燃料物質の形態(注2)

・混合酸化物貯蔵容器：原料MOX粉末

④貯蔵単位相互間の距離

・中心間距離(ピット間隔)：行方向600mm以上，列方向600mm以上

火災等による損傷

の防止 

一時保管ピットには不燃性の材料を使用する。 

耐震性 一時保管ピット 

・耐震クラス：Bクラス(注3)

・主要材料：鋼材(SS400，SUS304)

・基礎ボルト材質：鋼材(SS400)

・基礎ボルト本数：M16×96本

・基礎ボルト配置：230mm×155mm

・取付ボルト材質：鋼材(SUS304)

・取付ボルト本数：M16×128本

・取付ボルト配置：405mm
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技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 
(注1) 

材料及び構造 － 

閉じ込めの機能 － 

しゃへい － 

換気 － 

核燃料物質等によ

る汚染の防止 

－ 

安全上重要な施設 適切な方法により，安全機能を確認するための検査又は試験並び

に安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができる設計

とする。 

搬送設備 － 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

非常用電源設備 － 

その他事業許可で求め

る仕様 

－ 

添付図 第1.-1図 核燃料物質の貯蔵施設の機器配置図(1/2) 

第2.1-1図 一時保管ピット(PA0112-M-01101)構造図(1/2) 

第2.1-2図 一時保管ピット(PA0112-M-01101)構造図(2/2) 

特記事項 運転管理にて貯蔵量が最大貯蔵能力を超えないように管理する。 

注1 技術基準に対する仕様の補足説明 

(1) 核燃料物質の臨界防止

本装置は，貯蔵単位である混合酸化物貯蔵容器(第1.-3表参照)及び核燃料物質の形態

(原料MOX粉末)を管理し，貯蔵単位の配列(4行×8列)が核的に安全な配置となるよう貯

蔵単位相互間の距離(行方向600mm以上，列方向600mm以上)を維持することにより臨界を

防止する設計とする。貯蔵する混合酸化物貯蔵容器から最も近い貯蔵容器一時保管室の

壁・床・天井までの距離について，南壁までの距離1300mm以上，北壁までの距離1300mm

以上，床までの距離500mm以上，及び，天井までの距離100mm以上となるように設置する。 

臨界防止に係る計算結果は，添付書類Ⅰ「核燃料物質の臨界防止に関する説明書」に

示す。 

(2) 火災等による損傷の防止

一時保管ピットは安全上重要な施設であるため，不燃性の鋼材を使用することにより

火災による損傷を防止する。 

(3) 耐震性

一時保管ピットは，耐震Bクラスとする。また，耐震設計上の主要な評価部位は装置を

直接支持する構造物に固定するボルト(基礎ボルト)及び貯蔵単位相互間の距離を維持す

るのに必要なボルト(取付ボルト)とする。設備構造設計上の耐震設計結果は，添付書類

Ⅲ「主要な加工施設の耐震性に関する説明書」に示す。 

M
O
X
②

 
ト

-
0
0
0
6
-
0
0
 

F
 

貯
蔵

 
B
 

127



ト-1-5 

(4) 安全上重要な施設  

一時保管ピットは，安全上重要な施設であり，外観検査等により，加工施設の安全を

確保する機能のピット間距離の確認は実施できる。また，周囲にメンテナンススペース

を設けておりこれらの機能を健全に維持するための保守又は修理が可能である。なお，

他の原子力施設と共用しない。 

注2  貯蔵施設で取り扱う核燃料物質の形態及び設定条件を第1.-5表に示す。 

注3  一時保管ピットは，基準地震動Ssによる地震力に対して過大な変形等が生じないよう

に設計する。 
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第1.-3表 機器仕様 

対応

する

加工

事業

許可 

許可番号(日付) 平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備及び 

機器の種類 

核燃料物質の貯蔵施設 貯蔵容器一時保管設備 

許可との対応 付属設備 

設備・機器名称 貯蔵容器一時保管設備 

混合酸化物貯蔵容器 

設置場所 燃料加工建屋地下3階 貯蔵容器一時保管室 

変更内容 新設 

数量 490基 

一 

般 

仕 

様 

形式 たて置円筒形 

主要構成材 ステンレス鋼

寸法(単位：mm) ・胴外径：206

・高さ ：1395

その他の構成機器 － 

その他の性能 － 

核燃料物質の状態 粉末(粉末缶×3缶) 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 
(注1)

核燃料物質の臨界

防止 

①貯蔵単位の形状(核燃料物質収納部寸法)

・内径：204mm以下

②核燃料物質の量

・40kg･(U＋Pu)以下

火災等による損傷

の防止 

混合酸化物貯蔵容器は，不燃性の材料を使用する。 

耐震性 － 

材料及び構造 － 

閉じ込めの機能 － 

しゃへい － 
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技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 
(注1) 

換気 － 

核燃料物質等によ

る汚染の防止 

－ 

安全上重要な施設 混合酸化物貯蔵容器は, 再処理施設と共用することによって，MOX

燃料加工施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。ま

た，適切な方法により，安全機能を確認する検査又は試験並びに

安全機能を維持するための保守又は修理ができる設計とする。 

搬送設備 － 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

非常用電源設備 － 

その他事業許可で求め

る仕様(注2) 

混合酸化物貯蔵容器の取扱高さは4m以下とする。 

添付図 第2.1-2図 混合酸化物貯蔵容器構造図 

特記事項 － 

注1 技術基準に対する仕様の補足説明 

(1) 核燃料物質の臨界防止

貯蔵単位である混合酸化物貯蔵容器は, 原料MOX粉末を内包した粉末缶を収納する部

分の寸法が貯蔵単位の形状寸法以下になるようにする。また，収納する核燃料物質の量

を40kg･(U＋Pu)以下に管理する。 

(2) 火災等による損傷の防止

混合酸化物貯蔵容器は安全上重要な施設であるため，不燃性のステンレス鋼を使用す

ることにより火災による損傷を防止する。 

(3) 安全上重要な施設

再処理施設から原料MOX粉末を混合酸化物貯蔵容器に封入した状態で，加工規則第7条

の6(管理区域内)に従って運搬するため，混合酸化物貯蔵容器を，再処理施設と共用す

ることによる安全上の問題はない。 

また，本容器を取り扱う原料粉末受払設備(後次回申請)において，本容器の安全機能

を確認する検査又は試験並びに安全機能を維持するための保守又は修理が可能である。 

注2 その他事業許可で求める仕様の補足説明 

(1) 本容器は，再処理施設において落下試験で破損しないことが確認されている落下高さ

4m以下で取り扱う設計としていることを踏まえ，MOX燃料加工施設で本容器を取り扱う設

備・機器は取扱高さが4m以下になる設計とする。 
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第1.-4表 機器仕様 

対応

する 

加工 

事業 

許可 

許可番号(日付) 平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備及び 

機器の種類 

核燃料物質の貯蔵施設 貯蔵容器一時保管設備 

 

許可との対応 付属設備 

 

設備・機器名称 貯蔵容器一時保管設備 

粉末缶 

設置場所 燃料加工建屋地下3階 貯蔵容器一時保管室 

変更内容 新設 

数量 1720個 

一 

般 

仕 

様 

形式 たて置円筒形(焼結金属フィルタ付)  

主要構成材 アルミニウム合金 

寸法(単位：㎜) ・胴外径：191 

・高さ ：400 

その他の構成機器 － 

その他の性能 － 

核燃料物質の状態 粉末 

技 

術 

基 

準 

に 

対 

す 

る 

仕 

様 

(注1) 

核燃料物質の臨界

防止 
①貯蔵単位の形状(核燃料物質収納部寸法) 

・外径：204mm以下 

②核燃料物質の量 

・13.3kg･(U＋Pu)以下 

火災等による損傷

の防止 

－ 

耐震性 － 

材料及び構造 － 

閉じ込めの機能 － 

しゃへい － 
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技 

術 

基 

準 

に 

対 

す 

る 

仕 

様 
(注1) 

換気 － 

核燃料物質等によ

る汚染の防止 

－ 

安全上重要な施設 － 

搬送設備 － 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

非常用電源設備 － 

その他事業許可で求め

る仕様 

－ 

添付図 第2.1-3図 粉末缶構造図 

特記事項 － 

注1  技術基準に対する仕様の補足説明 

 (1) 核燃料物質の臨界防止 

   貯蔵単位である粉末缶は, 原料MOX粉末を収納する部分の寸法が貯蔵単位の形状寸法

以下になるようにする。また，収納する核燃料物質の量を13.3kg･(U＋Pu)以下に管理す

る。 
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第1.-5表 核燃料物質の貯蔵施設で取り扱う核燃料物質の形態及び設定条件 

形態 
設定条件 

プルトニウム

富化度 

核分裂性プルト

ニウム富化度(注1)
含水率 (注2) 取扱

単位 

混 

合 

酸 

化 

物 

貯 

蔵 

容 

器 
(注3)

原料MOX粉末 60%以下 － 0.5%以下 

MOX粉末-1 60%以下 － 1.5%以下 

MOX粉末-2 33%以下 － 2.5%以下 

MOX粉末-3 18%以下 11.6%以下 3.5%以下 

MOX粉末-4 18%以下 11.6%以下(注4) 0.5%以下 

ペレット-1 18%以下 11.6%以下 3.5%以下 

ペレット-2 18%以下 11.6%以下(注4) 0.1%以下 

貯 
蔵 
マ 
ガ 
ジ 
ン 

BWR燃料棒 17%以下 9.4%以下 0.1%以下 

PWR燃料棒 18%以下 11.6%以下 0.1%以下 

ウラン燃料棒 5%以下(注5) － 0.1%以下 

BWR燃料集合体 11%以下(注6) 6.1%以下(注7) 0.1%以下 

PWR燃料集合体 14%以下(注6) 9.1%以下(注7) 0.1%以下 

注1 核分裂性プルトニウム富化度(%) 

=((プルトニウム-239質量+プルトニウム-241質量)/(プルトニウム質量+ウラン質量))

×100 

注2 含水率(%)=(水分質量/(MOX質量+水分質量))×100 

注3 再処理施設の混合酸化物貯蔵容器(粉末缶3缶収納)を共用する。 

注4 貯蔵設備及び一時保管設備の単一ユニットに本形態を適用する場合は，核分裂性プル 

トニウム富化度についても設定条件とする。

注5 ウラン中のウラン-235含有率を示す。

注6 燃料集合体平均としてのプルトニウム富化度を示す。 

注7 燃料集合体平均としての核分裂性プルトニウム富化度を示す。 
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第1.-6表 材料規格一覧 

材 料 材料記号 規 格 (注1) 摘 要 

鉄鋼材料 ステンレス鋼 SUS304 JIS G 4304熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4305冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 
 

SUS304TP JIS G 3459配管用ステンレス鋼管  

鋼材 SS400 JIS G 3101一般構造用圧延鋼材  

STKR400 JIS G 3466一般構造用角型鋼管  

SM490 JIS G 3106溶接構造用圧延鋼材  

注1  鉄鋼材料のうち，機器仕様の耐震性に示す材料の規格年号は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」(JSME S NC1-2005

及びJSME S NC1-2007)の規定に従う。 
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(5) 工事の方法 

a. 工事の方法及び手順 

本設備の工事フロー図を第3.-1図に示す。 

b. 検査方法 

本設備が，設計及び工事の方法のとおりに製作，据付され，その性能が技術上の基準に

適合することを確認するため，検査を行う。 

本設備の検査項目一覧を第1.-7表に，検査要領を第1.-8表に示す。 
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第1.-7表 貯蔵容器一時保管設備の検査項目一覧  

注1  員数のみ 

検査項目 

 

 

 

 

 

 

 

対象設備 

工事検査 性能検査 

気密・水

密材料又

は部品に

関する事

項 

組立に関する事項 警報装置 非常用動

力装置そ

の他の非

常用装置 

安全保護

回路及び

連動装置 

放射性廃棄物の廃棄施

設の処理能力 

放射線管

理施設の

性能 

線量当量

率及び空

気中の放

射性物質

濃度 

臨界防止

能力及び

閉じ込め

能力 
気体廃棄

物 

液体廃棄

物 

材料検査 寸法検査 耐圧・漏

えい検査 

据付・外観検査 

 

性能検査 

(1号) 

性能検査 

(1号) 

性能検査 

(1号) 

性能検査 

(2号) 

性能検査 

(2号) 

性能検査 

(3号) 

性能検査 

(4号) 

性能検査 

(5号) 

一時保管ピット イ イ  イ，ロ，ハ          

混合酸化物貯蔵容器 イ ロ  イ，ロ(注1)         

粉末缶 イ ロ  イ，ロ(注1)         
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第1.-8表 貯蔵容器一時保管設備の検査要領 

検査及び試験項目 検査方法 判定基準 

材料検査 イ.構造材検査 材料について材料検査証

明書等により確認する。 

なお ，混合酸化物貯蔵容

器及び粉末缶について

は， 再処理施設の使用前

検査記録により確認す

る。

機器仕様のとおりの材

料であること。 

寸法検査 イ.複数ユニット寸法

検査(注1) 

単一ユニットの相互間隔

について，測長器等によ 

り確認する。 

機器仕様のとおりの相

互間隔であること。 

ロ.容器寸法検査 容器寸法について，再処 

理施設の使用前検査記録

により確認する。 

機器仕様のとおりの寸

法であること。 

据付・外観 

検査 

イ.外観検査 設備・機器の外観を目視 

により確認する。なお，混

合酸化物貯蔵容器及び粉

末缶については，再処理 

施設の使用前検査記録に

より確認する。 

使用上有害な傷，変形

のないこと。 

ロ.配置・員数検査 設備・機器の配置及び員 

数を目視により確認する。

なお，混合酸化物貯蔵容 

器及び粉末缶については，

再処理施設の使用前検査

記録により確認する。 

機器仕様及び添付図の

とおりの配置・員数で

あること。 

ハ.据付検査 設備・機器の据付状態を 

目視，測長器等又は検査 

成績書により確認する。 

機器仕様及び添付図の

とおりであること。 

注1 単一ユニットから壁までの距離については，添付書類Ⅰ「核燃料物質の臨界防止に 

関する説明書」の計算モデル図に記載した寸法以上であることを確認する。 
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第2.2-14図  焼結ボート受渡装置構造図(2/2)･･････････････････････････図-ト-2-2-14 
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(PA0136-B-03702，-03703)構造図･････････････････････････図-ト-2-2-16 

第2.2-17図  焼結ボート受渡装置グローブボックス-4              

(PA0136-B-03704)構造図･････････････････････････････････図-ト-2-2-17 
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第2.3-2図 スクラップ貯蔵棚グローブボックス-1                

       (PA0138-B-01701) 構造図･････････････････････････････････図-ト-2-3-2  

第2.3-3図  スクラップ貯蔵棚-2,-3,-4                                     

(PA0138-M-01102,-01103,-01104)構造図････････････････････図-ト-2-3-3  
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(PA0138-B-01702,-01703,-01704) 構造図･･･････････････････図-ト-2-3-4  

第2.3-5図 スクラップ貯蔵棚-5(PA0138-M-01105)構造図････････････････図-ト-2-3-5  

第2.3-6図 スクラップ貯蔵棚グローブボックス-5                        

(PA0138-B-01705) 構造図･････････････････････････････････図-ト-2-3-6  

第2.3-7図 収納パレット（スクラップ貯蔵設備）構造図････････････････図-ト-2-3-7  

第2.3-8図 9缶バスケット構造図･････････････････････････････････････図-ト-2-3-8  

第2.3-9図 スクラップ保管容器入出庫装置構造図･･････････････････････図-ト-2-3-9  

 第2.3-10図 スクラップ保管容器受渡装置構造図･･･････････････････････図-ト-2-3-10 

第2.3-11図  スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス-1 

(PA0138-B-03701)構造図･････････････････････････････････図-ト-2-3-11 

第2.3-12図  スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス-2          

(PA0138-B-03702)構造図･････････････････････････････････図-ト-2-3-12 

 

2.4  製品ペレット貯蔵設備 
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第2.4-3図 製品ペレット貯蔵棚-2,-3,-4                                   

(PA0137-M-01102,-01103,-01104)構造図････････････････････図-ト-2-4-3  
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第2.4-5図 製品ペレット貯蔵棚-5(PA0137-M-01105)構造図･･････････････図-ト-2-4-5  

第2.4-6図 製品ペレット貯蔵棚グローブボックス-5                   

(PA0137-B-01705)構造図･･････････････････････････････････図-ト-2-4-6  
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第2.4-9図 ペレット保存試料保管容器構造図･･････････････････････････図-ト-2-4-9  
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第2.4-12図  ペレット保管容器受渡装置構造図･････････････････････････図-ト-2-4-12 

第2.4-13図  ペレット保管容器受渡装置グローブボックス-1                      

(PA0137-B-03701)構造図･････････････････････････････････図-ト-2-4-13 

第2.4-14図  ペレット保管容器受渡装置グローブボックス-2                        

(PA0137-B-03702)構造図･････････････････････････････････図-ト-2-4-14 

 

3. 系統図  

第3.-1図 グローブボックス負圧警報系統図･･･････････････････････････図-ト-3-1-1  

 第3.-2図 グローブボックス火災警報系統図(1/2)･･････････････････････図-ト-3-1-2  

 第3.-3図 グローブボックス火災警報系統図(2/2) ･････････････････････図-ト-3-1-3 

 

4. 工事フロー図 

第4.-1図 粉末一時保管設備の工事フロー図･･･････････････････････････図-ト-4-1-1  

第4.-2図 ペレット一時保管設備の工事フロー図･･･････････････････････図-ト-4-2-1  

第4.-3図 スクラップ貯蔵設備の工事フロー図･････････････････････････図-ト-4-3-1  

第4.-4図 製品ペレット貯蔵設備の工事フロー図･･･････････････････････図-ト-4-4-1  
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1. 粉末一時保管設備 

(1) 設置の概要 

      本設備は，ウラン粉末，予備混合粉末，一次混合粉末，二次調合粉末(一次混合粉末と

ウラン粉末の2層状態)，均一化混合粉末，造粒粉末及び回収粉末を次工程へ払い出すま

で一時的に保管する設備である。それぞれの粉末はU85，J60，J85，5缶バスケット及び1

缶バスケット(CS・RS保管ポットそれぞれ5缶以下を収納)の各容器に収納し保管する。 

本設備は，粉末一時保管装置及び粉末一時保管搬送装置並びにこれらの装置を収納す

るグローブボックスから構成する。また，粉末一時保管搬送装置には，核燃料物質の臨

界管理を行うためのID番号読取機からなる計量設備を設置する。 

粉末一時保管装置は，各容器を保管するため47行×2列に配置され，94容器の保管容量

(最大貯蔵能力6.1t･HM)を有する。粉末一時保管装置の側面及び底面にしゃへい体を設置

する。J60，J85，5缶バスケット及び1缶バスケット(CS・RS保管ポット含む)の容器は，

MOX粉末を収納して保管するため粉末一時保管装置の付属機器である。その他にウラン 

粉末を収納するU85，設備保守に用いるJB容器，秤量器校正用容器，工具用容器も保管 

する。 

粉末一時保管搬送装置は，各容器について粉末一時保管装置間及び粉末一時保管装置

と粉末調整工程搬送設備(調整粉末搬送装置)間を，容器の頭部を把持しながら移動する

装置である。本装置は，4台設置する。 

本設備のうち，各装置を収納するグローブボックスは，閉じ込め機能上の安全上重要

な施設である。 

   本設備に設置する計量設備は，ヌ．その他の加工施設 計量設備(その1)に示す。 

本設備は，燃料加工建屋地下3階の粉末一時保管室，点検第1室及び点検第2室に設置する。 

   今回の申請範囲は，粉末一時保管装置及び粉末一時保管搬送装置並びにこれらの装置

を収納するグローブボックスの一部である。 

 

(2) 準拠すべき主な法令，規格及び基準 

本設備の準拠すべき主な法令，規格及び基準を第1.-1表に示す。 

 

(3) 設計の基本方針 

a. 各貯蔵単位を単一ユニットとして設定し，単一ユニット相互間の距離を設定するこ

とにより，核的に安全な配置とする。 

b. 本設備の安全上重要な施設は，可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する。 

c. 本設備は，耐震設計上の重要度に応じ，適切な耐震設計を行う。 

d. 本設備で非密封のMOXを取り扱う設備・機器はグローブボックスに収納する。グロ

ーブボックスは，給排気口を除き密封できる構造とし，気体廃棄物の廃棄設備で負圧

を維持することにより閉じ込め機能を維持する設計とする。 

e. 本設備は，放射線業務従事者の線量が，法令に定める線量限度を超えないようにし 

ゃへい設計を行う。 

f.  本設備の安全上重要な施設は，必要に応じ，適切な方法により安全機能を確認する

ための検査又は試験並びに安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができる設
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計とする。 

g.  本設備で核燃料物質を移動する場合には，動力が喪失したときに，搬送装置の移動

を停止し，取扱中の核燃料物質を保持できる設計とする。 

h. 本設備のグローブボックス内には，火災を早期に検知できる装置を設け，当該グロ

ーブボックス近傍，所定の制御室及び中央監視室に警報を発する設計とする。 

i.  本設備のグローブボックス内の気圧が所定値以上になった場合は，当該グローブボ

ックス近傍，所定の制御室及び中央監視室に警報を発する設計とする。 

j.   本設備のグローブボックス内での容器等の移動に際しては逸走，落下等によりグロ

ーブボックスの閉じ込めに影響を及ぼさないよう搬送装置には逸走防止，落下防止等

のための機構を設ける設計とする。 

k.  本設備のグローブボックスは，グローブ1個が破損した場合でも，グローブポート

開口部における空気流入風速を所定値以上に保つように設計する。 

l. 本設備で構成材等として使用する可燃性樹脂は，極力露出しない設計とする。 

m. その他 

・本設備は，接地，過電流しゃ断器等を必要な箇所に設置し，過電流，落雷等による

機器及びケーブルの損傷を防止する設計とする。 

・本設備でケーブルが防火区域を貫通する箇所は，十分な実績と信頼性のある方法で

防火区域貫通部の処理を施し，ケーブルによる延焼の拡大を防止する。 

 

(4) 設計条件及び仕様 

本設備に係る設計条件，仕様を第1.-2表～第1.-13表に示す。また，機器仕様に示す材

料の材料規格を第1.-15表に示す。 
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核燃料物質等によ

る汚染の防止 

－ 

安全上重要な施設 － 

搬送設備 － 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

技 

術 

基 

準 

に 

対 

す 

る 

仕 

様 
(注1) 非常用電源設備 － 

その他事業許可で求め 

る仕様 

－ 

添付図 第2.1-4図 5缶バスケット構造図 

第2.1-5図 1缶バスケット構造図 

特記事項 － 

注1  技術基準に対する仕様の補足説明 

 (1) 核燃料物質の臨界防止 

貯蔵単位である5缶バスケットは，核燃料物質を収納するCS・RS保管ポットの数量を5

缶以下で取り扱う設計とする。また，1缶バスケットは臨界評価上5缶バスケットに包絡

される。 
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第1.-6表 機器仕様 

許可番号(日付) 平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備及び 

機器の種類 

①粉末一時保管設備 

粉末一時保管装置 

②スクラップ貯蔵設備 

  スクラップ貯蔵棚 

対応

する

加工

事業

許可 

許可との対応 付属設備 

設備・機器名称 CS・RS保管ポット(注1) 

設置場所 燃料加工建屋地下3階 粉末一時保管室，ペレット・スクラップ

貯蔵室 

変更内容 新設 

数量 1944基  

形式 － 

主要な構成材 ステンレス鋼 

寸法(単位：mm) ・外径：   

・高さ：  

その他の構成機器 － 

その他の性能 － 

一

般

仕

様 

核燃料物質の状態 粉末，ペレット 

核燃料物質の臨界

防止 

貯蔵単位の形状(核燃料物質収納部寸法) 

・内径：90mm以下 

・高さ：250mm以下 

火災等による損傷

の防止 

－ 

耐震性 － 

材料及び構造 － 

閉じ込めの機能 － 

しゃへい － 

換気 － 

核燃料物質等によ

る汚染の防止 

－ 

安全上重要な施設 － 

搬送設備 － 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

技 

術 

基 

準 

に 

対 

す 

る 

仕 

様 
(注2) 

非常用電源設備 － 
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注1 単一ユニットと壁までの距離については，添付書類Ⅰ「核燃料物質の臨界防止に 

関する説明書」の計算モデル図に記載した寸法以上であることを確認する。 

   

 

検査項目 検査方法 判定基準 

①所定の重量の容器を搬送

できる能力があることを確

認する。 

①機器仕様のとおりの搬送

重量を搬送できること。 

ホ.搬送設備性能検査 

 

②動力喪失時に容器を安全

に保持することを確認す

る。 

②動力喪失時に搬送が停止

し容器を安全に保持するこ

と。 

据付・外観  

検査 

 

へ.容器積載確認検査 

 

5缶バスケット及び1缶バス

ケットは，CS・RS保管ポッ

トが5缶以下に制限されて

いることを目視等により確

認する。 

5缶以下に制限されている

こと。 

イ.グローブボックス

負圧警報性能検査 

グローブボックス負圧警報

について，所定の設定値で

発報することを確認する。 

①機器仕様のとおりの設定

値で発報すること。 

②換気空調設備制御盤に負

圧異常信号を送信するこ

と。 

性能検査 

(1号) 

ロ.グローブボックス

火災警報性能検査 

グローブボックス火災警報

について，所定の設定値で

発報することを確認する。 

①機器仕様のとおりの設定

値で発報すること。 

②火災信号をグローブボッ

クス消火設備に送信するこ

と。 

性能検査 

(5号) 

イ.グローブポート開

口部風速確認検査 

グローブポート開口部の風

速を測定器により確認す

る。 

機器仕様のとおりの風速で

あること。 M
OX
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2. ペレット一時保管設備 

(1) 設置の概要 

本設備は，圧縮成形後のグリーンペレット，焼結後ペレット及びスクラップペレット

を次工程に払い出すまで一時的に保管する設備である。それぞれのペレットは，焼結ボ

ート又はペレット保管容器の各容器に積載し保管する。 

本設備は，ペレット一時保管棚，焼結ボート入出庫装置及び焼結ボート受渡装置並び

にこれらの装置を収納するグローブボックスから構成する。また，本設備には，核燃料

物質の臨界管理を行うためのID番号読取機からなる計量設備を設置する。  

ペレット一時保管棚は，各容器を保管するため1台当たり8段×8行の棚を有し，3台の

保管棚で192容器の保管容量(最大貯蔵能力1.7t･HM)を有する。また，容器は収納パレッ

ト(しゃへい体)に収納して保管棚へ保管するとともに保管棚の各棚上部にしゃへい体を

設置する。本装置は3台設置する。なお，焼結ボート及び収納パレットはペレット一時

保管棚の付属機器である。 

焼結ボート入出庫装置は，ペレット一時保管棚，焼結ボート受渡装置間で収納パレッ

トに収納された各容器の移動を行う搬送装置である。本装置は2台設置する。 

焼結ボート受渡装置は，焼結ボート入出庫装置から収納パレットを受け取り，容器を

取り出した後，ペレット加工工程搬送設備(焼結ボート搬送装置)へ受け渡す装置である。

また，焼結ボート搬送装置から各容器を受け取り，収納パレットへの収納を行う。本装

置は8台設置する。 

本装置のうち，ペレット一時保管棚は安全に係る距離の維持機能(単一ユニット相互

間維持)上の安全上重要な施設である。また，本設備のうち，ペレット一時保管棚を収

納するグローブボックスは，閉じ込め機能上の安全上重要な施設である。 

本設備に設置する計量設備は，ヌ．その他の加工施設 計量設備(その1)に示す。 

本設備は，燃料加工建屋地下3階のペレット一時保管室，ペレット加工第1室及びペレ

ット加工第4室に設置する。 

今回の申請範囲は，ペレット一時保管棚，焼結ボート入出庫装置及び焼結ボート受渡

装置並びにこれらの装置を収納するグローブボックスの一部である。 

   

(2) 準拠すべき主な法令，規格及び基準 

   本設備の準拠すべき主な法令，規格及び基準を第1.-1表に示す。 

   

(3) 設計の基本方針 

a. 各貯蔵単位を単一ユニットとして設定し，単一ユニット相互間の距離を設定するこ

とにより，核的に安全な配置とする。 

b. 本設備の安全上重要な施設は，可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する。 

c. 本設備で構成材等として使用する可燃性樹脂は，極力露出しない設計とする。 

d. 本設備は，耐震設計上の重要度に応じ，適切な耐震設計を行う。 

e. 本設備で非密封のMOXを取り扱う設備・機器はグローブボックスに収納する。グロ

ーブボックスは，給排気口を除き密封できる構造とし，気体廃棄物の廃棄設備で負圧

を維持することにより閉じ込め機能を維持する設計とする。 
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  f. 本設備の安全上重要な施設は，必要に応じ，適切な方法により安全機能を確認する

ための検査又は試験並びに安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができる設

計とする。 

g. 本設備は，放射線業務従事者の線量が，法令に定める線量限度を超えないようにし 

ゃへい設計を行う。 

h. 本設備で核燃料物質を移動する場合は，動力が喪失したときに搬送装置の移動を停

止し，取扱中の核燃料物質を保持できる設計とする。 

i. 本設備のグローブボックス内には，火災を早期に検知できる装置を設け，当該グロー

ブボックス近傍，所定の制御室及び中央監視室に警報を発する設計とする。 
j. 本設備のグローブボックス内の気圧が所定値以上になった場合は，当該グローブボ

ックス近傍，所定の制御室及び中央監視室に警報を発する設計とする。 
k. 本設備のグローブボックス内での容器等の移動に際しては逸走，落下等によりグロ

ーブボックスの閉じ込めに影響を及ぼさないよう搬送装置には逸走防止，落下防止等

のための機構を設ける設計とする。 
l. 本設備のグローブボックスは，グローブ1個が破損した場合でも，グローブポート

開口部における空気流入風速を所定値以上に保つように設計する。 

m. その他 

・本設備は，接地，過電流しゃ断器等を必要な箇所に設置し，過電流，落雷等による

機器及びケーブルの損傷を防止する設計とする。 

・本設備でケーブルが防火区域を貫通する箇所は，十分な実績と信頼性のある方法で

防火区域貫通部の処理を施し，ケーブルによる延焼の拡大を防止する。 

 

(4) 設計条件及び仕様 

本設備に係る設計条件，仕様を第2.-1表～第2.-10表に示す。また，機器仕様に示す

材料の材料規格を第1.-15表に示す。  
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第2.-1表 機器仕様 

許可番号(日付) 平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備及び 

機器の種類 

貯蔵施設 ペレット一時保管設備 

ペレット一時保管棚 

グローブボックス 

対応

する

加工

事業

許可 許可との対応 本体 

設備・機器名称 ペレット一時保管設備 

①ペレット一時保管棚-1(PA0136-M-01101)(注1)  

②ペレット一時保管棚グローブボックス-1(PA0136-B-01701)  

設置場所 燃料加工建屋地下3階 ペレット一時保管室 

変更内容 新設 

数量 1基 

形式 － 

主要な構成材 ①保管棚 

・ステンレス鋼 

②グローブボックス 

・本体：ステンレス鋼 

・窓板：メタクリル樹脂 

寸法(単位：mm) グローブボックス本体寸法 

・幅 ：3765 

・奥行：1270 

・高さ：4050 

その他の構成機器 －(注7) 

その他の性能 最大貯蔵能力(ペレット一時保管設備) 

・1.7t･HM(192棚：64×3台) 

 

一

般

仕

様 

 

核燃料物質の状態 ペレット 

 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 
(注5)

核燃料物質の臨界

防止 

①単一ユニット又は複数ユニットの区分 

・複数ユニット(配列：8段×8行) 

②貯蔵単位 

・焼結ボート(第2.-5表に仕様を示す) 

・ペレット保管容器(第4.-5表に仕様を示す) 

③貯蔵する核燃料物質の形態(注2) 

・焼結ボート：ペレット-1，ペレット-2 

・ペレット保管容器：ペレット-2 

④貯蔵単位相互間の距離 

・中心間距離(棚間隔)：段方向300mm以上，行方向350mm以上 
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警報設備等 ①グローブボックス内の温度及び温度上昇率が設定値以上とな

った場合に警報を発する火災警報を設置する。(注4) 

・設定値：温度60℃，温度上昇率15℃/min 

②グローブボックス内の気圧が設置場所に対して設定値以上と

なった場合に警報を発する負圧警報を設置する。(注4) 

・設定値：-50Pa 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 
(注5) 

非常用電源設備 － 

その他事業許可で求める

仕様(注6) 

グローブ1個が破損した場合にグローブポート開口部における

風速を0.5m/s以上とする。 

添付図 第1.-1図 貯蔵施設の機器配置図 

第2.2-5図 ペレット一時保管棚-3(PA0136-M-01103)構造図 

第2.2-6図 ペレット一時保管棚グローブボックス-3 

(PA0136-B-01703)構造図 

第3.1図 グローブボックス負圧警報系統図 

第3.2図 グローブボックス火災警報系統図(1/2) 

特記事項 運転管理にて貯蔵量が最大貯蔵能力を超えないように管理す

る。 

注1  ペレット一時保管棚-3，ペレット一時保管棚グローブボックス-3は一体構造である。

注2  貯蔵貯蔵で取り扱う核燃料物質の形態及び設定条件を第1.-14表に示す。 

注3  ペレット一時保管棚-3は，基準地震動Ssによる地震力に対して過大な変形等が生じな

いように設計する。 

注4  ペレット一時保管棚グローブボックス-1，-2，-3，焼結ボート受渡装置グローブボッ

クス-1，-2，-3，-4までを連結した状態とする。 

注5  技術基準に対する仕様の補足説明 

技術基準に対する仕様の補足説明は，ペレット一時保管棚-1，ペレット保管棚グロー

ブボックス-1と同じ。 

注6  その他加工事業で求める仕様の補足説明 

その他事業許可で求める仕様の補足説明は，ペレット一時保管棚-1，ペレット保管棚

グローブボックス-1と同じ。 

注7  今回の申請範囲は管台までであり，管台から接続配管等の第1弁まではグローブボッ

クスとして後次回に申請する。 
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第2.-4表 機器仕様 

許可番号(日付) 平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備及び 

機器の種類 

貯蔵施設 ペレット一時保管設備 

ペレット一時保管棚 

対応

する

加工

事業

許可 

許可との対応 付属設備 

設備・機器名称 収納パレット(注1)   

①収納パレット-1 

②収納パレット-2 

設置場所 燃料加工建屋地下3階 ペレット一時保管室 

変更内容 新設 

数量 ①収納パレット-1：188基 

②収納パレット-2：4基  

形式 － 

主要な構成材 ステンレス鋼，ポリエチレン 

寸法(単位：mm) 

 

収納パレット-1，収納パレット-2 

・幅 ：423.5  

・奥行：299  

・高さ：230 

その他の構成機器 － 

その他の性能 － 

 

一

般

仕

様

 

核燃料物質の状態 ペレット 

核燃料物質の臨界

防止 

－ 

 

火災等による損傷

の防止 

－ 

耐震性 － 

材料及び構造 － 

閉じ込めの機能 － 

収納パレット-1 

部位 主要材料 厚さ 密度 

ポリエチレン(PE) 20mm以上 0.93×103kg/m3以上 
側面 

ステンレス鋼(SUS304) 4mm以上 － 

ポリエチレン(PE) 50mm以上 0.93×103kg/m3以上 
前面 

ステンレス鋼(SUS304) 8mm以上 － 

ポリエチレン(PE) 20mm以上 0.93×103kg/m3以上 

 

 

 

 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様
(注2)

 

 

 

しゃへい 

後面

底面 ステンレス鋼(SUS304) 4mm以上 － 
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収納パレット-2 

部位 主要材料 厚さ 密度 

ポリエチレン(PE) 6mm以上 0.93×103kg/m3以上 
側面 

ステンレス鋼(SUS304) 4mm以上 － 

ポリエチレン(PE) 50mm以上 0.93×103kg/m3以上 
前面 

ステンレス鋼(SUS304) 8mm以上 － 

ポリエチレン(PE) 20mm以上 0.93×103kg/m3以上 

しゃへい 

後面

底面 ステンレス鋼(SUS304) 4mm以上 － 

換気 － 

核燃料物質等によ

る汚染の防止 

－ 

安全上重要な施設 － 

搬送設備 － 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

 

 

 

 

技 

術 

基 

準 

に 

対 

す 

る 

仕 

様 
(注2)

 

非常用電源設備 － 

その他事業許可で求め

る仕様(注3) 

収納パレットで使用するポリエチレンは，ステンレス鋼製のカ

バーで覆い極力露出しない構造とする。 

添付図 第2.2-7図 収納パレット-1(ペレット一時保管設備)構造図 

第2.2-8図 収納パレット-2(ペレット一時保管設備)構造図 

特記事項 － 

注1  収納パレット-1には，第2.-5表に示す焼結ボートを収納する。収納パレット-2には，

焼結ボート又は第4.-5表に示すペレット保管容器を収納する。 

注2  技術基準に対する仕様の補足説明 

 (1) しゃへい 

本しゃへい体は，「イ．建物」の添付図「第1.2-1図 その他のしゃへい扉の構造図」

に示されるしゃへい扉<D9>，<D10>及び<D11>のしゃへい評価で考慮する補助しゃへいで

ある。本機器仕様では，焼結ボート等を収納する収納パレットの側面部，前面部, 後面

部及び底面部の仕様を示す。収納パレットは，収納する焼結ボート等の形状に応じて2

種類がある。 

各棚上部の仕様は，ペレット一時保管棚(第 2.-1 表，第 2.-2 表，第 2.-3 表参照)に

示す。 

注3   その他事業許可で求める仕様の補足説明 

(1)  収納パレットで使用するポリエチレンは可燃性であるため，不燃性のステンレス鋼製

のカバーで覆い露出しない構造として火災による損傷を防止する。 
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第2.-5表 機器仕様 

許可番号(日付) 平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備及び 

機器の種類 

貯蔵施設 ペレット一時保管設備 

ペレット一時保管棚 

対応

する

加工

事業

許可 

許可との対応 付属設備 

設備・機器名称 焼結ボート 

①焼結ボート 

②先行試験焼結ボート 

③スクラップ焼結ボート 

設置場所 燃料加工建屋地下3階 ペレット一時保管室 

変更内容 新設 

数量 ①焼結ボート     ：192基 

②先行試験焼結ボート ：  3基 

③スクラップ焼結ボート：  6基 

形式 － 

主要な構成材 モリブデン鋼 

寸法(単位：mm) ①焼結ボート，先行試験焼結ボート 

・幅 ：   

・奥行：   

・高さ：  

②スクラップ焼結ボート 

・幅 ：   

・奥行：   

・高さ：  

その他の構成機器 － 

その他の性能 － 

 

一

般

仕

様 

 

核燃料物質の状態 ペレット 

核燃料物質の臨界防

止 

貯蔵単位の形状(ペレット積載部寸法) 

・長さ：285mm以下 

・幅 ：190mm以下 

・高さ：105mm以下 

火災等による損傷の

防止 

－ 

耐震性 － 

材料及び構造 － 

 
技 
術 
基 
準 
に 
対 
す 
る 
仕 
様 
(注1) 

 閉じ込めの機能 － 
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3. スクラップ貯蔵設備 

(1) 設置の概要 

本設備は，回収スクラップ(以下，「CS」という。)及び再生スクラップ(以下，「RS」

という。)を貯蔵する設備である。それぞれのCS，RSは，ペレット保管容器及びCS･RS保

管ポットに充填し9缶バスケットへ積載して貯蔵する。 

本設備は，スクラップ貯蔵棚，スクラップ保管容器入出庫装置及びスクラップ保管容

器受渡装置並びにこれらの装置を収納するグローブボックスから構成する。また，本設

備には，核燃料物質の臨界管理を行うためのID番号読取機からなる計量設備を設置する。 

スクラップ貯蔵棚は，各容器を貯蔵するため1台当たり6段×7列の棚を有し，5台の貯

蔵棚で210容器の貯蔵容量(最大貯蔵能力10t･HM)を有する。また，容器は収納パレット

(しゃへい体)に収納して貯蔵棚へ貯蔵するとともに貯蔵棚の各棚上部にしゃへい体を設

置する。本装置は5台設置する。なお，9缶バスケット及び収納パレットはスクラップ貯

蔵棚の付属機器である。 

スクラップ保管容器入出庫装置は，スクラップ貯蔵棚，スクラップ保管容器受渡装置

間で収納パレットに収納された各容器の移動を行う搬送装置である。本装置は1台設置

する。 

スクラップ保管容器受渡装置は，スクラップ保管容器入出庫装置から収納パレットを

受け取り，容器を取り出した後，ペレット加工工程搬送設備(ペレット保管容器搬送装

置及び回収粉末容器搬送装置)へ受け渡す装置である。また，ペレット加工工程搬送設

備から各容器を受け取り，収納パレットへの収納を行う。本装置は，2台設置する。 

本装置のうち，スクラップ貯蔵棚は安全に係る距離の維持機能(単一ユニット相互間

維持)上の安全上重要な施設である。また，本設備のうち，スクラップ貯蔵棚を収納す

るグローブボックスは，閉じ込め機能上の安全上重要な施設である。 

本設備に設置する計量設備は，ヌ．その他の加工施設 計量設備(その1)に示す。 

本設備は，燃料加工建屋地下3階のペレット・スクラップ貯蔵室，点検第3室及び点検

第4室に設置する。 

   今回の申請範囲は，スクラップ貯蔵棚，スクラップ保管容器入出庫装置及びスクラッ

プ保管容器受渡装置並びにこれらの装置を収納するグローブボックスの一部である。 

 

(2) 準拠すべき主な法令，規格及び基準 

本設備の準拠すべき主な法令，規格及び基準を第1.-1表に示す。 

   

(3) 設計の基本方針 

a. 各貯蔵単位を単一ユニットとして設定し，単一ユニット相互間の距離を設定するこ

とにより，核的に安全な配置とする。 

b. 本設備の安全上重要な施設は，可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する。 

c. 本設備で構成材等として使用する可燃性樹脂は，極力露出しない設計とする。 

d. 本設備は，耐震設計上の重要度に応じ，適切な耐震設計を行う。 

e. 本設備で非密封のMOXを取り扱う設備・機器はグローブボックスに収納する。グロ

ーブボックスは，給排気口を除き密封できる構造とし，気体廃棄物の廃棄設備で負圧
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を維持することにより閉じ込め機能を維持する設計とする。 

f. 本設備の安全上重要な施設は，必要に応じ，適切な方法により安全機能を確認する

ための検査又は試験並びに安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができる設

計とする。 

g. 本設備は，放射線業務従事者の線量が，法令に定める線量限度を超えないようにし

ゃへい設計を行う。 

h. 本設備で核燃料物質を移動する場合は，動力が喪失したときに搬送装置の移動を停

止し，取扱中の核燃料物質を保持できる設計とする。 

i. 本設備のグローブボックス内には，火災を早期に検知できる装置を設け，当該グロ

ーブボックス近傍，所定の制御室及び中央監視室に警報を発する設計とする。 

j. 本設備のグローブボックス内の気圧が所定値以上になった場合は，当該グローブボ

ックス近傍，所定の制御室及び中央監視室に警報を発する設計とする。 

k. 本設備のグローブボックス内での容器等の移動に際しては逸走，落下等によりグロ

ーブボックスの閉じ込めに影響を及ぼさないよう搬送装置には逸走防止，落下防止等

のための機構を設ける設計とする。 

l. 本設備のグローブボックスは，グローブ1個が破損した場合でも，グローブポート

開口部における空気流入風速を所定値以上に保つように設計する。 

m. その他  

・本設備は，接地，過電流しゃ断器等を必要な箇所に設置し，過電流，落雷等による

機器及びケーブルの損傷を防止する設計とする。 

・本設備でケーブルが防火区域を貫通する箇所は，十分な実績と信頼性のある方法で

防火区域貫通部の処理を施し，ケーブルによる延焼の拡大を防止する。 

 

(4) 設計条件及び仕様 

本設備に係る設計条件，仕様を第3.-1表～第3.-9表に示す。また，機器仕様に示す材

料の材料規格を第1.-15表に示す。 
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             第3.-5表 機器仕様 

許可番号(日付) 平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備及び 

機器の種類 

貯蔵施設 スクラップ貯蔵設備 

スクラップ貯蔵棚 

対応

する

加工

事業

許可 

許可との対応 付属設備 

設備・機器名称 9缶バスケット 

設置場所 燃料加工建屋地下3階 ペレット・スクラップ貯蔵室 

変更内容 新設 

数量 9缶バスケット：210基 

形式 － 

主要な構成材 ステンレス鋼 

寸法(単位：mm) 

 

・横 ：  

・幅 ：  

・高さ：  

その他の構成機器 － 

その他の性能 － 

一

般

仕

様 

核燃料物質の状態 ペレット 

核燃料物質の臨界

防止 

・CS・RS保管ポット収納数：9缶以下 

火災等による損傷

の防止 

－ 

耐震性 － 

材料及び構造 － 

閉じ込めの機能 － 

しゃへい － 

換気 － 

核燃料物質等によ

る汚染の防止 

－ 

安全上重要な施設 － 

搬送設備 － 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 
(注1) 

非常用電源設備 － 
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その他事業許可で求める

仕様 

－ 

添付図 第2.3-8図 9缶バスケット構造図 

特記事項 － 

注1  技術基準に対する仕様の補足説明 

(1) 核燃料物質の臨界防止 

貯蔵単位である9缶バスケットは，核燃料物質を収納するCS・RS保管ポットの数量を  

9缶以下で取り扱う設計とする。 
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第3.-4表 機器仕様 

許可番号(日付) 平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備及び 

機器の種類 

貯蔵施設 スクラップ貯蔵設備 

スクラップ貯蔵棚

対応

する

加工

事業

許可 

許可との対応 付属設備 

設備・機器名称 収納パレット 

設置場所 燃料加工建屋地下3階 ペレット・スクラップ貯蔵室 

変更内容 新設 

数量 収納パレット：210基 

形式 － 

主要な構成材 ステンレス鋼，ポリエチレン

寸法(単位：mm) ・幅 ：425.5

・奥行：389

・高さ：370

その他の構成機器 － 

その他の性能 － 

一

般

仕

様 

核燃料物質の状態 ペレット 

核燃料物質の臨界

防止 

－ 

火災等による損傷

の防止 

－ 

耐震性 － 

材料及び構造 － 

閉じ込めの機能 － 

部位 主要材料 厚さ 密度 

ポリエチレン(PE) 20mm以上 0.93×103kg/m3以上 
側面 

ステンレス鋼(SUS304) 4mm以上 － 

ポリエチレン(PE) 50mm以上 0.93×103kg/m3以上 
前面 

ステンレス鋼(SUS304) 11mm以上 － 

ポリエチレン(PE) 20mm以上 0.93×103kg/m3以上 

しゃへい 

後面

底面 ステンレス鋼(SUS304) 4mm以上 － 

技 

術 

基 

準 

に 

対 

す 

る 

仕 

様 
(注1)

換気 － 
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核燃料物質等によ

る汚染の防止 

－ 

安全上重要な施設 － 

搬送設備 － 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

技 

術 

基 

準 

に 

対 

す 

る 

仕 

様 
(注1)

非常用電源設備 － 

その他事業許可で求め

る仕様(注2) 

収納パレットで使用するポリエチレンは，ステンレス鋼製のカ

バーで覆い極力露出しない構造とする。 

添付図 第2.3-7図 収納パレット(スクラップ貯蔵設備)構造図 

特記事項 － 

注1 技術基準に対する仕様の補足説明 

(1) しゃへい

本しゃへい体は，添付書類Ⅱ「放射線による被ばくの防止に関する説明書」にお

けるペレット・スクラップ貯蔵室の天井スラブのしゃへい評価で考慮する補助しゃへい

である。本機器仕様では，9缶バスケット等を収納する収納パレットの側面部，前面部, 

後面部及び底面部の仕様を示す。各棚上部の仕様は，スクラップ貯蔵棚(第3.-1表，第

3.-2表，第3.-3表参照)に示す。 

注2 その他事業許可で求める仕様の補足説明 

(1) 収納パレットで使用するポリエチレンは可燃性であるため，不燃性のステンレス鋼製

のカバーで覆い露出しない構造として火災による損傷を防止する。
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ト
-
3
-31

 

検査項目 検査方法 判定基準 

①所定の重量の搬送物を

搬送できる能力があるこ

とを確認する。 

①機器仕様のとおり

の搬送重量を搬送で

きること。 

据付・外観

検査 

ホ．搬送設備性能検査 

②動力喪失時に搬送物を

安全に保持することを確

認する。 

②動力喪失時に搬送

が停止し容器を安全

に保持すること。 

イ．グローブボックス

負圧警報性能検査 

グローブボックス負圧警

報について，所定の設定

値で発報することを確認

する。 

①機器仕様のとおり

の設定値で発報する

こと。 

②負圧警報を換気空

調設備制御盤に送信

すること。 

性能検査 

(1号) 

ロ．グローブボックス

火災警報性能検査 

グローブボックス火災警

報について，所定の設定

値で発報することを確認

する。 

①機器仕様のとおり

の設定値で発報する

こと。 

②火災警報をグロー

ブボックス消火設備

に送信すること。 

性能検査 

(5号) 

イ.グローブポート開

口部風速確認検査 

グローブポート開口部の

風速を測定器により確認

する。 

機器仕様のとおりの

風速であること。 

注1  単一ユニットと壁までの距離については，添付書類Ⅰ「核燃料物質の臨界防止に関す

る説明書」の計算モデル図に記載した寸法以上であることを確認する。 
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4. 製品ペレット貯蔵設備 

(1) 設置の概要 

本設備は，検査を終了した製品ペレット及びペレット保存試料を貯蔵する設備である。

それぞれのペレットは，ペレット保管容器に積載し貯蔵する。 

本設備は，製品ペレット貯蔵棚，ペレット保管容器入出庫装置及びペレット保管容器

受渡装置並びにこれらの装置を収納するグローブボックスから構成する。また，本設備

には，核燃料物質の臨界管理を行うためのID番号読取機からなる計量設備を設置する。 

製品ペレット貯蔵棚は，容器を貯蔵するため1台当たり10段×7列の棚を有し，5台の貯

蔵棚で350容器の貯蔵容量(最大貯蔵能力6.3t･HM)を有する。また，容器は収納パレット

(しゃへい体)に収納して保管棚へ保管するとともに保管棚の各棚上部にしゃへい体を設

置する。本装置は5台設置する。なお，ペレット保管容器及び収納パレットは製品ペレッ

ト貯蔵棚の付属機器である。 

ペレット保管容器入出庫装置は，製品ペレット貯蔵棚，ペレット保管容器受渡装置間

で収納パレットに収納された容器の移動を行う搬送装置である。本装置は1台設置する。 

ペレット保管容器受渡装置は，ペレット保管容器入出庫装置から収納パレットを受け

取り，容器を取り出した後，ペレット加工工程搬送設備(ペレット保管容器搬送装置)へ

受け渡す装置である。また，ペレット加工工程搬送設備から容器を受け取り，収納パレ

ットへの収納を行う。本装置は，2台設置する。 

本装置のうち，製品ペレット貯蔵棚は安全に係る距離の維持機能(単一ユニット相互間

維持)上の安全上重要な施設である。また，本設備のうち，製品ペレット貯蔵棚を収納す

るグローブボックスは，閉じ込め機能上の安全上重要な施設である。 

本設備に設置する計量設備は，ヌ．その他の加工施設 計量設備(その1)に示す。 

本設備は，燃料加工建屋地下3階のペレット・スクラップ貯蔵室，点検第3室及び点検

第4室に設置する。 

今回の申請範囲は，製品ペレット貯蔵棚，ペレット保管容器入出庫装置及びペレット

保管容器受渡装置並びにこれらの装置を収納するグローブボックスの一部である。 

     

(2) 準拠すべき主な法令，規格及び基準 

   本設備の準拠すべき主な法令，規格及び基準を第1.-1表に示す。 

   

(3) 設計の基本方針 

a. 各貯蔵単位を単一ユニットとして設定し，単一ユニット相互間の距離を設定するこ

とにより，核的に安全な配置とする。 

b. 本設備の安全上重要な施設は，可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する。 

c. 本設備で構成材等として使用する可燃性樹脂は，極力露出しない設計とする。 

d. 本設備は，耐震設計上の重要度に応じ，適切な耐震設計を行う。 

e. 本設備で非密封のMOXを取り扱う設備・機器はグローブボックスに収納する。グロー

ブボックスは，給排気口を除き密封できる構造とし，気体廃棄物の廃棄設備で負圧を

維持することにより閉じ込め機能を維持する設計とする。 
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f. 本設備の安全上重要な施設は，必要に応じ，適切な方法により安全機能を確認する

ための検査又は試験並びに安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができる設

計とする。 

g. 本設備は，放射線業務従事者の線量が，法令に定める線量限度を超えないようにし

ゃへい設計を行う。 

h. 本設備で核燃料物質を移動する場合は，動力が喪失したときに搬送装置の移動を停

止し，取扱中の核燃料物質を保持できる設計とする。 

i. 本設備のグローブボックス内には，火災を早期に検知できる装置を設け，当該グロ

ーブボックス近傍，所定の制御室及び中央監視室に警報を発する設計とする。 

j. 本設備のグローブボックス内の気圧が所定値以上になった場合は，当該グローブボ

ックス近傍，所定の制御室及び中央監視室に警報を発する設計とする。 

k. 本設備のグローブボックス内での容器等の移動に際しては逸走，落下等によりグロ

ーブボックスの閉じ込めに影響を及ぼさないよう搬送装置には逸走防止，落下防止等

のための機構を設ける設計とする。 

l. 本設備のグローブボックスは，グローブ1個が破損した場合でも，グローブポート開

口部における空気流入風速を所定値以上に保つように設計する。 

m. その他 

 ・本設備は，接地，過電流しゃ断器等を必要な箇所に設置し，過電流，落雷等による

機器及びケーブルの損傷を防止する設計とする。 

 ・本設備でケーブルが防火区域を貫通する箇所は，十分な実績と信頼性のある方法で

防火区域貫通部の処理を施し，ケーブルによる延焼の拡大を防止する。 

 

(4)  設計条件及び仕様 

本設備に係る設計条件，仕様を第4.-1表～第4.-9表に示す。また，機器仕様に示す材

料の材料規格を第1.-15表に示す。 
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第4.-1表 機器仕様 

許可番号(日付) 平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備及び 

機器の種類 

貯蔵施設 製品ペレット貯蔵設備 

製品ペレット貯蔵棚 

グローブボックス 

対応

する

加工

事業

許可 許可との対応 本体 

設備・機器名称 製品ペレット貯蔵設備 

①製品ペレット貯蔵棚-1(PA0137-M-01101)(注1) 

②製品ペレット貯蔵棚グローブボックス-1(PA0137-B-01701)  

設置場所 燃料加工建屋地下3階 ペレット・スクラップ貯蔵室 

変更内容 新設 

数量 1基 

形式 － 

主要な構成材 ①貯蔵棚 

・ステンレス鋼 

②グローブボックス 

・本体：ステンレス鋼 

・窓板：メタクリル樹脂 

寸法(単位：mm) グローブボックス本体寸法 

・幅 ：3950 

・奥行：1270 

・高さ：4050 

その他の構成機器 －(注7) 

その他の性能 最大貯蔵能力(製品ペレット貯蔵設備) 

・6.3t･HM(350棚：70×5台) 

 

一

般

仕

様 

 

核燃料物質の状態 ペレット 

 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 
(注5) 

核燃料物質の臨界

防止 

①単一ユニット又は複数ユニットの区分 

・複数ユニット(配列：10段×7列) 

②貯蔵単位 

・ペレット保管容器 (第4.-5表に仕様を示す) 

③貯蔵する核燃料物質の形態 (注2) 

・ペレット保管容器：ペレット-2 

④貯蔵単位相互間の距離 

・中心間距離(棚間隔)：段方向250mm以上，列方向450mm以上 

⑤スクラップ貯蔵設備との面間距離  

・2500mm以上 
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核燃料物質等によ

る汚染の防止 

－ 

安全上重要な施設 － 

搬送設備 － 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 
(注1) 非常用電源設備 － 

その他事業許可で求め

る仕様(注2) 

収納パレットで使用するポリエチレンは，ステンレス鋼製のカバ

ーで覆い極力露出しない構造とする。 

添付図 第2.4-7図 収納パレット(製品ペレット貯蔵設備)構造図 

特記事項 － 

注1  技術基準に対する仕様の補足説明 

(1) しゃへい 

本しゃへい体は，添付書類Ⅱ「放射線による被ばくの防止に関する説明書」における

ペレット・スクラップ貯蔵室の天井スラブのしゃへい評価で考慮する補助しゃへいであ

る。本機器仕様では，ペレット保管容器等を収納する収納パレットの側面部，前面部，

後面部及び底面部の仕様を示す。各棚上部の仕様は，製品ペレット貯蔵棚(第4.-1表，第

4.-2表，第4.-3表参照)に示す。 

注2  その他事業許可で求める仕様の補足説明 

(1) 収納パレットで使用するポリエチレンは可燃性であるため，不燃性のステンレス鋼製 

のカバーで覆い露出しない構造として火災による損傷を防止する。 

 

M
O
X
①

 
ト

-
0
1
2
5
-
0
0
 
F
 
貯

蔵
 

C
 

ト-4-15 

第4.-5表 機器仕様 

許可番号(日付) 平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備及び 

機器の種類 

貯蔵施設 製品ペレット貯蔵設備 

製品ペレット貯蔵棚 

対応

する

加工

事業

許可 

許可との対応 付属設備 

設備・機器名称 ペレット保管容器(注1) 

①ペレット保管容器 

②ペレット保存試料保管容器 

③規格外ペレット保管容器 

設置場所 燃料加工建屋地下3階 ペレット・スクラップ貯蔵室 

変更内容 新設 

数量 ①ペレット保管容器 ： 297基 

②ペレット保存試料保管容器 ： 53基 

③規格外ペレット保管容器 ： 10基 

形式 － 

主要な構成材 ステンレス鋼 

寸法(単位：mm) 

 

ペレット保管容器，ペレット保存試料保管容器，規格外ペレッ

ト保管容器 

・幅 ：   

・奥行：   

・高さ：  

その他の構成機器 － 

その他の性能 － 

 

 

 

一

般

仕

様 

 

核燃料物質の状態 ペレット 

核燃料物質の臨界

防止 

貯蔵単位の形状(ペレット積載部寸法) 

・長さ：270mm以下 

・幅 ：260mm以下 

・高さ：105mm以下 

火災等による損傷

の防止 

－ 

耐震性 － 

材料及び構造 － 

閉じ込めの機能 － 

しゃへい － 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 
(注2)

 換気 － 
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その他事業許可で求める

仕様(注6) 

①グローブ1個が破損した場合にグローブポート開口部におけ

る風速を0.5m/s以上とする。 

②グローブボックス内で使用するポリエチレンは，ステンレス

鋼製のカバーで覆い極力露出しない構造とする。 

添付図 

 

第1.-1図 貯蔵施設の機器配置図 

第2.4-5図 製品ペレット貯蔵棚-5(PA0137-M-01105)構造図 

第2.4-6図 製品ペレット貯蔵棚グローブボックス-5 

(PA0137-B-01705)構造図 

第3.1図 グローブボックス負圧警報系統図 

第3.2図 グローブボックス火災警報系統図(2/2) 

特記事項 運転管理にて貯蔵量が最大貯蔵能力を超えないように管理す

る。 

注1  製品ペレット貯蔵棚-5，製品ペレット貯蔵棚グローブボックス-5は一体構造である。 

注2  貯蔵施設で取り扱う核燃料物質の形態及び設定条件を第1.-14表に示す。 

注3  製品ペレット貯蔵棚-5は，基準地震動Ssによる地震力に対して過大な変形等が生じな

いように設計する。 

注4  製品ペレット貯蔵棚グローブボックス-1，-2，-3，-4，-5，ペレット保管容器受渡装

置グローブボックス-1，-2までを連結した状態とする。 

注5  技術基準に対する仕様の補足説明 

  技術基準に対する仕様の補足説明は，製品ペレット貯蔵棚-1，製品ペレット貯蔵棚グ

ローブボックス-1と同じ。 

注6  その他事業許可で求める仕様の補足説明  

  その他事業許可で求める仕様の補足説明は，製品ペレット貯蔵棚-1，製品ペレット貯

蔵棚グローブボックス-1と同じ。 

注7  今回の申請範囲は管台までであり，管台から接続配管等の第1弁まではグローブボック

スとして後次回に申請する。 
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第4.-4表 機器仕様 

許可番号(日付) 平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備及び 

機器の種類 

貯蔵施設 製品ペレット貯蔵設備 

製品ペレット貯蔵棚 

対応

する

加工

事業

許可 

許可との対応 付属設備 

設備・機器名称 収納パレット 

設置場所 燃料加工建屋地下3階 ペレット・スクラップ貯蔵室 

変更内容 新設 

数量 収納パレット：350基 

形式 － 

主要な構成材 ステンレス鋼，ポリエチレン 

寸法(単位：mm) 

 

・幅 ：375.5  

・奥行：389  

・高さ：157 

その他の構成機器 － 

その他の性能 － 

 

一

般

仕

様 

 

核燃料物質の状態 ペレット 

核燃料物質の臨界

防止 

－ 

火災等による損傷

の防止 

－ 

耐震性 － 

材料及び構造 － 

閉じ込めの機能 － 

部位 主要材料 厚さ 密度 

ポリエチレン(PE) 20mm以上 0.93×103kg/m3以上 
側面 

ステンレス鋼(SUS304) 4mm以上 － 

ポリエチレン(PE) 50mm以上 0.93×103kg/m3以上 
前面 

ステンレス鋼(SUS304) 11mm以上 － 

ポリエチレン(PE) 20mm以上 0.93×103kg/m3以上 

しゃへい 

後面 

底面 ステンレス鋼(SUS304) 4mm以上 － 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 
(注1)

換気 － 
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添付図 

1. 配置図 

第1.-1図 核燃料物質の貯蔵施設の機器配置図(1/2)････････････････････図-ト-1-1-1 

第1.-2図 核燃料物質の貯蔵施設の機器配置図(2/2)････････････････････図-ト-1-1-2 

 

2. 構造図 

2.1  貯蔵容器一時保管設備 

第2.1-1図 一時保管ピット(PA0112-M-01101)構造図(1/2)･･･････････････図-ト-2-1-1 

第2.1-2図 一時保管ピット(PA0112-M-01101)構造図(2/2)･･･････････････図-ト-2-1-2 

第2.1-3図 混合酸化物貯蔵容器構造図････････････････････････････････図-ト-2-1-3 

第2.1-4図 粉末缶構造図････････････････････････････････････････････図-ト-2-1-4 

 

2.2  燃料棒貯蔵設備(その1) 

 第2.2-1図 燃料貯蔵棚-1(PA0148-M-10101)構造図(1/2)･････････････････図-ト-2-2-1 

第2.2-2図 燃料貯蔵棚-1(PA0148-M-10101)構造図(2/2)･････････････････図-ト-2-2-2 

第2.2-3図 燃料貯蔵棚-2(PA0148-M-10102)構造図(1/2)･････････････････図-ト-2-2-3 

第2.2-4図 燃料貯蔵棚-2(PA0148-M-10102)構造図(2/2)･････････････････図-ト-2-2-4 

第2.2-5図  貯蔵マガジン入出庫装置(PA0148-M-20101)構造図････････････図-ト-2-2-5 

 

3. 工事フロー図 

第3.-1図 貯蔵容器一時保管設備の工事フロー図･･･････････････････････図-ト-3-1-1 

第3.-2図 燃料棒貯蔵設備の工事フロー図･････････････････････････････図-ト-3-2-1 
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2. 燃料棒貯蔵設備(その1) 

(1) 設置の概要 

本設備は，被覆施設で加工した燃料棒を貯蔵する設備である。燃料棒は貯蔵マガジンに

収納し保管する。また，加工に供する被覆管及び集合体組立に供するウラン燃料棒を貯蔵

マガジンに収納して本設備にて保管する。 
本設備は，燃料棒貯蔵棚，貯蔵マガジン入出庫装置及びウラン燃料棒収容装置から構成

する。また，本設備には核燃料物質の臨界管理を行うためのID番号読取機からなる計量設

備を設置する。 

燃料棒貯蔵棚は，貯蔵マガジンを保管する棚で，4段×10行及び4段×8行の2基で構成さ

れ，最大72基の貯蔵マガジンを貯蔵する(最大貯蔵能力60t･HM)。 

貯蔵マガジン入出庫装置は，燃料棒収容設備，ウラン燃料棒収容設備，燃料棒貯蔵棚及

び燃料集合体組立設備間で貯蔵マガジンの搬送を行う装置である。本装置は，1台設置する。 

ウラン燃料棒収容装置は，外部から受け入れた被覆管及びウラン燃料棒を貯蔵マガジン

に収容し，貯蔵マガジン入出庫装置に払い出す装置である。本装置は，1台設置する。 

本設備のうち，燃料棒貯蔵棚は，安全に係る距離の維持機能(単一ユニット相互間の距離

維持)上の安全上重要な施設である。 

本設備に設置する計量設備については，ヌ．その他の加工施設 計量設備(その2)に示す。 

本設備の燃料棒貯蔵棚と貯蔵マガジン入出庫装置は，燃料加工建屋地下2階の燃料棒貯蔵

室に設置する。また，ウラン燃料棒収容装置は，燃料加工建屋地下2階の燃料棒受入室に設

置する。 

今回の申請範囲は，燃料棒貯蔵棚及び貯蔵マガジン入出庫装置である。 

 

(2) 準拠すべき主な法令，規格及び基準 

本設備の準拠すべき主な法令，規格及び基準を第1.-1表に示す。 

 

(3) 設計の基本方針 

a. 本設備は，各貯蔵単位を単一ユニットとして設定し，単一ユニット間の相互間の距離

を設定することにより，核的に安全な配置とする。 

b. 本設備の安全上重要な施設は，可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する。 

c. 本設備は，耐震設計上の重要度に応じ，適切な耐震設計を行う。 

d. 本設備の安全上重要な施設は，必要に応じ，適切な方法により安全機能を確認するた

めの検査又は試験並びに安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができる設計と

する。 

e. 本設備は，貯蔵マガジンの取扱いにおいては，落下防止のための機構を設ける設計と

し，仮に燃料棒が落下しても破損しない高さである4m以下で取扱う設計とする。 

f.  本設備で構成材等として使用する可燃性樹脂は，極力露出しない設計とする。 

g. その他 

・本設備は，接地，過電流しゃ断器等を必要な箇所に設置し，過電流，落雷等による機

器及びケーブルの損傷を防止する設計とする。 

・本設備でケーブルが防火区域を貫通する箇所は，十分な実績と信頼性のある方法で防 
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火区域貫通部の処理を施し，ケーブルによる延焼の拡大を防止する。 

(4) 設計条件及び仕様 

本設備に係る設計条件及び仕様を第2.-1表～第2.-2表に示す。また，機器仕様に示す材 

料の材料規格を第1.-6表に示す。 
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第2.-1表 機器仕様 

対応

する

加工

事業

許可 

許可番号(日付) 平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備及び

機器の種類 

核燃料物質の貯蔵施設 燃料棒貯蔵設備 

燃料棒貯蔵棚 

許可との対応 本体 

設備・機器名称 燃料棒貯蔵設備 

燃料棒貯蔵棚-1，-2(PA0148-M-10101，-10102) 

設置場所 燃料加工建屋地下2階 燃料棒貯蔵室 

変更内容 新設 

数量 2基 

一

般

仕

様 

形式 棚段貯蔵方式 

主要な構成材 本体：鋼材 

寸法(単位：㎜) ①燃料棒貯蔵棚-1 

・幅 ：8125 

・奥行：4793 

・高さ：4815 

②燃料棒貯蔵棚-2 

・幅 ：6525 

・奥行：4793 

・高さ：4815 

その他の構成機器 － 

その他の性能 最大貯蔵能力(燃料棒貯蔵設備) 

・60t･HM(72棚：40棚×1基，32棚×1基) 

核燃料物質の状態 燃料棒 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様
(注1) 

核燃料物質の臨界

防止 

①単一ユニット又は複数ユニットの区分 

・複数ユニット(配列：4段×10行，4段×8行) 

②貯蔵単位 

・貯蔵マガジン 

③貯蔵する核燃料物質の形態(注2) 

・貯蔵マガジン：BWR燃料棒，PWR燃料棒，ウラン燃料棒 

④貯蔵単位相互間の距離 

・中心間距離(棚間隔)：段方向700mm以上，行方向750mm以上 

火災等による損傷

の防止 

①燃料棒貯蔵棚-1，-2には不燃性の材料を使用する。 

②燃料棒貯蔵棚-1，-2に使用するポリエチレンは，ステンレス鋼製

のカバーで覆い極力露出しない構造とする。 
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技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様
(注1) 

耐震性 ①燃料棒貯蔵棚-1 

・耐震クラス：Bクラス(注3) 

・主要材料(本体)：鋼材(SS400，STKR400) 

・基礎ボルト材質：鋼材(SS400) 

・基礎ボルト本数：M24×220本 

・基礎ボルト配置：190mm×190mm 

・取付ボルト材質：鋼材(SS400) 

・取付ボルト本数：M24×84本 

・取付ボルト配置：170mm×170mm 

・ガイドローラ軸材質：鋼材(SS400) 

・ガイドローラ軸径：40mm 

②燃料棒貯蔵棚-2 

・耐震クラス：Bクラス(注3) 

・主要材料(本体)：鋼材(SS400，STKR400) 

・基礎ボルト材質：鋼材(SS400) 

・基礎ボルト本数：M24×180本 

・基礎ボルト配置：190mm×190mm 

・取付ボルト材質：鋼材(SS400) 

・取付ボルト本数：M24×82本 

・取付ボルト配置：170mm×170mm，170mm×155mm 

・ガイドローラ軸材質：鋼材(SS400) 

・ガイドローラ軸径：40mm 

材料及び構造 － 

閉じ込めの機能 － 

しゃへい － 

換気 － 

核燃料物質等によ

る汚染の防止 

－ 

安全上重要な施設 適切な方法により，安全機能を確認するための検査又は試験並びに

安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができる設計とす

る。 

搬送設備 － 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

非常用電源設備 － 

 

M
OX

②
 
ト
-0
0
19

-0
0
 
M
 
貯
蔵
 
B
 

 

159



ト-2-7 

 

注1  技術基準に対する仕様の補足説明 

(1) 核燃料物質の臨界防止 

燃料棒貯蔵棚は，貯蔵単位である貯蔵マガジン(ホ．被覆施設 第4.-4表参照)及び核燃

料物質の形態(BWR燃料棒，PWR燃料棒，ウラン燃料棒)を管理し，貯蔵単位の配列(4段×10

行，4段×8行)が核的に安全な配置となるよう貯蔵単位相互間の距離(段方向700mm以上，行

方向750mm以上)を維持することにより臨界を防止する設計とする。貯蔵する貯蔵マガジン

から最も近い燃料棒貯蔵室の壁・床・天井までの距離について，東壁までの距離4000mm以

上，床までの距離460mm以上及び天井までの距離790mm以上となるように設置する。 

臨界防止に係る計算結果は，添付書類Ⅰ「核燃料物質の臨界防止に関する説明書」に示

す。 

(2) 火災等による損傷の防止 

燃料棒貯蔵棚-1，-2は，安全上重要な施設であるため，不燃性の鋼材を使用し火災によ

る損傷を防止する。本装置で使用するポリエチレンは可燃性のため，不燃性のステンレス

鋼製のカバーで覆い，露出しない構造として火災による損傷を防止する。 

(3) 耐震性 

燃料棒貯蔵棚は，耐震Bクラスとする。また，耐震設計上の主要な評価部位は，棚を直接

支持する構造物に固定するボルト(基礎ボルト，取付ボルト)及びガイドローラ軸とする。

設備構造設計上の耐震設計結果は，添付書類Ⅲ「主要な加工施設の耐震性に関する説明

書」に示す。 

(4) 安全上重要な施設 

   燃料棒貯蔵棚は，安全上重要な施設であり，外観検査等により，加工施設の安全を確保

する機能の貯蔵単位相互間距離の確認は実施できる。また，周囲にメンテナンススペース

を設けており，これらの機能を健全に維持するための保守又は修理が可能である。なお，

他の原子力施設と共用しない。 

注2  貯蔵施設で取り扱う核燃料物質の形態及び設定条件を第1.-5表に示す。 

注3  燃料棒貯蔵棚は，基準地震動Ssによる地震力に対して過大な変形等が生じないように設

計する。 

 

その他事業許可で求める

仕様 

－ 

添付図 第1.-2図 貯蔵施設の機器配置図 

第2.2-1図 燃料棒貯蔵棚-1(PA0148-M-10101)構造図(1/2) 

第2.2-2図 燃料棒貯蔵棚-1(PA0148-M-10101)構造図(2/2) 

第2.2-3図 燃料棒貯蔵棚-2(PA0148-M-10102)構造図(1/2) 

第2.2-4図 燃料棒貯蔵棚-2(PA0148-M-10102)構造図(2/2) 

特記事項 － 
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第2.-2表 機器仕様 

対応

する

加工

事業

許可 

許可番号(日付) 平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

主要な設備及び

機器の種類 

核燃料物質の貯蔵施設 燃料棒貯蔵設備 

許可との対応 付属設備 

設備・機器名称 燃料棒貯蔵設備 

貯蔵マガジン入出庫装置(PA0148-M-20101) 

設置場所 燃料加工建屋地下2階 燃料棒貯蔵室 

変更内容 新設 

数量 1台 

一

般

仕

様 

形式 床上走行方式 

主要な構成材 本体：鋼材 

寸法(単位：㎜) ・幅 ：4000 

・奥行：4936 

・高さ：4410 

・可動範囲：41000(走行) 

その他の構成機器 － 

その他の性能 － 

核燃料物質の状態 燃料棒 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様
(注1) 

核燃料物質の臨界

防止 

①単一ユニット又は複数ユニットの区分 

・単一ユニット(貯蔵マガジン入出庫ユニット) 

②臨界管理の方法 

・形状寸法管理 

③核的制限値 

・1段(取扱単位：貯蔵マガジン)(注2) 

火災等による損傷

の防止 

－ 

耐震性 貯蔵マガジン入出庫装置 

・耐震クラス：Bクラス 

・主要材料(本体)：鋼材(SS400，STKR400) 

・転倒防止金具材質：鋼材(SM490) 

・取付ボルト材質：鋼材(SS400) 

・取付ボルト本数：M24×16本 

・取付ボルト配置：80mm×230mm 

材料及び構造 － 
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技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様
(注1) 

閉じ込めの機能 － 

しゃへい － 

換気 － 

核燃料物質等によ

る汚染の防止 

－ 

安全上重要な施設 － 

搬送設備 貯蔵マガジン入出庫装置 

・定格荷重：1.6t 

・動力喪失時に容器の落下を防止するため昇降用モータは無励磁作

動ブレーキ付とする。 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

非常用電源設備 － 

その他事業許可で求め

る仕様(注3) 

①貯蔵マガジンの取扱いは，燃料棒が落下しても破損しない高さで

ある4m以下とする。 

②本装置で使用するポリエチレンは，ステンレス鋼製のカバーで覆

い極力露出しない構造とする。 

添付図 第1.-1図 貯蔵施設の機器配置図 

第2.2-5図 貯蔵マガジン入出庫装置(PA0148-M-20101)構造図 

特記事項 － 

注1  技術基準に対する仕様の補足説明 

(1) 核燃料物質の臨界防止 

本装置に単一ユニットを設定する。臨界防止管理の方法として形状寸法管理とし，貯蔵

マガジンを積み重ねて取り扱うことのないよう，構造的に1基のみ搭載可能な機構とする。

臨界防止に係る計算結果は，添付書類Ⅰ「核燃料物質の臨界防止に関する計算書」に示す。 

(2) 耐震性 

本装置は，耐震Bクラスとする。設備構造設計上の耐震設計結果は，添付書類Ⅲ「主要な

加工施設の耐震性に関する説明書」に示す。 

(3) 搬送設備 

本装置は，クレーン等安全規則に基づき，搬送物を取り扱える重量を定格荷重として設

計する。 

本装置は，貯蔵マガジンのみを取り扱い，重量が最大となるのは核燃料物質を収納した

貯蔵マガジン(最大1590kg)である。 

貯蔵マガジン入出庫装置は，貯蔵マガジン底部を保持し，上下方向及び水平方向に移動

させる機器であるため，昇降用モータは無励磁作動ブレーキ付とし，電源喪失時に貯蔵マ 
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ガジンが落下しないようにする。 

注2  貯蔵施設で取り扱う核燃料物質の形態と核的制限値の設定条件を第1.-5表に示す。 

注3  その他事業許可で求める仕様の補足説明 

(1)  本装置では，貯蔵マガジンの最大取扱高さは約3.5mであり，構造的にこれ以上の高さに

ならない設計とする。 

(2) 本装置で使用するポリエチレンは可燃性のため，不燃性のステンレス鋼製のカバーで覆

い，露出しない構造として火災による損傷を防止する。 
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(5) 工事の方法  

  a. 工事の方法及び手順 

本設備の工事フロー図を第3.-2図に示す。 

  b. 検査方法 

    本設備が，設計及び工事の方法のとおりに製作，据付され，その性能が技術上の基準

に適合することを確認するため，検査を行う。 

    本設備の検査項目一覧を第2.-5表に，検査要領を第2.-6表に示す。 
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第2.-3表 燃料棒貯蔵設備の検査項目一覧 

MOX② ト-0025-00 M 貯蔵 B  

検査項目 

 

 

 

 

 

 

 

対象設備 

工事検査 性能検査 

気密・水

密材料又

は部品に

関する事

項 

組立に関する事項 警報装置 非常用動

力装置そ

の他の非

常用装置 

安全保護

回路及び

連動装置 

放射性廃棄物の廃棄施

設の処理能力 

放射線管

理施設の

性能 

線量当量

率及び空

気中の放

射性物質

濃度 

臨界防止

能力及び

閉じ込め

能力 
気体廃棄

物 

液体廃棄

物 

材料検査 寸法検査 耐圧・漏

えい検査 

据付・外観検査 性能検査 

(1号) 

性能検査 

(1号) 

性能検査 

(1号) 

性能検査 

(2号) 

性能検査 

(2号) 

性能検査 

(3号) 

性能検査 

(4号) 

性能検査 

(5号) 

燃料棒貯蔵棚-1，-2 イ イ  イ，ロ，ハ，へ         

貯蔵マガジン入出庫装置 イ   
イ，ロ，ハ，ニ，

ホ，ト 
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第2.-4表 燃料棒貯蔵設備の検査要領 

検査及び試験項目 検査方法 判定基準 

材料検査 イ.構造材検査 材料について，材料検査証

明書等により確認する。 

機器仕様のとおりの材

料であること。 

寸法検査 イ.複数ユニット寸法

検査(注1) 

単一ユニットの相互間隔に

ついて，測長器等により確

認する。 

機器仕様のとおりの相

互間隔であること。 

据付・外観

検査 

イ.外観検査 設備・機器の外観を目視に

より確認する。 

使用上有害な傷，変形

のないこと。 

ロ.配置・員数検査 設備・機器の配置及び員数

を目視により確認する。 

機器仕様及び添付図の

とおりの配置・員数で

あること。 

ハ.据付検査 設備・機器の据付状態を目

視，測長器等又は検査成績

書により確認する。 

機器仕様及び添付図の

とおりであること。 

ニ.搬送装置機能検査 搬送装置の逸走防止，落下

防止機構の設置及び構造に

ついて，目視又は測長器等

により確認する。 

機器仕様及び添付図の

とおりであること。 

ホ.搬送設備性能検査 ①所定の重量の搬送物を搬

送できる能力があることを

確認する。 

①機器仕様のとおりの

搬送重量を搬送できる

こと。 

②動力喪失時に搬送物を安

全に保持することを確認す

る。 

②動力喪失時に搬送が

停止し搬送物を安全に

保持すること。 

へ.最大貯蔵能力検査 燃料棒貯蔵棚の配列を目視

により確認する。 

機器仕様及び添付図の

とおりであること。 

ト.取扱制限高さ確認

検査 

取扱制限高さ以下でしか取

り扱えないことを目視又は

測長器等により確認する。 

機器仕様のとおりの取

扱制限高さであるこ

と。 

注1  単一ユニットから壁までの距離については，添付書類Ⅰ「核燃料物質の臨界防止に関

する説明書」の計算モデル図に記載した寸法以上であることを確認する。 
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